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○審査事件等 

審  査  事  件  等 所 管 課 

（所管事務調査） 企 業 ・ 港 振 興 課 

議案第２４号 薩摩川内市甑島水産観光促進補助金に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第５４号 平成２６年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

観光・シティセールス課 

議案第５４号 平成２６年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

企 画 政 策 課 

議案第２０号 薩摩川内市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

行政改革推進課 

議案第２１号 薩摩川内市集会所条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

コミュニティ課 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

情 報 政 策 課 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

広 報 室 

議案第５４号 平成２６年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

新エネルギー対策課 

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○委員長（川添公貴）ただいまから昨日に引

き続き企画経済委員会を開会いたします。 

 本日配付してあります審査日程の観光・シティ

セールス課となりますが、先に、きのう質問があ

りました内容について、答弁を先にいただきたい

と思います。 

────────────── 

△企業・港振興課の審査 

○委員長（川添公貴）例の国際交流センター

のテレビの件についてでした。先にその分を回答

いただきたいと思います。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）企業・港振

興課でございます。昨日、国際交流センターの会

議室への貸し出しテレビがブラウン管なのか、液

晶なのかという御質問がございました。調査をさ

せていただきました。平成２５年１２月から液晶

テレビのほうへ変更をして、現在貸し出しをして

いるということでございました。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）じゃあ、御苦労さまで

した。ありがとうございます。 

────────────── 

   △観光・シティセールス課の審査 

○委員長（川添公貴）それでは、観光・シテ

ィセールス課の審査に入りたいと思います。 

────────────── 

△議案第２４号 薩摩川内市甑島水産観光

促進補助金に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

○委員長（川添公貴）それでは、議案第

２４号薩摩川内市甑島水産観光促進補助金に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

観光・シティセールス課でございます。 

 それでは、議案の説明に入らせていただきます。 

 甑島水産観光促進補助金に関する条例の制定に

ついて、議案その２の２４－１ページをお願いい

たします。あわせて、商工観光部の議会資料

５ページをお願いいたします。 

 議案その２の２４－１ページと商工観光部議会

資料５ページでございます。 

○委員長（川添公貴）お願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

説明は議会資料で行います。 

 この補助金は、林務水産課で所管します水産事

業と観光・シティセールス課で所管します観光事

業を一体的に振興するため交付する補助金であり

ますが、事業の振興を図る上で交付対象要件を整

理するため、今回、水産と観光事業を分けて、観

光事業分をこの条例から削除し、水産事業のみの

条例に改正するものでございます。 

 分けました観光事業分の補助金は、商工観光部

関係補助金等交付要綱に移しまして、観光客受入

施設整備促進補助金を新たに追加し、申請者の年

齢制限の撤廃や、これまで甑島地域限定であった

ものを見直して、甑島以外の本土地域、一部を除

きますが、これを含めて制度に改めております。 

 なお、補助金の額は、これまでの上限２００万

を１００万円に変更し、補助対象経費は、これま

でと同様に民宿、旅館、ホテル、土産店、飲食業

等の宿泊や観光客を対象にした家屋の改築、購入、

増改築及び改修に充てたいと考えております。 

 また、観光業の用に供するための設備等の購入、

設置経費、無線ＬＡＮや案内表示版も含みたいと

し、活用していただこうとするものでございます。 

 また、観光の業に用するものといたしましては、

旅行会社や観光物産協会のあっせんや契約の対象

となるような施設を考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がござい

ましたが、これより御質疑をお願いしたいと思い

ます。御質疑ございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）ここに本土地域で除かれる

地域があるんですが、除いた理由というのは、こ

れは何なんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

いわゆる中心市街地にあるホテル、そういう比較

的ビジネス客が多いようなところを今回除外させ

ていただいておりまして、周辺部と甑島を対象に

まずはしてみたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）除かれたとこから、文句は

来ませんか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）
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類似の補助金の制度が商工振興課の所管でござい

まして、商業施設に関する改修の関係で該当する

ので、できるということで、あと、周辺部に関し

ましては、特に観光についての行政的な、行政的

なといいますか、戦略的にちょっと力を入れたい

というようなことがございまして、今回、中心市

街地の部分を外しております。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）昨年、私が一般質問でした

ころ、ちょっといろいろ聞き取りをして回ったと

き、なかなか使い勝手が悪いというか、余り利用

されてない。特に下甑島では里の一部と、なかな

か使い勝手が悪いあれだなあという感じを持った

んですけど、今後、ちょっと条件緩和されたり、

いろいろ説明もされたんでしょうけど、これをこ

ういうふうに、１００万に減ったってのはありま

すけど、とりあえずは効果っていうか、そういう

あれは予想できますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

効果の予想というのはしておりませんが、委員の

御質問の後も含めまして、支所を通じて事業者の

方々と日常的にこの辺の制度の必要性ということ

を調査といいますか、やりとりの中で御要望を聞

いたり、あるいは、こちらの考え方を示したりし

ているところがございます。下甑島でも、ことし

も実際この制度を使っていただいたところもある

んですけども、できるだけ成果が出るようにとい

いますか、もっと事業者に活用されるように啓発

活動も含めて、予算成立後に、また現場に入って

意見交換していきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員（江口是彦）なかなか、今、特に小さな

民宿経営が、高齢化っていうこともありますけど、

客がなかなか入らないとか。特に手打地区とか、

そういうとこに見られるんですけども、民宿を閉

めようとしてるところなんかもですよ。ぜひ、そ

ういうとこにもいろいろ支所を通してでも意見交

換というか、聞き取りをして、何か、こういう補

助なんかを適用できる知恵も貸してもらいたいな

と思います。これはもう意見でいいです。 

○委員長（川添公貴）意見です。 

○委員（小田原勇次郎）ちょっと、この条例

の趣旨を整理をさせてください。いわゆる提案理

由で、観光業の考え方除くという部分であれば、

例えば、補助対象が観光業の用に供するためとか、

いろいろと補助対象に載ってるもんですから、例

えば、水産事業者が観光の用に供するためにする

部分については、この補助金で適用すると。いわ

ゆる観光をメインにした観光事業者がする場合は、

先ほど言ったその補助要綱で対応するという考え

方でいいんでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

水産業の方であっても、観光客、旅行客を対象に

するような会社であれば、新しい補助金制度のほ

うで対応したいと思っております。水産目的と観

光目的をただ分けるだけで、申請者は、水産業者

はこっち、観光業者はこっちっていう考え方では

ございません。目的に分けてございます。 

○委員（小田原勇次郎）そうしましたときに、

補助対象経費という、この議会資料の中に一番最

下段のほうにあるんですが、観光業の用に供する

ための設備等の購入、設置経費も、今の現行のこ

の条例で対象にするという考え方ですね。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

いえ、それではございませんで、ちょっと言い方

を確認しますけども、水産条例と観光の補助金に

分けます。今回。水産条例をそのまま残して、観

光の新しい補助金制度と分けます。例えば、漁師

の方が観光業を目的に生けす観光をやりたいって

いうような場合は、観光の補助金で対応したいと

考えてます。よろしいでしょうか。 

○委員長（川添公貴）理解がなかなか、意見

がかみ合わ、質疑がかみ合わないようですので、

まず、その観光業に補助する条例とこの条例との

違いをまず示していただくこと。それから、その

条例を参考資料として、今、出していただけます

か。 

 ここでしばらく休憩します。 

        ～～～～～～～～～～     

        午前１０時 ８分休憩     

        ～～～～～～～～～～     

        午前１０時１１分開議     

        ～～～～～～～～～～     

○委員長（川添公貴）それでは、本会議に返

します。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

新しい観光の補助金につきましては、要綱で整理

をしております。 

○委員（小田原勇次郎）わかりました。了解

です。済みません。 
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○委員長（川添公貴）ほか、御質疑ございま

せんか。 

○委員（成川幸太郎）今、外された分は、今

回、観光客受入施設整備促進補助金という形で

４００万円計上してあるわけですけども、今回、

やはり、国定公園に指定されたってこと、甑島は

特に先日のテレビの報道でも、既にもう予約が夏

場、秋までかなり入ってきてるというようなイン

タビューへ答えられてる分がありました。それに

合わせて、やはり、宿泊体制の整備っていうのは

かなり進むんじゃないかと思われるんですが、こ

の４００万で足りるんでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

現在、相談が来てる部分もございますけども、皆

さん大規模な改修っていうのは余り想定されてま

せんで、Ｗｉ─Ｆｉとかも含めてなんですけども、

小規模の改修の声がありましたので、当初の部分

につきましては、これで提案をさせていただいた

ところでございます。 

○委員（成川幸太郎）特に、これまでは甑島

っていうことだったわけですけども、今回対象地

域が広がって、昨年問題になった年齢制限も撤廃

されるということで、昨年非常に、本土地域の周

辺部の温泉地域あたりでも相当活用事例が出るん

じゃなかろうかと思うんですけども、そこら辺に

対しては大丈夫でしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

私どもとしても、そのような声でおもてなしの

サービスが上がればいいのかなというふうに期待

してるところでもございますが、具体的な相談が

ありましたら、前向きにまた取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

○委員（成川幸太郎）ぜひ、以前から甑島観

光ということは非常に大きく出るんですけども、

薩摩川内市の本土地域の観光というのはちょっと

弱いんじゃないかっていうことであります。この

際、せっかく来られる人たちがこの薩摩川内市全

体の観光浮揚ということにつながるように、ぜひ、

活用推進を、促進をお願いします。 

○委員（杉薗道朗）１点だけ、今の件に関連し

ますけれども、補助金の関係でございますので、

速やかに事務処理は行っていただいて、早い設備

改修ができるように、できれば、そういう夏場の

そういうピーク時も十分間に合う形で対応ができ

るように事務方も頑張っていただきたいというこ

とを希望します。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）先ほどは大きな勘違

いで、読み間違いで済みませんでした。おわびを

申し上げます。 

 １点だけ、この条例は、改正後の条例は、当然、

農林水産課さんに所管が移行していくと、今回は

観光が入ってるので、所管課が今、シティセール

ス課さんが提案者になってますけど、施行後の新

しい条例は農林水産課さんに所管が移っていくと

いう考え方でいいですね。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

はい、林務水産のほうで、林務水産課のほうで対

応していきます。 

［「わかりました」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論採決を行います。討論はございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はないものと認め

ます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

△議案第５４号 平成２６年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止

してありました議案第５４号を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

それでは、第８回補正の予算の概要の４ページを

お願いいたします。 

○委員長（川添公貴）どうぞ。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

下段の（１）３、ふるさと旅行券事業でございま

す。この事業は、国の地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金、消費喚起の事業で、市外から

の旅行客増加を図るため、市内の宿泊施設、物産

施設等で使用できる旅行券を作成し、市外のお客
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様に旅行券の販売を観光物産協会に委託するもの

です。プレミアム率は３０％、額面で１億

３,０００万相当の旅行券の発行予定しており、

事業費は４,０００万円を計上しております。 

 続きまして、９ページをお開きください。 

 これから説明いたします観光・シティセールス

課の３つの事業は、国の交付金、地域活性化・地

域住民生活等緊急支援交付金事業であります。 

 下段（２）６、旅行商品造成支援事業でござい

ます。観光誘客増を図るため、送客を目的に旅行

商品を造成する旅行エージェントを支援するもの

です。この事業自体は、平成２３年度に開始して

おりますが、今回、国の交付金で一部充当を行う

もので、事業費は２,４１６万５,０００円を計上

しております。 

 続きまして、１０ページをお願いいたします。 

 （２）７、甑島観光ライン旅行誘客実証事業で

ございます。 

 昨年４月の高速船就航後、個人客の増加に伴い、

島内の２次交通対策が課題となっております。そ

のため、公共交通機関の連携による観光誘客の実

証事業を川内駅から上甑島間で行うものでござい

ます。具体的には、市が観光物産協会に委託して

実施し、川内駅と川内港間のバス、川内港里港間

を結ぶ高速船甑島、里港から上甑島及び中甑島を

運行する周遊バスをチャーターし、ことし４月か

ら９月までの土日祝日５２回、２,０００人の送

客を目標として割引切符を販売し、実施する計画

で ご ざ い ま す 。 事 業 費は 、 ２ , １ ５ ９ 万

４,０００円を計上しております。 

 続きまして、（２）８、販路拡大事業でござい

ます。 

 本市産品物産のＰＲとブランド力向上を図るた

め、主要都市の百貨店等で対面販売等を通じた販

売促進を行い、購買者の声を直に聞いて、事業者

にフィードバックしながら本市の商品開発につな

げようとする事業でございます。 

 本事業は、平成２５年から実施しているもので

ございますが、今回、国の交付金で一部充当を行

うものです。事業費は４,３５０万円を計上して

おります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がござい

ましたが、これより御質疑願いたいと思います。

御質疑ございませんか。 

○委員（江口是彦）もう、まとめて質問すると

答えがわからなくなるので、一問一答でとりあえ

ずお聞きします。 

 一番最初の旅行券事業ですけど、１億

３,０００万の、これは具体的にはどこで販売、

物産観光協会、取り扱いっていうか、この券の旅

行業の券を販売するわけでしょう。具体的なやり

方をちょっと教えてください。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

今後、具体的に調整は図っていきたいと思ってお

りますが、私どもが今想定してるのは、販売は、

まず観光物産協会は当然やるんですが、市外での

販路をつくるのが非常に大きい課題だと思ってお

りまして、郷土会を通じて、あるいはコンビニで

チケットが購入できるようにできないかとか、そ

ういったものを今模索してるところでございます。 

 また、市内でも販売っていうことになりますと、

できるだけ販売するところが多いほうがいいと考

えておりますが、それぞれ御協力いただけるよう

なところを今から当たっていきたいと思っており

ます。 

 また、一方で、使えるところがどういうとこか

となると、ホテルであるとか、お土産屋っていう

ふうになりますので、そういうとこでも、どうい

う条件で販売してもらえるかというのを今検討中

でございます。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）検討中ってことですけど、

そういう営業活動とか、広報に係る経費も

４,０００万の中で見ていくってことですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

はい、そのとおりでございます。 

○委員（江口是彦）じゃあ、これは今から模索

されるんでしょうから、具体的にはどういう方で、

例えば、郷土会、関西とか、東京のそういうとこ

ろにも広げていくってことですので、その辺につ

いては、また６月のときでもお聞かせください。 

 次、いいですか。 

○委員長（川添公貴）どうぞ。 

○委員（江口是彦）甑島観光ライン旅行誘客実

証事業、特に高速船を土日、４月から９月の半年

間ということですから、これは実証事業というこ

とですから、一つの試みなんでしょうが、５２回、

土曜日曜されると。これは多分、市がチャーター
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しないとなかなか経営上運営できないということ

で、甑商船にもちろんそれは委託されるでしょう。

借りとって。甑商船が今、１便、２便の間にこの

チャーター便を入れ込むということになるんでし

ょうが、これ、貸し切り予約と違って、客が予測

できなくても走らせるということですよね。土曜、

日曜。幾ら客が来るかわからんけど、とにかく

５２回は走らせてみようと。それで、土日週末に

はこういうふうにして、１便ふえますよってこと

を広報して、これはもちろん旅行会社等に宣伝を

して、それで引っ張ってきてもらうってのもある

んでしょうが、具体的な誘客の方法っていうか、

旅行会社へと、あと、どんなことを考えてられる。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

まず、この事業につきましては、甑島商船に直接

お願いするのでなくて、営業も含めて観光物産協

会にお願いをし、運行を商船が行うという形にな

ります。申し込みにつきましては、完全予約制に

なりまして、前日の５時までに申し込みがあった

場合は運行するというような形になります。その

申し込みの受け方については、観光物産協会で受

けるんですが、委員今御質問のとおり、私どもと

しては、積極的な営業をして、ツアーの一部に入

れていただく。あるいは、個人で申し込みがあっ

た場合をどんどん乗せていこうという考え方でお

りまして、ふるさと旅行券とタイアップしたよう

な営業を考えております。ただ、運輸局の指導に

よりまして、従来の高速船の乗船者数が下がるこ

とがないように、要は客取りにならないように、

逆にこれが呼び水になってふえるようなやり方を

しないといけないということですので、一所懸命

また営業をして、できるだけ多くの方に乗ってい

ただくようにしたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）これは前日までの完全予約

制ということですか。予約してない人は乗れない

ってこと。当日。例えば、私が、ちょうど、この

便が出てるから、そんなあれが２００人満席で走

るってことは予想されませんから、絶対満席じゃ

ないと思うんですが、そういう場合も、いや、こ

れはもう予約した人だけですからということで乗

せないってことになるんですか。その辺はどうな

んですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

厳密に言いますと、そのような形になります。 

○委員（江口是彦）せっかく週末に、今でも週

末には１便ふやしてほしいって声があるわけです

ね。島民の足としても。そういう中で、個人も予

約はもちろんできるんでしょうが、島内から来週

の土曜日は川内から乗りたいとか、日曜日は川内

から帰ってくるっていうのを予約はできるんでし

ょうけど、完全予約制ってなると、その辺はどう

なんですか、融通枠はできないんですか。 

○委員長（川添公貴）課長、陸運局の指導が

どのようなものがあったのかっていうの、もうち

ょっと詳しく話をして、回答していただけません

か。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

鹿児島の運輸局のほうと今協議をしてきました。

今、いわゆる甑島航路については、運輸局の指導

のもとで、発着便についての制限がかかっており

ます。１日２便、それから臨時の発着も制限がか

かっておりまして、実際の運用はゴールデンウ

イークとそれからお盆の時期だけが臨時便という

ことで、１２時発を出してると思いますが、本来

なら、それを５２便分ふやしてくださいっていう

ところだったんですが、なかなかそれがかないま

せんで、今回チャーターという形になりましたの

で、運輸局の指導の中で完全予約制ですることっ

ていうことがありますので、そこはきっちりと守

っていきたいと思います。ただし、気持ちは江口

委員と私ども全く一緒でございまして、予約がな

かったから出さないよじゃなくて、５２便全便出

すように営業はしていきたいと考えておりますの

で、できるだけ多くの方に乗れるような形で運用

はしていきたいという、ルールの中では運用して

いきたいというふうに考えております。 

○委員（江口是彦）じゃあ、最後に、いわゆる

今予定されてる臨時便とこのチャーター便とは、

また─ああ、そうか、里だけですからね。臨時

便とあれば違うんでしょうけど、発着については、

川内港発は一緒ですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

まことに申しわけございません。説明不足で。こ

のチャーター船については、今申しました連休、

ゴールデンウイークとお盆の時期を除くいわゆる

臨時便が出るときは出しません。完全に日にち指

定で出したいと考えておりますので、重複あるい

は現場での混乱がないように努めたいと思います。 

○委員長（川添公貴）すると、里港往復って
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いう質問がありましたが、回答。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

そのとおりでございます。里港だけの貸し切りに

なります。 

○委員（江口是彦）じゃあ、あえてもう１回。

実証事業ですから、半年間ということですので、

また、次いつか試みられる機会があるかもしれま

せんけど、今度は、下にも直行便で、ピストンで、

絶対、下のほうが観光施設も多いですから、そう

いうのも、また、次のときは考えていただけたら

と思います。 

○委員長（川添公貴）答弁がありますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

とりあえず６カ月間、１便あたり４０人確保でき

るかどうかというところがございますので、そう

いった意味も含めて、実証をとりあえずさせてい

ただければと思います。 

 なお、先ほど私の説明がちょっと足らなかった

ようですが、臨時便につきましては、通常１２時

発でございますけども、このチャーター船につい

ては、１２時１０分発で考えております。時刻等

についても事前周知とそれから現場の混乱がない

ように努めたいと思います。 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

○委員（成川幸太郎）この件に、観光バスに

つきまして、私は一般質問でさせていただいたん

ですが、部長の答弁で、このような内容があった

んですけども、このチャーター方式でやる場合の

観光っていうことで対応されるんでしょうけども、

これから観光に行かれる方っていうのは、土日の

休みを利用してっていうよりも、割と高齢者でゆ

ったりした人たちは、平日のゆったりした時間に

行かれる方も多いと思うんです。それで、毎日船

は高速船出てて、それに対応する周遊観光バスが

できないかっていうことを私は質問したつもりな

んですが、特別な場合はこれで対応できるとして

も、通常の甑島における、里港、長浜港における、

着いた人が次の船が来るまで周遊できる観光定期

バスっていうのは運行はできないんでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

今の御質問は、週末、祝日だけではなくて、平日

も周遊観光バスを出すべきではないかっていうこ

とだと思います。確かに、今、ＪＲの切符が、割

引切符が実現しまして、平日も含めて来られる方

がふえるんじゃないかというふうに考えておりま

して、そのような危惧もあるんですが、今、この

周遊バスの運行を利用者負担を２,５００円で考

えておりまして、どの程度乗っていただけるかと

いう実験的なとこもございまして、そこら辺を見

ながら、今度、民間企業でその観光バスが成り立

たないかというところを探る意味もございまして、

今回、週末、それから祝日だけに限定させていた

だきました。おっしゃるような内容は、当然、今

後の大きな課題だというふうに認識しております。 

○委員（成川幸太郎）それで間に合えばいい

んですけども、国定公園にはもう既に指定された

わけですし、それに対する反応っていうのは、も

う出てきてるっていうのはわかってるわけですか

ら、せっかく期待して来られたのに、地元のコミ

ュニティバスはあるけども、観光地を回る手段が

ないという方がいらっしゃったときの対応という

のはどのようにされるんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

当然、２次交通アクセスの悪さで苦情も多くなる

可能性は大いにあるということで、現在、地元の

観光いわゆる業者、ホテル、旅館、それから観光

ガイド、観光物産協会の観光案内の担当者等と対

策会議をやってるんですけども、相談に乗るよう

な形、あるいはもう一つ、レンタカーの確保も、

まだ追いついてない部分もございまして、今回の

国定公園の１６日の公表に向けて問い合わせもふ

えてるっていうホテルの声も届いておりますので、

具体的に民間事業者の方々がレンタカー、その他

どのような対応をしていただくかというのを今月

末から来月の頭に、早急にまた集まってやってい

こうかというふうに考えております。 

 一部については、来週担当グループ長が行って、

そこら辺を全部行政が用意するんじゃなくて、民

間でできることも含めて、今、議論してる最中で

ございます。 

○商工観光部長（末永隆光）平日の貸し切り

バス、民間のバスを運行するべきであるという話

もございましたが、昨年から、南国交通さんが本

土からバスを甑島へ数台申し込んでいただいてお

りますし、運転手が不足しておりましたので、地

元の採用で運転手も、一、二名採用されたという

ことで、民間事業者もそういうことで努力をされ

ておりますので、さらに、ことしについても、そ

ういったバス、あるいは運転手の手配をしていた

だいて、貸し切りバスが運行できるような体制を
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つくっていただけるようにお願いしてまいりたい

と思います。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）国定公園指定というの

は、もう前もって、ある程度、わかってたわけで

すし、非常に国定公園指定された後の受け入れ体

制というのを、みんな、いろんな形で質問されて

きてたわけです。これが市の直営であろうと、民

間であろうと、それに対するアドバイスをもっと

やってきて、３月あるいは４月、特に、カノコユ

リが咲く６月末から７月にかけての付近に対して、

実証事業をやって、その後考えようじゃなくて、

今すぐ対応しないと、行ったけど、何もならんか

ったっていう、せっかく今まで、市長も答弁いた

だきましたけども、今までした努力がですね、ほ

んと、これで花を咲かさないと意味がないわけで

すから。もっと積極的に受け入れ体制っていうの

を整えていただかないと、今まで投じたお金って

いうのはどういう生き方をするんだろうというふ

うに、みんな、そう思ってしまうと思います。ぜ

ひ、もっと早い時期に、積極的に動いていただけ

ればと思います。 

○委員長（川添公貴）この件に関しましては、

この予算に関して、今後、いろんな行動をされる

わけですが、その結果について、中途、中途ちゅ

うか、中間報告として、６月に報告をいただきま

すように、今、お願いしておきたいと思います。 

 プラスあわせて、今、予算外だったんですが、

そういう民間の活力創生とかっていう方向をやっ

てらっしゃるということなんで、あわせてですね、

中間的で結構です。次回の定例議会、委員会のと

きでも報告をいただければと思います。 

 ほか。 

○委員（小田原勇次郎）ちょっと、今の甑島

観光ラインの誘客実証事業について、ちょっと教

えていただきたいんですが、予算が２,１００万

しておる中で、高速船、バスチャーターと運行管

理委託の一式ということで予算措置をしてありま

すけども、高速船とバスチャーターに占める大ま

かな費用、当然、費用払うわけですから、どの程

度を見て、いわゆる運行管理というのは業務委託

ですから、あと、それにかかわるバスチャーター

というのは、要するにいわゆる賃借料に当たる部

分ですから、そこあたりはどの程度を見ておられ

ますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

グループ長に答弁させます。 

○委員長（川添公貴）済みません。お願いし

てたんですけど、答弁できる人が最初から手を挙

げていただければ、はい、お願いします。 

○戦略営業グループ長（中村年男）高速船の

チャーターと甑島内でのバスと、あと、もう１便、

帰ってきてからの送迎バスっていう３つの委託料

がございまして、金額的に言いますと、おおよそ

の額で、チャーター船のほうが１,４００万、約

１,４００万。観光の周遊バスが１６０万。送迎

のバスといたしまして、１５０万がおおよその金

額でございます。 

○委員（小田原勇次郎）そうですね、この高

速船、バスをチャーターして、実証実験なんです

けども、これに当然予約制で乗っていただきます

よね。いわゆる、これは甑島航路とは別会計です

から、定期の補助航路としてのとは枠外の運行で

すから、当然、甑商船等の収入はまた別個になら

なきゃいけないわけなんですが、ここのいわゆる

乗った方々の乗船料等はどういう形で収入は計上

されますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

貸し切りに乗られたお客様の運賃の部分について

は、一旦観光物産協会に入ります。観光物産協会

と甑島商船の間では、チャーター契約の費用があ

りますので、その分を払うということになります。

市の委託につきましては、そこの部分を精算方式

で、いわゆる、くるくるバスのような形の精算方

式で今考えておるところです。 

○委員（小田原勇次郎）ありがとうございま

す。今のそこの部分御説明いただかないと、委託

料を出して、要するにまた、その分で、乗った人

たちの分が物産館に行ってしまうと、二重取りっ

ていう誤解を与えかねませんから、そこの収入と

して入ってきた分については、委託料は減額して

返金してくるんだという部分の流れは十分に御説

明をいただかないといけない部分かなと思ったと

ころでした。 

 あと、もう一つ、一つの考え方なんですけど、

この予算の中にいわゆるこういうプレミア、要す

るに旅行の券を委託事業で出してますよね。ふる

さと旅行券事業。これはプレミアがつくわけです

よね。３割ですか。片や商工会議所等にする分は

補助金として支出をして、プレミアム、一部事務
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費用とプレミアム分を補助金として出しておって、

この部分を委託料で、委託で処理するという部分

は、何か取り扱いが違うという考え方があったん

でしょうか。ちょっと、そこ、違和感を感じたも

んですから。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

旅行券につきましては、特に県外での営業的なこ

と、それから、うまくいくかどうかわかりません

けど、コンビニとか、インターネットでの申し込

みができるように、いわゆる通販サイト、そうい

ったものとの連携も含めておりまして、委託料の

ほうで整理をさせていただいたところです。 

○委員（成川幸太郎）甑島じゃなくて、販路

拡大事業ですけども、この４,３５０万円計上し

てあって、書いてある中に、販路開拓一式、商品

開発一式って方で書いてあって、具体的にちょっ

とわかりにくいんですけど、もうちょっとこの中

身がわかるように説明いただけないですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

販路拡大事業につきましては、従来から取り組ん

でる部分でありますが、実際取り組んでる内容と

いたしましては、今、ターゲットにしております

百貨店との取り扱いに関しまして、催事に関する

交渉とそれから旅費的なもの、観光物産協会がや

っておりますので、そういったものに係る経費が

一つ。 

 もう一つは、実際、事業所のほうが商品開発あ

るいは催事等でテスト販売する際の実際の商品の

提案で、実際行ったときのテストマーケティング

をやるときに対する協力に係る経費等を見ており

ます。 

 また、今後なんですけども、今、観光物産協会

のほうで、実際の直営店、東京のほうで、一坪シ

ョップなどの検討もしておりまして、そこに出す

事業者さんとの調整に係る経費、あるいは、実際、

オープンしたときのＰＲ等の応援に関する経費等

を今入れているところでございます。一式で申し

わけございません。 

○委員（成川幸太郎）かかった経費に対して、

１００％、もう交付するっていうもんなんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

いえ、かかった経費は１００％ではなくて、パッ

ケージ的に、もう、一つの商品で幾らというよう

な形でパッケージ化をしようと考えております。

当然ながら１００％は考えておりません。 

○委員（成川幸太郎）できたら、そこら辺が

よく見えるような形で、もう１回説明いただけれ

ば、提示いただけりゃと思うんですけど、よろし

くお願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

事業者に対する支援制度について、具体的なもの

を今検討中でございまして、それにつきまして、

地元の事業者さんが、１００％要求をのむわけで

はないんですが、こういう条件だったら、まだま

だトライしてもいいんじゃないかということで、

そういったものを今探ってるようなところがござ

います。私どもは、先ほどのバスの話もそうなん

ですけども、支援がなくても自立して、どんどん

市外の外貨を稼ぐような形をとりたいと思ってお

りまして、その呼び水の部分を探ってるようなと

ころがございまして、予算が成立しまして、４月

になりましたら、事業者さんに直接公募をする。

そういったことで、それまでにちょっと数字は固

めたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○ 委員（成川幸太郎）公募される際の内容

がわかったら、委員とか、議員に対してのその資

料というのは、配付はいただけるんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

そのようにさせていただいて、ぜひとも、より多

くの事業者さんが挑戦するような体制がとれれば

というふうに考えております。 

○委員（小田原勇次郎）済みません、ごめん

なさい、関連で、販路拡大事業は、ごめんなさい、

私もちょっとうまく理解できませんでした。この

事業費は委託料か何かで出される御予定ですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

委託料で考えております。 

○委員（小田原勇次郎）当初予算に一般財源

から物産販売事業費として４００万円の計上があ

るんですが、これはまた後ほど一般会計、当初予

算は当初予算の議論ですけども、ここに当初で計

上されてる分と今回のこの第８回補正の分とは全

く趣旨が違うという認識をしておってよろしいん

でしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

今回の委託料につきましては、全て観光物産協会

が直接事業者とやりとりをして執行していきます。

一般会計の４００万円につきましては、市のほう
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で直接相手方と話をして、例えば、羽田空港とか、

全日空とかいう形で、直接我々が協会とは別に市

役所とタイアップしてやるって、先方の要望も聞

きながら、我々がやったほうが価値があるってい

うものについては、直営でやるというふうに、今、

整理をしているところです。 

○委員（瀬尾和敬）地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金、これの意味というのは、地域

の活性化とそれから地域の雇用等を含めて地域が

盛り上がる、そういう国の思惑が背景にあると思

うんですね。今回、観光・シティセールス課とし

ては、この両方で、おおむね１億円ぐらい予算計

上されてるわけですが、どのような絵を描いて、

こういう事業に取り組もうとしておられるのか。

概略でいいですので。 

○委員長（川添公貴）今回の、この補正全般

についての答弁ですので、よろしくお願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

今回、国の地方創生という一つの仕組みを活用さ

せていただいてますが、ベースにあるのは、現在

まで取り組んでたものをさらに事業者が前に出て、

販路をつくっていったり、あるいは地域消費を高

めていくっていうような仕かけで考えてます。そ

の販売促進のツールとして、ふるさと旅行券であ

るとか、旅行商品造成支援事業ということで、ア

ピール力も高めていくっていうふうに考えてます。

その成果といたしましては、地元の事業者の売り

上げ、それから雇用の拡大に結びつく実感性のあ

るものにしたいと考えておりまして、先ほども中

間報告の話があったんですが、私どもとしては、

各議会ごとに、地域の事業者がこんなに頑張って

実績が上げられそうだ、上げたんだっていうのが

ちゃんと報告できるように、この貴重な財源を使

わせていただきたいというふうに考えてるところ

です。 

○委員（瀬尾和敬）せっかくのこういう国の交

付金でありますので、地域の方々とも、また、あ

るときには協議というのを踏まえながら、形は変

わっていってもいいと思うんですね。これは、今

回、こういう形で出されましたが、また次は、今

度は、これを踏まえて、新しい形がステップアッ

プしていくんじゃないかという、そういう期待も

あるんですよね。そういう意味で、今回は大事な

予算計上だと私は考えています。これから、そう

いうものを踏まえながら努力していただきたいと

意見を申し上げておきます。 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）最後に１点だけ。こ

の一つの懸念として、そういうのはないと思うん

ですが、懸念としてだけ、この予算を見て感じる

部分をちょっと少しだけ申し上げさせていただこ

うかと思います。 

 確かに、いわゆるこの補正予算の中で、いわゆ

る観光物産協会の取り扱う部分が、範疇が非常に

ふえていくであろうなという部分はわかります。

そうすることによって、観光物産館にいわゆる公

的な部分の資金が入って、収益部分が蓄積されて

いく可能性があると。それで、補助金を減らすと

いう部分が出てくるかもしれませんけれども、そ

この部分とは、また別個に今各委員がおっしゃる

ように、やはり小売の実際の小売の人たちに利益

が上がらなきゃいけないという部分は十分に、要

するに物産協会を通して、いろんな業務がなされ

ることによって、物産協会にいろんな部分が、収

益が上がって補助金が減っていくという、そこは

理解ができる部分ですけども、肝心なのは、やは

り、市政の小売の部分が潤っていかなきゃいけな

いって、ここの部分の大原則を抑える必要性があ

るのかなと。今回の予算のつけ方を拝見して、そ

ういうちょっと、意見というか、それは意見を申

し上げます。そういう感想を持ったもんですから、

十分そこは気をつけてお取り組みいただければな

と思うところでありました。 

 以上です。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

おっしゃるとおりでございまして、そこについて

は、もともと、この事業が云々ではなくて、観光

物産協会が成立したときから、今藤社長以下社員、

アシスタントまで含めて、協会の役割っていうと

ころの一番根本的なところだというふうに考えて

おります。収益で内部留保はある程度は必要なん

ですが、一番は地元事業者の所得向上と雇用の拡

大ですので、活動指標といたしましても、地元取

引事業者の雇用者数は５月１日現在、今、追いか

けさせてるところでございます。逆に、そういう

観光物産協会が収益を上げて、あと、そのような、

今、御指摘のあった成果が出なかったということ

になると本末転倒になるという危機意識は、私ど

もと協会と共有してるところでございます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 



－12－ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はございませんか。 

○議員（帯田裕達）今の小田原委員の質問とそ

れに随時するもんですが、観光物産協会の仕事が

すごくふえてるわけですよね。今度もこうやって、

全部委託とかですよ。こんだけかけて、体制が整

ってるのか。そして、また、例えば、人員的な社

員の数とか、もちろん雇用に関しては臨時の方も

いらっしゃるでしょうけど、本当に、この事業を

こなせるのかなというような心配もあるし、そし

て、また、今、合併の話もありますよね。そうい

ったことも含めて、どのような体制をとって強化

されるのか。実際、こんだけの、また今までの継

続のもあるわけですから、それに対してどうなの

か。その辺はどんな感じで受けとめていらっしゃ

いますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

今の御質問は全く大きな課題であると認識してお

りまして、今の今藤社長も非常に心配されている

中で、どう、これを乗り越えようかっていうか、

逆にいいチャンスなので、社内体制もきっちりつ

くっていこうということにも活用したいというふ

うにしてます。といいますのは、観光物産協会は

今ある程度の規模になってきてますが、今後まだ

人をふやしていくっていうことは、基本的には考

えておりません。必要最小限度でふやしていきな

がら協会自体の売り上げが上がっていかないと、

地元の事業者の所得向上と雇用の拡大にはなって

いかないということで、まず仕事のやり方、それ

から今の職員のスキルアップというのをどうやっ

ていこうかというふうに、もう毎週に近いぐらい、

今、いろいろ議論と改善活動をやっているところ

です。 

 一番は、例えば、今回、物産のことをやります

ので、じゃあ、物産の担当の職員を、販路拡大が

ありますので、担当職員を大幅にふやすかという

と、そういうことはできないという前提の中で、

期限つきの職員をちょっと雇って応援をいただく

とか、そういうことで乗り切らざるを得ない現状

と発注者側である我々の思惑と事業者のお考えを

うまく調整して、できるだけ効率的に社員が動け

るようにとか、そういったことを細かく今調整し

てるところです。御心配向きのところは非常に私

どもも危機感を持っておりまして、ただ、社長と

しては、こういう状況をうまく乗っていかないと

薩摩川内の旅・食・品は売り上げが上がっていか

ないっていうところでお考えのようですので、

我々もそれに協力していきたいというふうに考え

てます。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで本案の審査を一時休止します。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号を議題といたします。 

 まずは、部長に概要説明をお願いいたします。 

○商工観光部長（末永隆光）それでは、観

光・シティセールス課の平成２７年度施策概要に

つきまして、御説明申し上げます。 

 平成２７年度は、魅力ある観光地域づくり、観

光物産協会と連携した観光誘客、商品開発・販路

拡大、メディアプロモーションの強化、観光施設

の有効活用、これら４点を中心に各種施策の展開

を図ってまいりたいと考えております。 

 当初予算概要の１００ページ、１００ページを

ごらんください。 

 中段のぽっちゃん計画プロジェクト事業は、第

２期のプロジェクト事業を継続実施するとともに、

当該事業が平成２７年度で終了することから、第

３期のプロジェクト導入に向けた事業を新たに行

うものであります。 

 下段のシティセールスサポーター事業は、本市

にかかわりのある県外の店舗を本市の応援店に認

定し、各地での本市の観光ＰＲを行う、ふるさと

応援店制度や市の取り組みや観光のテーマなどの

情報共有、市内事業所の新商品などを展示するシ

ティセールスサポーター交流事業、育成セミナー

を通して、受講生によるユーチューブ等での映像

投稿により地域内の景勝地や地域産品など、多方

面からの情報発信につなげるメディアプロデュー

サー育成事業でございます。 

 １０１ページをごらんください。 

 上段の公認観光ガイド養成事業は、研修会やガ

イドマニュアルの作成など、観光客等に対し、本

市の魅力を発信することのできる人材を発掘し、

公認ガイドとして養成するものであります。 

 下段の薩摩川内温泉郷活用プラン作成事業は、
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市内の温泉郷を活用し、地域活性化と交流人口の

増加を図るため、地域住民との意見交換会を通し

て、温泉郷活性化のための活用策を検討し、プラ

ンを作成するものであります。 

 １０２ページをごらんください。 

 上段の観光地域づくり活性化支援事業は、３年

間、宿泊を絡めた活動を行う観光地域づくり団体

に上限５０万円の補助を行うものであります。 

 中段の観光客受入施設整備促進事業は、先ほど

も議論していただきましたが、今定例会に提案し

ております甑島水産観光補助金に関する条例の一

部改正により観光業にかかわる交付対象を島外に

拡大するため、条例から観光業に係る規定を除き、

新たに本土地域を含めた宿泊施設及び観光誘客施

設の設備等を新設、改修する経費の一部１００万

円を上限として補助するものであります。 

 下段の特産施設販売促進指導事業は、物産販売

力を高めるため、きやんせふるさと館、道の駅遊

湯館など、市内９物産施設の経営指導を行うもの

であります。 

 以上でございます。よろしく御審査賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）次に、補足説明をお願

いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

それでは、予算調書の１８０ページをお願いいた

します。 

 ７款１項３目観光費シティセールス企画総務費

は、７,７３０万２,０００円であります。シティ

セールス推進に係る経費で、経費の主なものは、

３年目を迎える第３期ぽっちゃん計画プロジェク

トとして、５つの地区の活性化に取り組んでもら

う地域おこし協力隊員１０名を雇用活動する経費

と、第３期新しい隊員の募集に向けた経費を計上

してございます。 

 次に、シティセールス活動支援事業業務委託で

ございます。これにつきましては、ぽっちゃん計

画プロジェクトへのアドバイスや開発商品のテス

ト販売などを委託する経費を計上してございます。

ＡＮＡ総合研究所への委託を考えております。 

 次に、鹿児島市、指宿市、霧島市、南九州市及

び出水市と大隅地域が一体となって、「本物。の

旅かごしま」を全国に向けてＰＲする、「本物。

の旅かごしま」誘客拡大キャンペーン事業負担金

１００万円、それから観光かごしま大キャンペー

ン推進協議会負担金６３万７,０００円、それか

ら県内で国の重要伝統的建造物群保存地区を有す

る南九州市、出水市及び本市が相互に連携して、

広域的な観光への展開を図るための協議会負担金

２０万円、そのほか県観光連盟、北薩摩振興推進

協議会など５件の負担金１３４万６,０００円、

県特産品協会負担金１５万３,０００円を計上し

ております。 

 次に、観光物産協会運営支援事業補助金でござ

いますが、同協会に対する補助金につきましては、

今年度と同様の２,８００万円を計上しておりま

す。これは、協会経営に必要な役員報酬、給与に

加えまして、今回、まちづくり会社との合併に伴

う公認会計士等への業務委託等、必要な経費を計

上しております。 

 なお、この補助金につきましては、中期経営計

画では、平成２７年度は１,４００万円に減額し

たいと考えておりましたが、合併の協議に伴う経

費や今後の経営安定化等を勘案し、今回の合併に

伴い、補助金額としては昨年と同額としたところ

でございます。 

 次に、観光振興基金積立金２万８,０００円は、

基金から生じた利子相当額を基金に積み立てるも

のでございます。 

 続きまして、ページの下段をごらんください。 

 ７款１項３目シティセールスプロモーション事

業費は、４,９９３万２,０００円であります。こ

れは情報発信、ＰＲ広告に係る経費で、経費の主

なものは、ウエブサイト「こころ」薩摩川内を運

営するためのウエブサイト運営事業業務委託、甑

島の自然や景観を紹介するための甑島観光ライン

ＰＲ用ＤＶＤ作成業務委託、観光誘客増加につな

げるためのエージェントメディア招聘事業業務委

託、地域内の景勝地や地域産品の情報発信セミ

ナー開催へのためのシティセールスサポーターメ

ディアプロデューサー育成事業業務委託等２件の

委託、高速船甑島とＪＲとの連携を図り効果的な

ＰＲを行うための負担金、海外取引の販路拡大の

取り組みに係る費用に対する補助、それからシテ

ィセールス海外展開活動支援等２件の補助金、甑

島への誘客促進を図るため、高速船甑島を活用し

たイベントを開催する団体に助成する高速船甑島

活用イベント推進補助金などを計上しております。 

 続きまして、７款１項３目物産販売事業費は



－14－ 

４００万円でございます。先ほどもありましたよ

うに、首都圏との物産販売イベント、市と直接や

る特別販売事業の委託４００万円でございます。 

 続きまして、７款１項３目観光誘客事業費は、

７,６１９万１,０００円でございます。観光誘客

に関するＰＲ活動や体験型観光の促進、川内大綱

と観光交流イベント補助に係る経費で、経費の主

なものは、観光案内所運営業務委託、観光客に対

して本市の魅力を発信する人材を養成する公認観

光ガイド養成業務、それから本市で実施されるイ

ベントを活用した旅行商品及び物産販売等の実施

運営のための観光振興推進事業業務委託、薩摩川

内市の誘客を目的に観光イベントの補助金、交付

事務の内容確認、イベントの運営状況等の把握を

行うための観光イベント実施業務、きゃんぱく等

の実施を観光物産協会に委託するきゃんぱく事業

業務委託、地域住民との意見交換を通し、温泉郷

活性化のための活用策を検討するための薩摩川内

温泉郷活用プラン作成業務委託、体験型修学旅行

受け入れに係る県教育旅行受入対策協議会負担金

５万円、観光地域づくりのための宿泊を絡めた活

動を行う地区の組織などに助成する観光地域づく

り活性化支援補助金５００万円、川内大綱引補助

金１,０００万円、いむた池納涼花火大会補助金

３３９万円、はんやまつり補助金など、補助金ほ

か２３件２,７１９万円でございます。 

 続きまして、予算調書の１８２ページをお願い

いたします。 

 ７款１項３目観光物産施設事業費は、１億

１,９１５万１,０００円であります。観光船を含

む観光施設の管理及び設備整備に要する経費であ

り、経費の主なものは、観光船かのこの運行に伴

う嘱託職員３人に係る人件費、船員２名、補助員

１名の報酬。 

 観光船おとひめ、水中展望船きんしゅうの管理

代行委託などに係る委託料２件１ ,５５２万

３,０００円、とうごう五色親水公園、せんだい

宇宙館、生態系保存資料館、いわゆるアクアイム

等、本土地域の管理代行委託などに係る委託料等

７件２,８８７万５,０００円。 

 上甑県民レクリエーション村、市の浦キャンプ

場と甑島地域の管理代行委託に係る委託料等

１３件２,７６３万７,０００円。 

 このうち、里交流センター甑島館につきまして

は、指定管理期間の維持管理が難しい旨の相談が

あったため、協議の上、従来の温泉施設に加えて、

新年度は宿泊部門に係る経費の一部を半年分計上

してございます。 

 物産施設販売促進指導業務委託等７０万

４,０００円、甑島観光サイン新設工事５００万

円、県旅客船協会負担金等２０万５,０００円、

九州沖縄道の駅連絡会負担金等７万円、観光客受

入施設整備補助金４００万円、海水浴場運営費補

助金１６０万円などを計上しております。 

 続きまして、予算調書、同じページの下段をご

らんください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

につきましては、２００万円でございます。観光

施設等の緊急災害の復旧に係る経費で、復旧のた

めの修繕料工事請負費でございます。 

 以上で歳出の説明を終わりますが、続きまして、

歳入の説明をいたしますので、予算調書の

４６ページをお願いいたします。 

 １４款１項５目使用料につきましては、観光施

設の使用料や観光施設敷地内への電柱、電話柱設

置などに伴う行政財産使用料１ ,１８７万

６,０００円であります。 

 次に、１７款１項１目財産運用収入の財産貸付

収入につきましては、寺山いこいの広場の自動販

売機設置の土地賃借料１万１０００円と川内大綱

保存会事務所の建物の賃借料６３万７,０００円

であります。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 １７款１項２目の財産運用収入の利子配当金に

つきましては、観光振興基金の利子額２万

８,０００円でございます。 

 次に、１９款１項５９目基金繰入金の観光振興

基金繰入金につきましては、観光振興基金を取り

崩し、広告メディアリレーション事業、交通広告

事 業 、 き ゃ ん ぱ く 事 業 な ど に 充 当 す る

２,０００万円であります。 

 次に、２１款５項４目雑入は１５２万

３,０００円で、観光施設における電話、電気、

水道使用料に伴う実費収入や利用料金施設におい

て、指定管理者からの施設納付金が主なものでご

ざいます。 

 以上、歳入について説明終わります。よろしく

御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がござい

ましたが、御質疑願いたいと思います。 
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○委員（江口是彦）観光・シティセールス課に

ついては、非常に膨大な予算もついてるし、もう、

いっぱい質問したくて用意してたんですけど、総

括的なのは所管事務調査のときでも、ちょっと意

見を述べさせてもらうとして、ここで２点ほど、

あれさせてください。 

 一つは、ぽっちゃん計画３期目ってことで、今

いる地域おこし協力隊員は１０名いるんですかね。

その人たちを継続で新たにするんですか。それと

も新規に入れるんですかね。まず、それから。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

済みません。ぽっちゃん計画と申しておりますが、

今、総務省の地域おこし協力隊ということで、Ｉ

ターン者の受け入れをしております。今回、上げ

た予算は、その人員に対する雇用や商品開発の経

費プラス来年度新たに追加を募集したいと考えて

おります。また、現在の１０名の任期は来年の

３月で一旦切れる予定になっておりますが、結婚

でやめたいとか、もう、こちらで職を見つけて定

住したいという隊員もおりますので、その補充も

含めた追加の募集を考えてるところでございます。 

 御質問にあったように、今のメンバーは、一旦

来年で切れるんですが、新たな方を今の５地区に

ついては、また新しく募集して活動してもらいた

いと思いますし、もう１カ所追加で、今、高城温

泉のほうを追加したいというふうに考えておりま

すが、今、そういうことの調整ができましたら、

追加の部分の募集もかけたいというふうに考えて

おります。 

○委員（江口是彦）もう１点、特に観光と同時

に物産販売、特産品の開発とか、相当力を入れて

いかれてるわけですが、例えば、４００万の首都

圏でのイベントの関係とか、具体的には、例えば、

４月１９日、もうすぐですけど、かごしまファン

デーがありますよね。それの市の取り組みとか、

観光物産協会を通して、甑からも参加するわけで

すが、その辺もちょっと教えてもらえますか。一

番身近ですので。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

特別販売事業の４００万は、ことしは、ファン

デーのほうでは使わないんですが、ファンデー自

体の今準備状況を申しますと、観光物産協会のほ

うから商工業者さんにお声かけをさせていただき

まして、地元の事業者が８業者、実際出店をされ

ます。あと、商工会の協力をいただくことになっ

ているところです。 

○委員（江口是彦）市のほうも行かれるわけで

すね。担当何人か行かれるわけですか。いつも市

長や副市長が行かれますけど、それ含めてちょっ

と。 

○委員長（川添公貴）これは、４００万円は

予算じゃないって言うから、今の件は所管事務で

回答してください。４００万円は使われてないっ

ていうことなんで、ファンデーにですね。 

○委員（江口是彦）了解しました。 

○委員長（川添公貴）済みません。あとは。 

○委員（江口是彦）あと、総括的なのは、所管

事務のところで、ちょっとまとめて質問させてく

ださい。 

○委員長（川添公貴）もういいですか。 

○委員（江口是彦）はい。 

○委員長（川添公貴）はい。ほか。 

○委員（成川幸太郎）公認観光ガイド養成事

業について、研修会を実施したり、ガイドマニュ

アルを作成っていうと、これは資格制度みたいな

ものじゃないんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

資格制度として、市のほうが認定をするというこ

とで考えております。 

○委員（成川幸太郎）いつごろ、何回ぐらい

予定されてるんでしょう。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

今、現段階では、５回ほど研修を受けていただい

て、各種の研修いただいてて、公認する形をとり

ますが、既に今、ガイドになられてる方、それな

りの５回以上の今研修を受けられてるので、新た

になる方と既存のガイドの方はちょっと区別をし

て、そういう公認制度に持っていきたいというふ

うに考えております。 

○委員長（川添公貴）いつごろまで。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

新年度になったら、すぐ、取りかかろうと考えて

おります。新しい方がデビューできるのは、早く

て、７月か、８月になると思います。 

○委員長（川添公貴）よかですか。 

○委員（成川幸太郎）もう、マニュアル等は

できてるわけですね。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

マニュアルっていいますか、これまでガイドをさ

れてまして、それに対するお客様の声、それから
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旅行会社の声を反映したマニュアル的なもの。そ

れから危機管理のこと等は既に整っております。 

○委員（成川幸太郎）私も以前、かごしま検

定を２回受けているんですけど、ああいった形の

冊子で、薩摩川内市が理解できる本とか、そうい

うのは発行されるんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

済みません。現段階では、そこは考えておりませ

んでした。そこら辺は、エピソードとあと手刷り

の各観光案内所が地域の資源の細かいのをつくっ

たのがありまして、そこを活用現在させていただ

いているところです。 

○委員（成川幸太郎）せっかく研修会をされ

るっていうことであれば、５回の研修会ですね。

それをされるんであれば、そのテキストを、資格

をとってガイドに当たる人もいらっしゃるでしょ

うけども、一般市民の方がそれも理解できるよう

な形で販売するのか、無料で配るのかは別にして、

出せるようにしてやって、ガイドの、特殊な人じ

ゃなくて、誰でも勉強したら、ちょっとした質問

には答えられるような体制づくりっていうのが、

やっぱり、する必要はあるんじゃないですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

おっしゃるとおりで、いわゆるノウハウ的なもの

をちゃんと知識的なことをまとめる作業は必要だ

と思いますので、予算は別にして、そういったも

のをちょっと用意したいと考えております。 

 ただ、現在のガイドの研修の中身につきまして

は、いわゆる、私はここ知ってるんだよという説

明よりも、そこ、さりげなく紹介しながら、お客

様の反応を見ながら、余り深くならない形で紹介

するほうが望んでらっしゃる部分もございまして、

ただ、基礎知識としてはおっしゃるように必要だ

と思いますので、そういう勉強資料は新年度で用

意したいと思います。 

○委員（成川幸太郎）ぜひ、いろんな、私も

議員になって、よその市議会の人と話をするとき

に、川内に行ってみたら、すごいいい観光になる

材料があるのに、川内は全然アピールしてないよ

なと。聞かれても、そんなとこ行かれたんですか

っていうのがあって、非常にもったいないって言

われるんで、そういったガイド養成を今後されて、

資格をとらない人も、いろんなパンフレットが分

散してあるんですけども、一つの冊子形式にして、

薩摩川内市の歴史であれ、観光歴史の遺産であれ、

わかるような形で、この際つくられるべきじゃな

いでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

できるところからやりたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）ぜひ、よろしくお願い

します。 

○委員（杉薗道朗）今の成川委員の質問にもち

ょっと関連しますけども、公認ガイドについては

中島議員のほうが代表質問の中でもあったんです

が、言われるように、一般の例えば、市内のお店

なんかにでも、市外から観光客が見えたときに、

ぶらっと立ち寄り、買い物する中で、どこどこ、

何かいいポイントありませんかとか、いろいろ聞

かれる場合もあると思うんですよ。だから、先ほ

ど公認ガイドの件に関しましても、この冊子マニ

ュアル的なものも市内のお店にとりそろえてある

部分もあるかなと思ったりもしますけれども、あ

わせて、パンフレット、市内紹介のめぐりのパン

フレット等々を置いていかれて、ある程度、市外

から来られた方に、ちょっと専門的な詳しい知識

までは要りませんけれども、ある程度、ぱっと紹

介できるような、そういうおもてなしの心。それ

こそ。が、あってもいいのかなと。既にやってら

っしゃるとこもあるように伺いますけれども、そ

れはちょっと検討しておきますが。 

 それから、全くもう別になります。薩摩川内温

泉郷活用プランということで、３つほど、ここに

上げてありますよね。地域住民との意見交換会、

温泉郷の面的活用策の提案、小学生対象とした浴

育の実施。温泉現場に行って、いろいろ温泉の効

能とか、体に対するそういう部分の説明等々があ

るの、この部分、もうちょっと、ちょっと詳しく

説明してほしいんです。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

２点ございましたが、お店でもそういう紹介がで

きるようにというようなことで、その入門編とし

て、エピソード１００という冊子を以前つくりま

したが、今年度、それを更新しておりまして、新

しい情報で、またその配布、販売ができるように

ということで、今しております。 

 それから温泉郷につきましては、実は、市比野

温泉、高城温泉をちょっとモデルにしておりまし

て、実際、市比野のほうでは、小学生と浴育とい

う新しい取り組みで、非常に好評だったもんです

から、それをきっちりと制度化して、我々も支援
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していこうと。今まではちょっとボランティアに

近い形でされてましたので、まずは地元の方が温

泉の価値を理解していただいて、計画の中では、

それをどうお客様に遡及していくかっていうのを

皆さんで話し合いながら作戦会議をしていこうと

いうような趣旨でございます。 

○委員（杉薗道朗）私、温泉大好き人間でござ

いまして、あちこち行ってるんですけれども。言

われるように、今、高城温泉のほうでも新しい若

い人が取り組んで簡易宿泊場の関係も今増築とい

いましょうか、建築途中でありましょうし、自分

たちも市内に住んでいながら、なかなか詳細につ

いて、本当の意味での温泉のよさなり、それから

外に対するＰＲ的な部分というのも、まだまだか

なというふうに思ってるんです。 

 それで、特に、子どもの小学生を対象にした浴

育なんかも、この温泉の効能、それぞれ市内にあ

る温泉、性能、効能も違う、成分効能も違います

ので、そこも含めて、やはり、外にしっかりＰＲ

できるということも踏まえた中で、いいプラン作

成になってくるのかなというふうに思いますので、

川内に行ったどん、どこ行きゃよかたろかいとい

うことじゃなくして、やっぱり、そういういろん

な特性のある温泉があるということも含めて、積

極的にどんどん展開していってほしいなと。全く

新しい新規事業ということですから、かなり期待

をしておりますので、また温泉、薩摩川内が多方

面にいろいろＰＲができるように、なるように、

しっかりやっていただければなと思いを伝えたと

ころであります。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）感想ありますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

ありがとうございます。私どもは３段階で考えて

おりまして、それを新年度やろうと思ってますが、

まず、地元の方に楽しんで、知識もちゃんと得て

やっていただくということと、２段階目は、お客

様と一緒にその温泉の価値を分かち合っていただ

きたい。３番目に、それがもうけにつながるよう

にということで、その作戦を立てていきたいと思

います。 

 先ほども議会報告の話があったんですが、その

プロセスあるいは結果を広く公表しながら、ある

いはタクシー乗務員、ガイドさんも含めて情報を

共有しながら宣伝していって、集客を図っていき

たいというふうに考えておりますので、今後とも

どうかよろしくお願いします。 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）１点目は、私の個人

的な先ほどの答弁に対する御意見だけ。先ほど、

成川委員が、公認ガイドの養成にいわゆるテキス

トブックをというような話があられたんですが、

私は課長の御答弁を聞きながら、エピソード

１００、坂元課長のころに初版をつくられまして、

１冊１,０００円で市販できる非常に濃厚な本を

私も二、三冊持ってますけども、今度改訂したと

いうの初めて答弁で聞きましたので、なぜ、これ

を公認ガイド養成のテキストブックスとして使う

という強い御決意が表明できなかったのかなとい

うのをちょっと、あるものは有効に使ってほしい

という部分をちょっと希望として申し上げたいと

ころでした。あるものは有効に使っていただきた

いということで、ちょっとこれは御意見を申し上

げておきます。 

 １点は質問でありますが、昨年、新規の予算で

海外の販路拡大事業として、シンガポールに拠点

として共同事務所を設置する運営補助金を

１５０万近く当初で出しておられましたが、本年

度は予算措置としてはどのようになっておられま

すか。ちょっとお聞かせください。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

シンガポールの共同事務所の件につきましては、

武雄市を中心とした全国の市町と一緒に共同事務

所をつくっておりましたが、新年度は予算を上げ

ておりません。インターネット通販も含めて実証

事業ということで、期間限定で取り組んでいたと

いうことで、一つの節目をつくらせていただきま

した。その間で、我々が理解、理解というか、ち

ゃんと学んだことにつきましては、今後、観光物

産協会中心とした販路拡大のほうに生かしていき

たいと考えてるところです。 

 大きな課題といたしましては、現地事務所でや

っぱりいたんですが、やはり、価格の競争がかな

り厳しくて、完全にコミュニケーションといいま

すか、事業者のオーナーの方と個別なつき合いっ

ていうところから入っていかないと、なかなか

１回取引があっても、すぐ剥がされるというよう

な状況がございますので、実証実験ではなくて、

ちょっと腰を据えてやっていかないといけないと

いうことで、担当者もぐるぐる一、二年で変わる
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ような形ではなくて、観光物産協会がちょっと腰

を据えてやるべきだというようなふうで、今考え

ているところでございます。 

○委員（小田原勇次郎）私も武雄市は視察を

して、樋渡市長のいわゆる行政手腕というのは非

常に評価する部分はあるんですが、うちもフェー

スブック等を通じた武雄市との提携、そして今度

のシンガポール等の部分の提携、これは、武雄市

さんももうこの事業は撤退してやめておるという

認識でおっていいわけですね。要は、今回質問を

したのは、要するに武雄市さんが中心になって、

いろんなフェースブックもやるよと。それに川内

市も乗っかっていって、いろいろと予算計上して

ました。今度もシンガポールのほうに一緒にやっ

て乗っかってました。ただ、なかなか、武雄市さ

んは武雄市さんで収益が上がってるのかもしれま

せんけども、薩摩川内市に対するいわゆる事業効

果というのがなかなか見られない実態がありまし

たので、そこあたりはよく御判断されて取り組む

必要性もあるのかなと。要するに武雄市さんと歩

調を合わせてやる手法もあるんですが、何でもか

んでも着いていくという部分の中で、薩摩川内市

の市民にメリットのある形で取り組んでいかれる

必要性をちょっと感じたところですが、そこあた

りを御答弁を願います。 

○委員長（川添公貴）それは前年度の予算で

すよね。 

○委員（小田原勇次郎）済みません、所管事

務調査での御答弁で結構です。 

○委員長（川添公貴）先ほど言いましたよう

に、所管事務と分けてありますんで、よろしくお

願いします。 

○委員（小田原勇次郎）済みません。 

○委員長（川添公貴）この件については、所

管事務調査のとき、冒頭で回答お願いします。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）上甑県民レクリエーション

村管理代行委託等というところで、確か、甑島館

の営業の委託料というか、そういうのが入ってま

したけど、幾らぐらい、これ見てあるんですか。

この中。 

○主幹兼観光企画グループ長（藤園賢一

郎）甑島館に係る委託料は、７００万円、約

７００万円入っております。 

○委員（瀬尾和敬）新しい経営者を探す、その

間のつなぎとしての予算ですよね。これは、例え

ば、どなたにやるちゅうか、そういうもの全然全

くめどもつかないんですか。これまでの従来の方

に、これをやるから、次が見つかるまで、これで

やってくださいというような、そういう形のやり

方をするんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

現在の指定管理者に対する支払いでございます。

一応、半年をめどに、半年の間には譲渡ができる

状態にしようというふうな考え方のもとで委託を

したいと考えてます。 

○委員（瀬尾和敬）先ほど成川委員のほうから

も話がありましたけれども、今後、国定公園にな

りまして、今からはやるんじゃないか、今から、

儲かるんじゃないかという気がしてしょうがない

んですけど、その辺の微妙なニュアンスというの

は、今の指定管理者とお話になってることありま

すか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

甑島だけではなくて、今、指定管理を受けてると

ころにはそれぞれお話をしてるんですが、契約、

基本協定の期間が来年度いっぱいとなっておりま

す。その後の引き継ぎについてなんですけども、

お客様に対して不安感がないように、もっと言う

と、お客さん、まだ、ふやしていかないといけな

いので、もう最後だから手を抜くことがないよう

にっていうのは、しょっちゅう話をさせていただ

いてるところです。 

 甑島館に関しましては、なかなか今の状態では

経営が厳しいということで、すぐにでもやめたい

ということだったんですけども、今、２０日まで

募集しておりますので、そこで何とか見つけて、

スムーズに引き継ぎができるようにということで、

今話をしてるところです。 

○委員（瀬尾和敬）今の指定管理者の代表の方

とも、たまにお話をすることがありましたが、自

分たちの村の時代にできた館であると。おまけに

自分の会社の社長が村長されてるころにできた館

であると。何とかして、歯を食いしばって頑張っ

ていきたいということでありましたが、もはや、

ここまでという、いよいよそのときが来たんじゃ

ないかなという気もするんですね。ここまで頑張

ってくださったし、今からだと思うんですけどね。

課長、どう思いますか。今からやっじゃんさをと。 
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○商工観光部長（末永隆光）私もその話の中

に加わって協議を進めてきました。やはり、合併

してから１０年間はやり遂げたいという思いが強

く持ってらっしゃったんですが、今、議員がおっ

しゃるように、もはやここまでということで、今

までもう本当赤字をずっと出してきて、頑張って

きたんだけども、これが限界だというふうなこと

をおっしゃいました。状況としては、国定公園指

定があって、これからふえる状況の中で撤退され

るというのは非常に我々としてももどかしい気持

ちがあるわけですけども、市としては、やはり、

民間譲渡という方針を決めたわけですから、この

方向にのっとって、次できる人を早く探して、観

光客の受け入れに、きっちり受け入れ体制を今後

もきっちりと築いていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○委員（杉薗道朗）済みません、１点だけ。甑

島の観光サインの新設工事で５００万って言われ

たと思いますが、これ具体的にどういう案内を、

案内板というか、観光サイン、教えてください。 

○主幹兼観光企画グループ長（藤園賢一

郎）この案内板につきましては、平成２７年度

は下甑島のほうの案内板１０基、県道沿いと市道

沿いに設置の予定がありますが、県道沿いは県事

業でお願いして、残りを市道沿いを１０基計画し

ております。その分になります。 

○委員（杉薗道朗）表示の中身というのは。 

○主幹兼観光企画グループ長（藤園賢一

郎）道路の観光地への案内板。いわゆる道路サ

インになります。 

○委員（杉薗道朗）わかりました。先ほどから

出てます、国定公園化も含めて、当然島外からか

なりの方がお見えになるという予想の中で、メイ

ンのそういう県道、市道等には当然だとしても、

何回か、甑島視察をさせていただきますと、かな

り枝道といいましょうか、あるわけですよね。あ

る程度、もう整備はされてるっていうふうに思い

ます。地元の方々は、ほらすぐわかるんでしょう

けれども、なかなか、こっちから渡って、迷うと

ころもあるように思いますので、そういう一般観

光客含めて来島された方々にそういう迷いが生じ

ないように、今後もしっかりとそういう道路案内

標識等々を含めて、施設案内等を含めて、しっか

りやっていただきたいということを要望しておき

ます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はございません。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認め

ます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を

行います。 

 まずは、当局の説明をお願いします。 

 先ほど所管外で、江口委員と小田原委員が質問

してましたんで、その分に関して、まずは回答い

ただき、また質問して、所管事務の説明をお願い

したいと思います。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

江口議員のほうから、ファンデーのお話でござい

ましたが、市の職員も一緒に行って、郷土会と既

に協議中ですので、一緒に対応していきたいと思

います。精いっぱいアピールしていきたいと思い

ます。 

 それから、小田原議員の御質問につきましては、

武雄市はシンガポールの事務所を引き続き継続さ

れます。ただ、背景としましては、委員御指摘の

とおり、薩摩川内のメリットっていうのを分析し

まして、今回、参加を見送ったところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）質問ありませんか。い

いですよ。 

［「報告はないわけ」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）いや、報告は、今の件

の質問が済んでから、後でされますか。 

［「いや、どっちでもいい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）今の件についてだけ。 

［「今の答弁に対する」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）そう、今の答弁に対す
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る応答。よろしいですか。 

 じゃあ、済みません。簡潔明瞭にお願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

それでは、まず、私どものほうでは、指定管理運

営評価の報告をさせていただきたいと思います。 

 委員会資料の２２ページでございます。 

 施設がたくさんありますが、まず、とうごう五

色親水公園でございます。指定管理者は全国警備

保障株式会社で、施設の実施状況でございますが、

評価委員は市の３名、地元利用者３名、有識者

１名、７名で評価をさせていただき、採点結果は

２３ページの記載のとおりでございます。選定委

員７名の総点数７００満点中４９５点で、得点率

７０.７１％。総合評価の結果は、おおむね適正

であると認められるということです。 

 なお、評価に際して出された意見として、安心

安全で利用できるよう、また、利用者増に向け、

地域連携を図りながら、サービスの向上に努めて

いただきたいなどの意見がございました。 

 次に、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館、い

わゆるアクアイムについてでございます。指定管

理者は株式会社小園建設でございます。 

 評価は、市３名、地元委員３名、有識者１名の

７名で行いました。選定委員７名の総点数中

５２２点、評価結果でありますとおり、得点率

７４.５７％、おおむね適正であると認められま

した。 

 評価に出された意見として、藺牟田池をメイン

にして、イベントの実施や外来魚駆除等に力を入

れており、工夫を凝らした運営で適正に管理がな

されてるとの意見がありました。 

 次に、２６ページをお願いします。 

 藺牟田池自然公園施設でございます。指定管理

者は株式会社小園建設でございます。評価委員は

同様に７名でございますが、結果につきましては、

７００満点中５２２点で、おおむね適正であると

いうことでした。 

 意見といたしましては、利用者の声を施設運営

に反映するため、アンケートの回収数をふやすた

めの手だてを検討するとともに、さらなる安全対

策に取り組んでいきたいとの意見がありました。 

 続きまして、２８ページをお願いいたします。 

 上甑県民自然レクリエーション村についてでご

ざいます。指定管理者は株式会社塩田建設でござ

います。市３名、地元利用者４名、有識者１名、

合計８名で評価いたしました。８００満点中

５５２点で、得点率６９％、おおむね適正である。 

 意見につきましては、開園期間外においても除

草などを行うなど、１年を通じて施設に清潔感が

あるような感じに努めていただきたいとの意見を

いただいております。 

 次に、３０ページでございます。 

 下甑キャンプ場についてでございます。瀬尾観

音三滝キャンプ場、それから片野浦、芦浜の３施

設でございます。指定管理者は太伸建設株式会社

で、評価は７名で行っております。７００満点中

４０４点、得点率５７.７１％。総合評価の結果、

努力が必要と認められるということになっており

ます。 

 評価に際し出された意見としましては、施設の

老朽化が進む中、簡易な修繕については速やかに

対応するとともに、除草回数を検討するなど、

１年を通じて施設のさらなる適正な維持管理に努

めていただきたいとの意見がありました。 

 次に、３２ページをお願いいたします。 

 下甑海水浴施設でございます。手打と芦浜の海

水浴施設の２施設です。指定管理者は太伸建設で

ございます。評価委員は同様に７名でございまし

た 。 ７ ０ ０ 満 点 中 ４ ０ ２ 点 で 、 得 点 率

５７.４３％。努力が必要であると認められると

のまとめになっております。 

 意見といたしましては、適正な維持管理に努め

ていただき、施設周辺の管理にも取り組んでいた

だきたいとの意見がございました。 

 なお、これらの施設につきましては、平成

２７年度に指定管理者を新たに公募することにな

っております。 

 続きまして、私どもの報告で、商工観光部の委

員会資料の３４ページをお願いいたします。最後

のページです。裏になります。 

 観光・シティセールス課所管施設に係る処分予

定の施設一覧１３施設でございます。 

 まず、１番目に、いこいの村の送湯管を新年度

に処分予定で、６月以降の予定でございます。土

地建物は譲渡済みでございますが、送湯管につい

て、今、残ってる状況でございます。 

 それから、いわゆる宿泊３施設、東郷温泉ゆっ

たり館、里交流センター甑島館、竜宮の郷につき

ましては、一般質問でもいただいたんですが、

２０日まで募集中でございます。 



－21－ 

 ５点目の道の駅樋脇遊湯館につきましては、譲

与の協議を今指定管理者のほうとしております。 

 きんしゅうにつきましては、甑島館の譲渡にあ

わせて廃止し、売却予定でございます。おとひめ

につきましても同様です。 

 ８点目の鷹の巣冷泉、竜仙館については、指定

管理者の契約が来年度いっぱいまででございます

が、これも今譲渡に向けて検討作業を進めている

ところでございます。 

 １０番目の市の浦キャンプ場は、甑島館の譲渡

にあわして廃止し、売却予定です。片野浦、芦浜

キャンプ場につきましては、指定管理期間満了後

に廃止して、売却予定。スクーバダイビング施設

も同様でございます。新年度にそれぞれの時期に、

また議会のほうにお諮りしたいと考えております。 

 あと、最後に口頭でではございますが、まちづ

くり薩摩川内と観光物産協会の合併協議の状況で

ございますが、１０月の合併に向けて、存続会社

が観光物産協会、消滅会社がまちづくり薩摩川内

としておりまして、現在、まちづくり薩摩川内の

民間株に関しまして、買い取りの御意向を民間株

主の方に聞いてる状況でございます。 

 また、代表者につきましては、現在の観光物産

協会の今藤社長が代表者になるということで、合

併協議会のほうで、今、協議を進めているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がござい

ましたが、これより所管事務全般について、御質

疑願いたいと思います。 

○委員（江口是彦）私、今、国定公園になりま

したから、いろんな人から、きのうも飲ん方で、

よかったな、おめでとうございます、電話来る人

もいます。これか、すげえなあって、新聞記事見

てて、もう客もどんどんどんどんふえるなと。も

う、なかなか早う予約せんとあたいなんか行けん

とじゃねえけというぐらいの反応がある一方で、

一方では、島から、特に鹿島から数人まとめて、

まとめてっていうか、電話がありましたが、もっ

と市は観光客誘致する前にすっごっがあっとやね

えかと。鹿島のことで言うと、例えば、トイレが

２カ所閉鎖されますね。最初１月のときは、もう

経費節減ちゅうて、せっかく観光客も使ったり、

一般市民も入ったりしてた、公衆トイレが鹿島に

はなかなかないですから、トイレットペーパーま

で、経費節減てことで、市からの支給がなくなっ

た。お寺のトイレの話です。お寺のトイレを使わ

してもらってるってことで、市がトイレットペー

パーを支給してたんじゃないですかね。それで今

もそれは支給なくなったし、お寺も観光客にもも

う閉鎖して、閉めて、お寺参拝者っていうか、法

事があったときのそういうときしか使わなくなっ

たらしいですけど。何でお寺の便所が、トイレが

そうなったかというと、その前にある、何館って

言いますけ、ガソリンスタンドの手前にある指定

文化財でもありますけど、そこが使わなくなりま

したから、そこのトイレも閉鎖になってるわけで

すね。こういうふうに、トイレが一つの象徴です

けど、これはもう西山の展望台のトイレも言われ

ます。瀬々野浦のナポレオン岩が展望するとこへ

のトイレも、もっときれいに、それは管理の問題

もあるでしょうけど、管理以前の状況ですね。 

 それから、今、指定管理で出てる海水浴場です

よね。芦浜と、私、芦浜のは知りませんけど、手

打もちょうど真ん中に、夏はもうみんな大騒ぎし

て、子どもたちは使うシャワーなんですけど、そ

れももう本当整備が、それは指定管理者がもっと

丁寧に管理すればいいっていう問題なのか、もっ

と事前に整備すべきところがあるんじゃないか。

ということで、島の人たちの意見は、今、観光客

を誘致するのにかけてるお金を７割ぐらいに抑え

てでも、あとの３割は地元の基盤整備に使ったほ

うが長い目で見るといわゆるリピーターの確保と

か、それから地元の受け入れ体制の助長とか、そ

ういうのを含めて必要なんじゃないか。特にもう

外からの、いわゆる甑島が疲弊してる疲弊してる

ってことから、外からどんどん注入してっちゃお

かしいですけど、外の力によって活力をというよ

うな感じに見えるというような意見を聞きながら、

何となく、まだバランスが、迎える側と、いわゆ

る観光一つにとったら、観光の迎える基盤整備と、

それからどんどん送り込む、誘客する、それとが

もうちょっとバランスがとれてないのかなという

気がします。だから、国定公園の受けとめについ

ても島民と島外の人との、島民は少なくとも万歳

するほどのあれは今ないと思います。私も２８日

は島での式典に、式典というか、中継でされるそ

うですから、そこへ行って、地元の受けとめも含

めて感じてきたいなと思って、２８日は地元に帰

らせてもらいますけど、地元では、だから、国定
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公園の式典を島でするけど、人が来てくるどかい

って、そればっかり関係者は心配されていました

ので、そういうことを含めて具体的な指摘はでき

ませんでしたけど、何となく危機感というか、そ

ういう感じを持ってますので、感想があったらお

聞かせください。 

○委員長（川添公貴）今後の甑島の今やって

る予算をつけてらっしゃる内容だけではなくて、

インフラ整備等を含めて、どのような考え方があ

るのかということだろうと思いますんで、そこ答

弁お願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

予算に関しましては、トイレ、公園につきまして

は、ちょっとグレイドを上げて、観光客が来られ

るところは、伐採の回数、それからトイレの清掃

の頻度、これをちょっと上げていきたいというふ

うに、今、建設部のほうで、予算を上げていただ

いてるところです。委員御指摘のところは、私ど

もも同じ悩みでございまして、全ての話に共通す

るんですが、行政がどこまでやるべきかというと

ころがございます。もう一つ、宣伝のほうを一所

懸命やってるのが目につくんですが、実は、これ

は、旅行競争の環境の中では極一部の話であって、

国定公園したから、黙っててお客さんは来るって

いうことではないので、逆に、        、

万歳しないとお客さんはなかなか来てもらえない

っていうのが現状です。地元が来てくれてありが

とうとか、うれしいっていうのを表現がないと拍

子抜けされるというところがございまして、そこ

ら辺は今の旅行関係の事業者の方ともストレート

に話をしてるところです。新聞にも一部ありまし

たが、例えば、ホテル、旅館、民宿で、反応のあ

る旅館、民宿と、ないところの差がもう物すごく

あります。私たちは、売れるところはどんどん売

ってもらいたいですし、売れないところは、事業

者の方々のほうに寄り添って、その方々の事業展

開もちゃんとお聞きしながら、できることをとい

うことで、大勢のお客様が来る宿じゃなくても、

本当少人数だけで十分だという宿、その辺に応じ

て、観光物産協会のほうでちゃんとあっせんとか、

案内ができるような、そういうきめ細かい対応を

してきたいと思っておりますので、早速また今月

末か、４月の頭には現場に入っていって、支所と

一緒に意見交換はさせていただきたいというふう

に考えているところです。 

○委員長（川添公貴）先ほどの一部文言の中

で、          文言がありましたが、

訂正されたほうがいいと思いますけど、どのよう

にされますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

訂正、削除お願いします。 

○委員長（川添公貴）そのようにしときます。 

○商工観光部長（末永隆光）トイレの話が出

てましたけれども、鹿島について言いますと、鹿

島の待合所の中にトイレがあるんですが、以前は

船が入出港するときしかあけてなくて、その時間

帯はもう待合所閉めてあったんです。それで、ト

イレがない、トイレがないということで、いろい

ろ苦情があったもんですから、昨年の夏からあけ

るようにして、１日中あけるようにしました。 

 それと、もう一つは、これはもう一般質問でも

ちょっと出たんですが、やはり、公共の公衆トイ

レだけでなくて、市比野でも取り組んでらっしゃ

るんですが、かわや事業ということで、民間事業

者が持ってらっしゃるトイレを無料で貸し出す、

使用してさせるというような取り組みもあります

ので、島内の中で民宿とか、ホテルとか、いろん

なお店屋さんとか、うちのトイレを使っていいで

すよという、そういった取り組みも民間の事業者

の方にもお願いをしていきたいと思います。 

○委員長（川添公貴）簡潔にお願いします。 

○委員（江口是彦）例えば、民宿業者でも、何

で、うちらは優遇されないのっていう民宿業者も

いるぐらい、いろいろ受け入れが温度差があるん

ですね。お客がどんどん来るってことも含めて。

私は、やっぱり、個人客もふえてっから、民宿の

営業努力っていうか、もうちょっと、その一つの

例に、さきの、前は２００万でしたけど、今、

１００万になってますけど、そういうのも大いに

活用してでも、差別化っていうか、例えば、天体

望遠鏡ぐらい、うちの民宿にあるよ。貸し出すと

か。海のほうのあれだったら、海洋レジャーのそ

ういう道具もあるよとかいうのも、多分、そんな

のも補助してくれるんじゃないのとは言ってるん

ですけど、さっき言われたように、それぞれのあ

れに寄り添って、どんな問題を抱えてるかも含め

て、今後指導してもらえたらと思います。 

○委員長（川添公貴）先ほど１００万円の予

算の使い道の質問もありましたんで、そこがその

ような案件で使えるのかどうかをまず１点、それ
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から指導について、１点、２点お答えください。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

私は２点目のほうをお答えしますが、指導という

よりも、一緒に考えさせてください。支所を通じ

て、ある程度の情報もいただいておりますが、ま

た、そういう悩んでらっしゃる方、行き届かない

かもしれませんので、教えていただければ、直接、

一緒に悩んでいきたいというふうに考えています。 

○主幹兼観光企画グループ長（藤園賢一

郎）観光客受入施設整備促進補助金の来年度、

平成２７年度からの分なんですが、基本的で、お

っしゃった分がどのような形で観光客に提供され

るかの判断にはなると思いますが、お話聞く感じ

では、そういうのは可能であると思います。全て

ではないと思います。１件１件ケース・バイ・

ケースで協議をさせていただくことになると思い

ます。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（杉薗道朗）所管全般ということで、少

しお聞きします。 

 ２１日、２２日で、この、のりものフェスタご

ざいますよね。この中で、オールドカーの展示と

いうことがあって、非常に興味を抱いてるんです

が、募集をされとったと思いますけど、どのくら

いのバイク、車、わかる部分があれば、ちょっと

教えていただきたいなと思います。申し込み。 

○委員長（川添公貴）お願いします。 

○観光事業グループ長（山元 勉）２１日が

２０台、２日目が４０台です。 

○委員長（川添公貴）内訳は、オートバイ、

自動車、４輪。 

○観光事業グループ長（山元 勉）土曜日の

ほうが、車が１３台です。バイクが７台ですね。

自動車が、日曜日は自動車が３０台、バイクが

１０台です。 

○委員（杉薗道朗）この冠が、１０周年記念事

業ということで、冠がついて、のりものフェスタ

ということになってるんですけど、特に、オール

ドカーに関して言えば、この間、さつま町が、去

年でしたか、ありましたし、開聞とか、野田あた

りでもですね、私、野田のほう、ちょっと見せて

もらったんですけど、かなりの人出で、合わせて

小さなお店が地場のそういう商品、農産物から並

べて、かなりにぎやかで、もう集客効果はすごい

なっていうのも感じたところなんですが、これは

平成２６年度あれなんですけど、今回限りで終え

られるのか。状況を見て、場合によっては、ちょ

っと独立した催し物でもいいから盛り上がりがあ

れば、今後の方向性ちゅうのはどうなのか、ちょ

っと教えて、わかっておれば、はい。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

実は、今回のやつは川内駅イベントっていうこと

でさせていただいておりますが、川内駅イベント

はいろんな形を変えてやってきたんで、ことしが

最後になります。最後の年なので、今後にどうつ

なげるかという意味で、今回、乗り物ということ

で、テーマを絞ってやらしていただいたところで

す。今後につきましては、特に、例えば、ターミ

ナルで集客を図るのはお魚以外にどういうもんが

あるかっていう意味で、今回やらしていただくん

ですけども、そういった形で活性化協議会もでき

てきましたので、ターミナル中心に。今回のこと

をちょっと踏まえながら、それぞれの川内駅ター

ミナルで、活用といいますか、今回の成果をうま

く活用して、今後につなげていきたいというふう

には考えています。 

○委員（杉薗道朗）特に港のほうはあれだけの

広大な駐車場も備えていますし、地元の活性化協

議会もできて、いろいろ考えていらっしゃる部分

もあろうかと思いますので、答弁にもありました

ように、何とか、また、再開できるような感じで、

盛り上がっていければいいかなと思いますので、

また、行政サイドのほうでもしっかり支援をして

いただければなというふうに思うところです。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○委員（小田原勇次郎）私は質疑ではなくて、

もう最後に１点だけ、今要望というか、御意見だ

け申し上げておきます。 

 今、るる観光について、熱い思いを江口委員も

語られたんですが、今、コミュニティ課のほうで、

地域資源の活用事業というのを導入されまして、

地域資源を活用したコミュニティビジネス、いわ

ゆる地域で事業を起こして、収益、きちんと採算

性の取れる事業をやっていこうという取り組みも

やっております。観光サイドでお金をいろいろと

注入していかれる。プラス、この薩摩川内市の成

長戦略というのは内発型という部分もありますの

で、みずから、やはり、自分たちで何かをつくっ

ていくと。そこに、番外で、市比野の帯田議員な

んかもおられて、内発型の非常に一所懸命取り組
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みっていうのも事例としてあられます。各地域が

盛り上がるような形で、コミュニティ課のほうと

も連携をとりながら、地域で、自分たちで各地域

の事業として盛り上げていくというスタンスもあ

わせてお取り組みをいただければなと、一応これ

は要望しておきます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はございませんか。 

○議員（帯田裕達）日本全国、外国人の旅行客

がもうすごいブームで、オリンピックまでは、ず

っと、これが続くんじゃなかろうかと。課長もそ

れぞれ、本土においても、甑においても、それな

りの考えは持っていらっしゃると思います。でも、

これは、外国人はもうブーム関係なく、ずさーっ

と押し寄せたら、もう１００万人、２００万人来

るような動向があります。例えば、ユーチューブ

とか、ラインとかの広がりで、すごい今、そうい

う動きもあるわけですね。そういう体制が、すぐ

にはなかなかとれないけど、特に外国人はもう、

ホテルじゃなくて、民宿でいいんだと。でも、ち

っちゃなことで感動してくるような、それで広が

っていくわけですね。その対策はどうなのかちゅ

うのと。 

 もう１点は、甑に温泉の発掘の検討とかなさっ

たことはあるのか。温泉ですね。その辺はどうな

のか、考えを聞かせてください。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

外国人の誘客につきまして、まず現状につきまし

ては、おっしゃるとおり観光庁の統計では、日本

人が２６人宿泊することで、市民１人当たりの年

間消費額を賄えるという統計がございます。約

１２４万円だったと思いますが、観光客が２６人

入れれば、年間のそういうのがクリアできるんじ

ゃないかっていう計算があるんですが、外国人は

１０人です。あと、１回当たりの買い物の量とい

うのは、平均的な外国人ていうのが大体１５万円

って言われてますが、中国人はその倍っていうこ

とも言われてます。そのような中で、外国人の受

け入れを取り込まないことはないだろうというぐ

らいの我々も感じで考えておりまして、新年度の

予算も含めまして、今後は個人客と外国人という

のが大きなキーワードになっております。年間宿

泊者も、今は、祁答院と市比野のゴルフのお客様

が年間５,０００人ほどですけども、冬場だけと

いう形になってますが、今後は一般の外国人の受

け入れもしたいと考えておりまして、入来のほう

で、今年度実験をしましたので、新年度もスピー

ド感をもって、受け入れのための商品化を急ぎた

いと思います。あわせて、来週は２年目になるん

ですが、甑島に台湾からのツアーも入られてます

ので、そういったもの本土側にも広げたいと考え

てます。 

 それから甑の温泉については、具体的に、今あ

る甑島館の温泉でさえ、なかなか維持が厳しくて、

塩水ということで、水中ポンプもふぐあい今起こ

してる状態なんですけども、新たな部分はちょっ

と今検討しておりませんでした。 

 以上です。 

○議員（帯田裕達）ぜひ、温泉は日本人も外国

人も好きですので、そういう占めるホテルもある

わけですので、そういう調査をなさって、今は塩

水でも、そんなに濃ゆくなければ、内地でも指宿

とか、あの辺もしょっぱいわけですので、もう

１回調査をするなり、例えば、航空写真で、どの

辺に温泉があるちゅうのもわかるみたいな感じの

もありますので、そういったのをまた検討してい

ただきたいと思います。 

○委員長（川添公貴）採掘する考えはないか

の質問でございました。回答お願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

現段階では考えておりませんでした。里では、大

体深さが１.２キロ、１,２００メーターでして、

なかなか深いところしかないということなんです

が、ふるさと創生で、あれは掘られたというふう

に聞いておりますので、そのころの経緯とか、過

去に旧村で調査されたかとかいうのを、ちょっと

確認をしてみたいと思います。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、観光・シティセールス課を終わります。

長時間御苦労さまでした。 

 ここで休憩します。再開は１３時１０分としま

す。 

          ～～～～～～～～     

          午後０時２分休憩     

          ～～～～～～～～     
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          午後１時７分開議     

          ～～～～～～～～     

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△企画政策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、企画政策課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第５４号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を中止

してありました、議案第５４号を議題といたしま

す。当局の説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）議案第５４号

一般会計補正予算について説明させていただきま

す。予算書をお手元にお願いしまして、１０ペー

ジでございます。 

 歳出になりますが、２款１項６目企画費、説明

欄につきましては、地域活性化地域住民生活等緊

急支援交付金（地域創生先行）事業についてでご

ざいます。 

 企画政策課分は、下段にありますとおり、報償

費、普通旅費、委託料、合計３ ,８３６万

７,０００円であります。事業の詳細につきまし

ては、補正予算概要を用いて説明いたしますので、

概要のほうお手元にお願いいたします。 

 概要の６ページでございます。今回の補正につ

きましては、国の補正予算に関するもので、地域

創生先行の交付金を財源といたしております。

６ページ、目的アところに書いてございますが、

まち・ひと・しごと創生法の規定に基づきまして、

本市が２７年度中に策定予定の地域版総合戦略に

先行して実施する事業に対する財源というふうに

示されております。 

 イにありますとおり、制度はその対象を地方版

総合戦略に位置づけることを前提に実施計画を策

定する自治体薩摩川内市がこの計画に基づき実施

する費用の全部または一部としております。交付

限度額は、人口等の基礎数値に基づき、③の算定

資金見まして、算定されることとなっており、ウ

の予算額に示してるとおり本市の限度額は、現時

点では９,８８６万５,０００円となっております。

なお上乗せの交付額等の議論がございますが、総

合戦略策定等の状況を踏まえて別途交付される予

定というふうに聞いております。 

 ７ページでございますけども、企画政策課分は

（２）の１と（２）の２で総合戦略策定とヘルス

ケアビジネス創出実証事業でございます。それぞ

れ予算事業費を１ ,６３６万７ ,０００円、

２,２００万円とし、先行の交付金を１,０００万、

７００万それぞれ充当するものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。（２）の１総合

戦略策定事業は策定に要する費用として、外部検

討委員会に対します、先ほど申し上げました謝金、

旅費及び戦略策定にかかる分析等の技術的支援、

アンケート調査等の委託料であります。 

 （２）の２のヘルスケアビジネス創出実証事業

につきましては、健康増進拠点として実証フィー

ルドを設け、生活習慣に見合った健康教育や食事

指導、運動指導と一体的に提起をし、生活習慣等

の改善効果とビジネスとしての収益性等について

検証するものであり、そのための委託費でありま

す。 

 ここで、お許しいただきまして、企画経済資料

委員会資料に移らさしていただきたいと思います。 

 企画経済委員会資料の１ページをお願いいたし

ます。最初はポイント的な説明として、短くさし

ていただくこともあるかもしれませんが、地域成

長戦略におきますヘルスケアビジネス創出の取り

組みについてっていうことで、資料の１ページで

ございます。これまでも説明しておりますとおり、

地域成長戦略の概要と食品・医療・介護周辺ビジ

ネスの位置づけについて整理をしたものでござい

ます。 

 戦略は、産業の振興や雇用創出による定住人口

をふやすことによって、持続的に成長可能な本市

を実現するために、企業誘致型の産業振興に加え、

内発型産業の振興、新たな成長産業の創造により

ます産業構造の展開等を図ろうとするものでござ

います。 

 掲げました重点施策は右側にありまして、二つ

でございますが、食品・次世代・医療周辺の３ビ

ジネスを含むもの、また観光ビジネスを掲げてお

ります。同時に下段のほうにありますとおり、横

断的に創出するための支援体制づくりを位置づけ

ているところでございます。 

 ２ページでございます。これまでの作業のスケ

ジュールとして、示しておりますが、２４年

１１月に成長戦略を策定、掲げた四つのビジネス
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を進めてきておりますが、御存じのとおり食品・

医療・介護支援につきましては多少、他のビジネ

スに比べて進捗が鈍いところがございましたので、

２５年１２月にビジネス研究会を発足させて、そ

れぞれの食品・医療・介護の事業化モデルの検討

を開始したところでございます。 

 なお、その際にとりまとめましたのは、それぞ

れ別々のビジネスっていうことじゃなくて、糖尿

病予防と重症化予防、ここに重点を置いた一体的

ビジネスモデルっていうことを検討すること出し

たところでございます。 

 その上で、右側のほうになりますが、分科会に

おきましては市内事業者等の方々に参画いただき、

ヘルシー食、運動プログラム等に聞いて議論を始

めております。 

 ２６年度におきまして、本年度につきましては、

分科会で事業者として請求をいただけるような

サービス、事業化する上での役割と課題等につい

て、検討進めますとともに、事業の実施を目標と

した事前の整理を行っております。 

 同時に、中段のところにありますが、研究会に

おきましてビジネスモデルとしての全体設計、並

びに事業実証を次のステップにつなげていけるよ

うな検証を含みます実施上の課題とその対策につ

いて、受け入れの方向性を確認したところでござ

います。 

 今後２７年度につきましては、分科会参画メン

バーに加わっていただきながら、運動指導、栄養

指導と一体的に提供します健康増進拠点を形成す

るイメージで、実証事業展開し、生活習慣の改善

検証事業に向けた収益性や課題の検証等を行うこ

ととしており、先ほど説明しましたヘルスケアの

実証事業はこの部分になろうかというふうに考え

ています。 

 なお、２７年度につきましては、後ほど当初予

算ということで御提案申し上げることになります

が、緊急会におきまして実証効果の全体検証を行

いながらビジネス振興に向けた行政の支援体制の

ほか、人材の育成方法等について検討進めること

にしておりまして、当初予算において予算を御審

議お願いしたいというふうに考えております。 

 次に、３ページでございます。これにつきまし

ては、上段の中央に健康増進拠点として複数の実

証拠点を準備し、ここで左上にあります生活習慣

にあった健康・食事・運動等のサービスを一体的

に提供し、参加をいただいた方の改善効果等検証

しますとともに、サービスの事業化に向けた採算

性・課題の抽出を行うという形でしているところ

でございます。 

 中央の記述になりますけども、健康状態の改善

状況に見える化、健康への意識喚起等を促して、

将来的には左下にありますとおり、商店街との連

携、地域における健康増進の取り組み、あるいは

買い物支援、給食宅配サービスなど、多様な事業

サービスへの波及を進めていくことが、薩摩川内

市のヘルスケアビジネスの将来イメージという形

でございます。 

 最後に、４ページをお願いいたします。本市の

ヘルスケアビジネスにつきましては、ビジネスと

しての振興と同時市民の健康増進にかかわります

社会消費の削減、生活支援との地域課題の解決の

両面から整理する必要があると思っております。

特に供給側は需要が両面からのアプローチが求め

られておりまして、サービスの供給サイドとしま

しては、下にありますとおり、成立するためのコ

ストの削減、付加価値の向上を図るために記載の

取り組みを、また需要サイドとしましては、地域

内でのビジネスとしての市場やサービスの受け手

をふやすというのをニーズ喚起として行うような

取り組みをすることが必要と考えておりまして、

薩摩川内市域でのビジネスを成立させていくため

には、市としてかかわっていく部分が多く存在し

ていくこれからが勝負であるというふうに考えて

いるところでございます。このため、補正の中で

実証等を取り組みたいというふうに考えておりま

す。 

 続きまして、継続費の関係を説明させていただ

きます。予算書、補正予算書の５ページをお願い

いたします。申しわけありません。補正予算書の

５ページに第２表繰越明許費補正ということで、

地方創生先行事業について２７年度に繰り越しし

て予算を執行する必要があるため、所定の手続を

お願いするものでございます。 

 次に、８ページでございます。歳入になります。

先ほど算定方法等触れましたが、１５款２項１目

総務費補助金１９節緊急支援交付金といたしまし

て、国の補正予算の成立を受けて、本市が受ける

見込みある交付限度額９,８８６万５,０００円を

計上しているものでございます。 

 以上で、議案第５４号補正予算に対します企画
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政策課取り扱い分の説明を終わります。よろしく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明をいただ

きました。これより質疑に入りたいと思います。

御質疑願います。質疑はございませんか。 

○委員（成川幸太郎）今、ヘルスケアビジネ

スの取り組みについて説明を受けたんですが、健

康増進拠点の形成ということで、生活慣習にあっ

た健康教育・食事指導・運動指導等の一体的な提

供ということですが、これどういった施設を想定

されてらっしゃる。現在あるところのどこかなの

か、これからそういった施設をつくられるのかっ

ていう。 

○企画政策課長（上大迫 修）この拠点とい

いますのは、実証モデルをする場所っていうふう

に考えていただければと思っておりまして、新た

に施設をつくるとかいうことではございません。

あくまで、分科会に手を上げていただきましてた

地域の事業者の方々が、グループを組んだり、あ

る場所でこの三つの教育指導等のサービスを提供

する実証の場所とするという形で捉えていただけ

ればと思っております。 

 将来的に、これを各地域に広げるなり、正式に

そういう拠点的な施設が必要性が見えてくるなり

は、これからの取り扱いになろうかというに考え

ております。 

○委員（成川幸太郎）今から公募するような

感じになるわけです。どっかそういうところを取

り組む。ただその健康教育やって食事指導したり

運動指導ができるってのは、そう簡単な場所では

ないと思うんですけど、相当数のスペースが必要

だというの。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、私どもは

事務局っていいますか、分科会、研究会が進めて

る事務局として考えておりますのは、例えばゼロ

ワンが入っております、総合運動公園のあそこの

事務の部分でその三つのサービスが提供できない

かでありますとか、分科会に入っていただいてま

す民間のスポーツの関係の方々、もしくは食品等

を扱っておられる事業者の方々のその事務所の近

くであるとかという一体的な場所っていうかス

ペースが確保できるところで展開したいというふ

うに思っておりまして、これから管理事業者の

方々にお声かけさしていただいたり、調整をした

りということで、想定としては二、三カ所で考え

ておりますけども、そこができるのか１カ所にな

るのかっていう部分については、整理をしてみた

いというふうに思っております。 

○委員（瀬尾和敬）このヘルスケアビジネスと

いうのは、これまでもこういう概念というかこう

いうのあったんですか。例えば、額面上はもっと

ヘルス、健康をビジネスに健康増進を図ることを

ビジネスにすると、おまけに地域産業の振興と雇

用創出までやる人口増、定住人口の増にもなると

いうな、こういう高尚なことになってるんですけ

ど、こういう概念というのは今から進んでいくん

ですか。ちょっと私は初めてタッチする感じで、

ちょっとそこんとこ教えてください。 

○企画政策課長（上大迫 修）新しい言葉で

あるというふうに捉えていただいてよろしいかと

思います。ただし、その中に構成されてますよう

に、高齢者の交流サロンでありますとか、その外

側で考えますと、スポーツのクラブみたいなのを

そこに引っつけたりとか、一つ一つの球はそれぞ

れ公共サイドのほうが準備をしたり民間の有志の

方々が、されてる部分はあるんですけど、これを

幾つか組み合わせて事業の採算がとれるような規

模まで膨らましていくっていうことで、国におき

ましても新しい概念として、特に経済産業省であ

りますとか、厚生労働省のほうで言葉として使っ

ておりまして、総合戦略の中にもその具体の例と

して示されておりますので、概念的にはうまく伝

えることはできませんが、新しい概念として成長

分野っていうんですか、産業創造分野として位置

づけられておりますので、また改めて周知も図ら

さしていただきたいというふうに思います。 

○委員（瀬尾和敬）最初はもう、糖尿病がどう

のこうのって書いてあるもんですから、市民福祉

分野じゃないかって気になってなりながら聞いて

たんですけど、そういうのこうやってビジネスに

結びつけるという、大変ですね、課長としてもこ

ういうの例えば取り組んでいくというのは、どん

な思いですか。うまくいくんですかね、果たして。 

○企画政策課長（上大迫 修）今回、研究会、

分科会が進めていくに際しまして、市民福祉はっ

ていうことの意見をいただきましたが、私ども企

画政策課が旗振りとしながらも、企業・港振興課、

商工振興課、市民健康課、高齢障害福祉課といっ

た関係メンバーも入っておりまして、それぞれが

かかわる部分で支援をしていくことで、事業者の
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ほうがヘルスケアビジネスへの取り組みにつなが

っていくように、総合力でサポートさしていただ

いてるということがございます。 

 ただ、最後に説明申し上げましたとおり、ビジ

ネスとしての採算を確保することと、市民の健康

市場という市場をつくっていうということについ

ては、両方とも関係がありまして、どちらについ

ても市としての支援なりサポートが必要だと思っ

ておりますので、当分の間、また連携の形でそこ

を前に進めて行きたいというふうに考えています。 

○委員（瀬尾和敬）これが成就するとすれば、

これはもう大変なことでありますよね。市を上げ

たそれこそ総合的な感覚でもってかないと大変で

あるし、今回のこの予算化されたというのは、実

証事業ということでとりあえずこういうことで取

り組んでみると、もしこれがうまくのるとすれば、

これは大変な成果だと思いますよね。そんな思い

がしながら聞いていたところです。頑張る決意の

ほどをお伺いしたいと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）多少緊張して

おりますけども、今回の先行交付金を使って事業

の実施をさしていただくということについては、

後につながります２７年度中に策定します総合戦

略において、雇用でありますとか地域の課題とし

て明確に書くという考え方はもってしております

ので、そのやってみて必ずつながるような取り組

みに向かって、気を引き締めたいというふうに思

っております。 

○委員（小田原勇次郎）今の瀬尾委員の御質

問に関連をして、私も同じような疑問を持ってお

ります。というのが地域成長戦略を設立したとき

に、そのこの成長戦略の３５ページに成果の指標

を３２年度目途の、成長のいわゆる目標を成長指

標があるんですが、その中に医療・介護周辺ビジ

ネスはいわゆる市民健康課の所管で最初の冒頭の

成長戦略の中では掲げられてまして、目標数値を

掲げておったもんですから、だから私はいつまで

企画政策課の方々がこのヘルスケアについては旗

振り役をされるんだろうかと、いわゆる医療、福

祉部門に素人軍団がどこまでかかっていかれるん

だろうかという懸念をちょっと持ちながらおった

ところでした。 

 それとあわせて、今回の当初予算の中で企業・

港振興課さんのところに新産業導入調査研究事業

っていって７００万円の新規予算がついてるんで

すが、この産業の研究事業の中にも次世代エネが

入ってきたり、いろんなのが入ってきてるもんで

すから、どこがどうかかわって責任を持ってその

成長戦略のいわゆる４分野の部分を、どこが主体

性を持って取り組んでいくのかなというのが非常

に曖昧になってるのかなと。ですから以前何かの

一般質問でもたしか谷津議員あたりがどっかがい

わゆるなんですか、進行管理をしながらきちんと

していかなきゃいけないっていう御発言をしたっ

ていう、私もちょっと記憶にしておるんですが、

企画政策課さんはそこに重点をおきながらしてい

く動きじゃないとこの予算のつけ方だと、非常に

わかりづらい成長戦略になっていきゃせんかなっ

ていう懸念を持ったところでした。ちょっとお考

えがあったらお示しください。 

○企画政策課長（上大迫 修）まず１点目の、

医療・介護支援等についての目標設定は、市民健

康課になってると、進め方とすると当面連携する

とはいえ、ちょっとおかしいのではないかという

ことの御意見がございましたが、ある程度そのビ

ジネスの形が移っていく過程で、そこの力点を雇

用とか産業に置くとすると、そのゆう分野の。ま

た市民の健康に置くとすると市民福祉部になって

おりますので、そこが見きわめられるまでの間は、

連携して前に進みたいというふうに考えておりま

す。 

 二つ目の新産業の関係で、企業・港のほうなど

予算が７００万あるということでございましたが、

ここの分については、関係課連携した上で予算の

措置っていうのは議論してまいりまして、これま

で議会、委員会、一般質問等でありました産業支

援センターの頭の部分であるというふうに考えて

おります。そこにつきましては、１次産業から

サービス産業まで四つのビジネスを掲げておりま

すけども、全てについてその事業者の方々の悩み

なり相談に応じながら、必要に応じて技術が必要

であればそういうマッチングをするっていうのは、

総合的な企業支援、事業者支援っていうのを探り

をしていくのを企業・港振興課というふうに位置

づけをさしていただいて、どのようにそのセン

ターを構築していくのか、どういうなスタッフな

り体制が必要なのかっていうことを、来年度予算

において設計するという形で整理をしたところで

ございます。 

 最後の部分、地域成長戦略について、どこが音
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頭をとるのかっていうことにつきましては、まさ

しく企画政策課が音頭をとりつつ進めようとして

おりますが、一般質問等の中でありましたとおり、

地域成長戦略も雇用や産業の振興っていう目的と、

今後つくります総合戦略における目的っていうの

は、類似かつ目標を定めるっていう点でも方向性

は一緒でございますので、総合戦略をつくった暁

には、それぞれのセクションのほうにそれぞれの

事業が移るという考え方をイメージしております。 

 ただし、そこができるまでの間、きちっとした

その目標を地域成長戦略が掲げておりますので、

その進捗たるや企画政策課のほうで所管をさして

いただきたいというふうに考えているところです。 

○委員（小田原勇次郎）委員長ちょっと済み

ません、ちょっと所管に近いような御答弁も入っ

てきましたけど、一応この成長戦略の部分の予算

ということで、御認識を済みません。 

 最後に要望です。一応御答弁でわかりました。

この成長戦略にかかる部分については、いろんな

分野があります。実働はいろんな主管課さんがあ

るんでしょうけれども、ある程度やっぱ成長戦略

の主管は企画政策部が企画政策課の所管ですから、

しっかり進行管理をしてきちんと事業の進捗がう

まく流れるかという部分については、しっかりと

進捗状況を把握しながら進めて、このヘルスケア

ビジネスもさることながらですが、全体的には進

めていただきますように一応要望をしておきます。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）１点だけ。私はイメージが

まだできてない部分がいっぱいありますけど、産

業全体を支えるプラットホームの構築だとか、一

般質問の中でも出ていた産学官金労そういうのと

か。具体的には産業支援センターのちょっとイ

メージ、どんなのイメージしたらいいんですかね。

どういう形で、具体的には産業支援センターをつ

くられるわけでしょ。それをちょっとイメージを。 

○企画政策課長（上大迫 修）所管につきま

して、企業・港振興課のほうで具体的に作業いた

しますが、これまで成長戦略の中に書いたことを、

それぞれ連携していただくときのイメージという

のは、新たな地域の起業者の方々が技術力を高め

たり人材育成したり、また新しいものをつくると

きに、技術なり情報なりノウハウなりを外の事業

者からいただく、マッチングするようなもの、そ

して事業の対象者には、専門の指導者の方から

サービスを提供する幅広い部分をサポートできる

ようにプラットホームをつくるというのが、最初

の設計思想でございますので、それをいかにつく

っていくのかと、どんなサービスが提供できるよ

うな体制になっていくのかっていうのは、これか

らの調査によって整理を急ぎたいという状況にな

っております。 

○委員（杉薗道朗）このヘルスケアビジネスの

イメージ図の中にそれぞれヘルスツーリズム商店

街との連携、いきいきサロン等いろいろあります

けれども、今既に事業としてなされているものも

当然この中にあるわけで、そのイメージっちゅう

のはわかってくるんです。この中で、製造業への

波及というふうに項目を掲げてますサプリメント

云々という部分がございますが、例えばこの部分

に関して言えば、地元の今その企業がいろいろ各

種あるわけですけれども、それらの方々の企業の

中で実際これと対応し得るような、そういうもの

ができ上がってくるのかなと、特殊な技術があっ

たりとか、この介護用品等の開発、これ産学官の

連携の中でいろいろ研究される部分あるんでしょ

うけれども、基本的には地元の企業がまず公募に

上がっていっていただきたいなという思いもある

ものですから。そこらあたりはどうなんでしょう

か。 

○企画政策課長（上大迫 修）今現在、来年

度の実証におきまして、今委員言われた部分まで

は到達いたしませんが、来年度します健康、食事、

そのスポーツ等のサービスです。そこには、地元

のスポーツをするところであったり、レトルトを

つくるような会社であったり、食品を供給するよ

うな会社の方が入っていたしますので、どういっ

たレトルトが栄養価の高い食物をつくる加工品を

つくる流通に耐えられるものをつくるっていうこ

とで、その輪が広がっていくようなイメージで。

特に外から必要不可欠な技術は持ってくるといえ

ども、地域内の事業者の方々にそういうお声掛け

したり、意思のある方等に参画いただくことで、

そこを埋めていきたいというふうに考えていきた

いと考えています。 

○委員（杉薗道朗）意欲のある方々に関して言

えば、非常にせっかくこれだけはつくり上げてい

ただけるわけですから、ぜひ参加をしていただい

て、要するに言葉はあれでしょうけども、想像し

ていた部分に近づけるべくそこら当たりしっかり
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連携をとりながら、やっていただければなという

ふうに思います。今からっていうところでしょう

から、ぜひいい結果が出るように期待を申し上げ

ておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。

この点については、これからの問題なんで実証っ

ていうことですので、２７年度においてアプロー

チをされていくということですので、アプローチ

をされた段階で、大体もうちょっとわかりやすく

具体的な例示が出てくるやもしれませんので、

９月ごろまでにもし十分な時間をお渡ししますの

で、９月ごろまで簡単なそういう略図をもってそ

ういう説明ができるようであれば、またお願いを

準備しておいていただきたいと思います。 

 質疑は尽きたと認めます。次に、委員外議員の

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないと認めます。

ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

   △議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止

してありました、議案第３９号を議題といたしま

す。まずは部長に概要説明をお願いします。 

○企画政策部長（永田一廣）改めまして、こ

の後企画政策部内の審査よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、早速ですけれども、企画政策課の概

要につきまして説明いたしますが、当初予算の付

属資料っていう形でこの水色の表紙、平成２７年

度当初予算概要の事業調書によりまして、事業概

要によりましてさしていただきます。この後、部

内の６課１室同様に、この資料で説明いたします。 

 それでは、企画政策課２９ページからになりま

す。２９ページ、まず地域成長戦略は先ほど少し

説明いたしましたとおり、食品・医療・介護周辺

のビジネスにかかりますヘルスケアの関係、事業

化モデルの実証等によりまして、新しい産業の創

出の取り組みを促進するものでございます。 

 次の中段、甑島輸送支援事業につきましては継

続事業でございます。甑島の三つの産品にかかわ

ります輸送費を助成補助するものでございます。

なお新年度平成２７年度からは原材料の輸入すな

わち言葉は変ですけれども、本土から離島に移送

する経費につきましても新たに補助対象に加えら

れることになっております。 

 次の甑島ツーリズム推進事業では、近く策定し

ますツーリズムビジョンの実現に向けまして、推

進組織の立ち上げ、環境ガイドの育成など、具体

的な取り組みを進めますとともに、新たな資源発

掘と保存を目的に調査を実施するものでございま

す。 

 なお、国定公園指定につきましては、一昨日

１６日官報告示されまして、今月２８日には県主

催により記念式典が開催されることになっており

ます。お忙しい中ではありますが、委員を初め議

員各位の参加をお願いするものでございます。 

 次の３０ページになります。 

 上段、定住支援センター運営事業と中段の定住

促進補助事業につきましては、定住に関します情

報発信など、一元的なサービス提供と市内への転

入、定住者への補助、空き家バンクの運用をして

おります。 

 下段の移住促進支援事業は、空き家等を市のほ

うで借り上げまして、一部修繕、備品整備をいた

しまして、移住を希望される方の体験住宅として

利活用するものでございます。 

 右の３１ページになります。 

 空き家利活用対策事業、これは２６年度本年度

からの継続で考えております。地区コミュニティ

協議会あるいは、個人市民によります空き家改修

を支援いたしまして、空き家の有効活用を促進す

るものでございます。 

 中段、樋脇グラウンドゴルフ場整備、これにつ

きましては、現在９月補正予算いただきまして、

今後使わない不用な建物の解体工事に着手してお

ります。２７年度新年度におきましては、実施設

計また整備工事費につきましては、継続費を設定

しておりますが、早期の完成を図りたいと考えて

おります。 

 下段のゴールド集落の関係です。御案内のとお

り、本年度平成２６年度からこの補助制度一部改

正いたしまして、住宅の取得、修繕など継続的な

定住を対象とした制度に変更してるものでござい

ます。 

 次の３２ページお願いいたします。 

 ３２ページでございます。甑島一体化推進事業

は、これまでの議会の中で市長何回も答弁してお
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りますが、説明しておりますが、甑島の住人主体

の議論のもとに今後持続可能な甑島のあり方につ

きまして、検討するために進めるものでございま

して、あわせまして企画政策部内に４月から甑は

ひとつ推進室を設置し、この業務を推進すること

としております。 

 最後になります、中段、ふるさと納税ＰＲ促進

事業、これにつきましても先の本会議で質問ござ

いました、新しい年度からは特産品の返礼により

まして、地元産品のＰＲ等を進めてまいりたいと

考えております。なお資料には記載しておりませ

んけれども、地方創生に関しましては、総合戦略

推進本部会議等を立ち上げ、これを中心に国から

求められております総合戦略等を早期に策定する

作業、この作業が新年度特に上半期を経て大きな

作業になるものと考えております。 

 以上、私のほうから説明終わりますが、予算の

概要につきまして、課長から説明いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）それでは、補足説明を

課長のほうで。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、議案第

３９号２７年度予算につきまして、所管の予算説

明させていただきます。 

 予算調書の９５ページをお願いいたします。歳

出からの説明となります。 

 ２款１項６目事項企画総務費でございます。

１２１万２,０００円は部内の共通経費及び、経

営会議等に要する経費であり、臨時職員雇い上げ

料、会議運営にかかります旅費が主なものでござ

います。 

 次に、事項企画開発費は３億２ ,９９９万

５,０００円でございます。企画調整業務等に要

する経費で、目的別に申し上げますと、説明欄に

なりますが総合計画にかかります施策評価等に用

います市民アンケートの業務委託、また地域成長

戦略のうち、先ほど説明いたしました食品・医

療・介護周辺ビジネス創出にかかる研究会、分科

会等の運営及び技術支援等の業務委託の経費。三

つ目には樋脇グラウンドゴルフ整備にかかります

実施設計及び工事費。四つ目には県電源地域連絡

協議会負担金など、ごらんの６負担金のほか、

２６年度に積み立てます、地域活性化基金の利子

積み立てが主なものでございます。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 甑島地域振興費でございます。６,５３１万

６,０００円は、甑島地域の振興に要する経費で、

目的別に一つ目が甑島国定公園にかかります学術

調査、環境ガイドの育成、専用ウェブサイトの構

築、ツーリズム構想の策定等の業務委託経費が、

また二つ目には甑はひとつ推進会議におきます協

議を進めてまいりますので、この補完的な調査、

整理業務の委託を考えております。 

 三つ目には、県の離島振興協議会等の負担金、

四つ目には先ほど部長から説明ありました戦略産

品海上輸送費の補助金、最後に甑島ツーリズムビ

ジョン策定しこれを推進する推進協議会への運営

補助金が主なものでございます。 

 土地対策費になりますが、土地対策費３４万

３,０００円は、国土利用計画法に基づきます届

け出事務に関する経費でございまして、臨時職員

雇上料が主なものでございます。 

 ９７ページでございます。 

 定住促進対策事業費６,７４５万３,０００円は、

定住促進対策の推進等の業務に係る経費とし、一

つ目に定住支援センター嘱託員の報酬、二つ目に

移住体験住宅事業にかかります広告等の委託及び

住宅借上料等のほか、住宅の取得リフォーム新幹

線定期購入補助に対します補助金が主なものでご

ざいます。 

 次に、ゴールド集落活性化事業の１,０３５万

円は、ゴールド集落対策の推進にかかる経費でご

ざいまして、旧制度におきます定住促進補助のほ

か２６年度スタートさせました定住住宅取得の取

得及びリフォームに対する補助金が主なものとな

っております。 

 ９８ページでございます。 

 空き家利活用対策事業費３４０万円は、空き家

の利活用対策を図る経費でございます。空き家改

修支援事業補助金であり、本年度の実績等勘案の

上、来年度につきましては、見込み計上に近い形

になりますが、個人施工分１件、地区コミュニテ

ィ・自治会施工分１件として計上さしていただい

ております。 

 次に、ふるさと納税ＰＲ促進事業１８０万円は、

先ほど部長から説明がありましたが、ふるさと納

税寄附者に対する返礼業務にかかる経費で、返礼

品の送付等の業務委託でございます。 

 ここで、済いません、お許しいただきまして、

企画経済委員会資料におきまして、ＰＲ事業の概
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要を説明さしていただきます。 

 資料は、５ページでございます。本事業の目的

になります１番上にありますが、納税いただいた

寄附いただいた方々に返礼品を送付することによ

りまして、寄附者に対する謝意をあらわすととも

に、本市の特産品のＰＲと販路拡大に取り組むこ

とであわせて寄附の増額奨励を図るというもので

ございます。これまで、１００万円以上の寄附者

にのみ一定の返礼をしておりましたが、今回特産

品の販売促進ということも頭に入れながら、その

ＰＲを図ろうとしたことでございます。 

 制度の骨格でございますが、２のほうになりま

す。（１）対象者は、寄附額が納税額が１万円以

上の方でございます。もちろん二つの流れがござ

いまして、県協議会寄附をしてくださった方もお

られます。市を名指しして県の協議会のほうに寄

附をしてくださった方につきましても、約６割が

市のほうにまいりますが、その回ってきます６割

の額が１万円超えてる場合は、この規定に基づき

まして対応したいと思っております。 

 返礼額は、他の自治体現行での比較をしながら、

華美にならず遜色のないレベルといたしまして、

ちょっと箇条書きになっておって恐縮ですが、

１万円から２万円までは約２割の２,０００円程

度、上限で言いますと１００万円以上の方につき

ましても３万円程度の返礼品を設定しており、ご

らんのように幾つかのランクに制定をさしていた

だいたところでございます。 

 この返礼の割合、目安として２,０００円、

３万円の話をいたしましたが、送料等につきまし

ては、市のほうが負担することとして実質料の物

が２,０００円、３万円という形で捉えていただ

きたいというふうに思っております。 

 なお、返礼品につきましては、本市の特産品と

することから、本市内の事業者等が生産あるいは

製造、販売してるものといたしたいというふうに

考えております。 

 なお、特産品につきましては、ふるさと特産品

など農協や漁協さんなどが扱ってるもの等があり

ましたので、市のほうからお声がけをさしていた

だき、このスキームに賛同いただける方につきま

して、商品等整理をし、約６０品目ぐらいがその

カタログに載せることができるようにしたところ

でございます。 

 なお、カタログの作成につきましては、株式会

社薩摩川内市観光物産協会のほうに委託する考え

方でしておりまして、寄附から返礼までの流れに

ついて説明いたしますと、基本的には寄附をいた

だく際に、お手元にあります返礼品カタログから

１万円に対して２,０００円の物っていうことで、

程度の物でありますけど、特産品を指定していた

だき、市が指定されてお金を納められた後に観光

物産協会からその寄附者のほうに送るという形の

考え方をしております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 上段のフローが説明しました返礼までの流れと

なっておりますが、県への寄附者につきましては、

市から改めて寄附をいただきましたので、カタロ

グからということで、こちらから打って出て、カ

タログをお送りさしていただくという考え方でし

ているところでございます。 

 最後に寄附の現状というふうになっております

が、２５年度市及び県へ寄附いただいた方は、

７７件、寄附額の階層別件数はごらんのとおりで

ございます。今回ＰＲ等に取り組むということで、

寄附額の増額が図れるよう、取り組みたいちゅう

に考えております。 

 済いません、予算調書に戻らさしていただきま

して、９９ページをお願いいたします。 

 ９９ページは、２款５項１目の一般管理費でご

ざいます。１,７０７万８,０００円でございます

が、国、県が実施します統計調査事務にかかる経

費でございます。嘱託職員１名及び統計従事職員

の職員給与費、並びに国勢調査等に用いますデー

タ調整などの業務委託のほか、県統計協会への負

担金が主なものでございます。 

 次 に 、 基 幹 統 計 調 査 費 で ご ざ い ま す

４,７２２万２,０００円、国勢調査など九つの基

幹統計調査に係る経費でございます。指導員及び

調査員の報酬、臨時職員の雇上料のほか、実施本

部に設置します電話機の設置等に係る経費などが

主となっております。 

 委員会資料のほうでちょっと説明さしていただ

ければと思いますが、委員会資料の７ページでご

ざいます。 

 詳細な説明は省略さしていただきたいと思いま

すが、７ページから９ページにかけまして、それ

ぞれ国勢調査の実施時期及び対象、また調査員、

調査指導員等の人数等附記しているところでござ

います。国勢調査につきましては、１０月１日付
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で実施し、５月には実施本部を立ち上げ、連絡会

議を築きながら、５年に１度の調査ということに

なりますので、取り組みたいというふうに考えて

おります。 

 以下、７ページから教育統計調査員、最後の

９ページに統計調査への確保対策事業等々記載し

ておりますので、後ほど御参照いただければ幸い

でございます。 

 では、歳入について説明をさしていただきます。

予算調書は１３ページでございます。 

 ９款１項１目の国有提供施設等市町村助成交付

金１,４２７万２,０００円は、基地交付金でござ

いまして、川内駐屯地及び甑島分屯地にかかりま

す固定資産相当ということで、その額を措置さし

ていただいております。 

 次に、１５款２項１目国庫補助金の総務費補助

金１０億８,６１５万７,０００円は、電源交付金

及び離島活性化交付金の二つの交付金でございま

す。一つ目の電源立地地域対策交付金は約１０億

６,１３２万７円でございますが、国から直接交

付されます長期発展対策交付金分でございます。

発電の電力量及び長期稼働の算定使用済み核燃料

貯蔵量の算定に基づきまして、ごらんの数字を計

上さしていただいております。 

 二つ目の離島活性化交付金に２,４８３万円に

つきましては、甑島輸送支援事業にかかるものの

ほか、水産加工活性化事業、国定公園にかかる交

流促進事業等にかかるものであり、歳入企画政策

課などで受け入れておりますが、充当先につきま

しては、観光・シティセールス課等への充当等が

事業としてございます。 

 １４ページでございます。 

 １６款２項１目県補助金総務費総務管理費補助

金の３億８,４４６万円は土地利用規制等の対策

交付金等、電源立地対策地域の交付金でございま

す。土地利用規制交付金等につきましては、国土

利用計画法に基づきます届け出事務等に関しまし

て、積算し交付があるものでございます。 

 また、電源立地地域対策交付金につきましては、

電力移出県等交付金と発電施設周辺等の交付金の

この二つでございます。一元交付金につきまして

は、移出電力量に基づき、交付され市のほうに交

付が見込まれるものとして１億８ ,７３８万

８,０００円を、周辺交付金につきましては、算

定の方法が電力需要型の契約電力のもとにしたも

のでございますが、見込み額としまして１億

９,６９３万６,０００円を計上いたしたところで

ございます。 

 次に、１６款の中で３項１目県の委託金でござ

いますが、先ほど説明申し上げました各市の機関

統計調査にかかる委託金及び町、字の新設廃止に

かかります事務移譲委託金が主なものでございま

す。 

 １５ページをお願いいたします。 

 財産運用収入１７款１項２目の２００万円は、

本年度積み立てます地域活性化交付金４０億の運

用利子収入相当でございます。 

 また２１款５項４目雑入の７ ,９９４万

２,０００円は、移住体験住宅にかかります住宅

の使用料及び市町村振興協会から、エコパークか

ごしま産業廃棄物最終処分場の整備にかかります

地域振興需要に対する助成額がございます。 

 さらに、地図の実費販売収入でありますとか、

地域活性化センターからのイベント助成金等が含

まれております。 

 次に、継続費でございます。これは予算書にな

りますので、予算書の７ページお願いいたします。

予算書の７ページ第２表継続費でございます。こ

こで樋脇高校跡地利活用事業におきまして、

２７年２８年２カ年につきまして、継続費を設定

させていただき、契約発注しながらグラウンドゴ

ルフ場の整備を進めたいというものでございます。 

 ８ページ、次に債務負担行為でございます。 

 第３表債務負担行為につきましては、上から

３番目、定住促進補助につきまして、制度から交

付決定初年度に半分を残り半分をその後５年間で

交付するということなっておりますので、その分

の債務負担行為。またその下段のゴールド集落定

住促進補助金についても、同じルールとしており

ますので、どうような債務負担行為をするもので

ございます。 

 ９ページお願いいたします。 

 債務負担行為最後の部分でございますが、最下

段のところに薩摩川内市土地開発公社に対します

債務保証の設定をお願いするものでございます。

市が委託しております中郷・五代線用地の取得に

関し、公社が銀行から借り入れをするに対しまし

て、資金返済までの間の債務保証を設定させてい

ただくものでございます。 

 以上で、議案第３９号２７年度予算に係ります
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企画政策課分の説明を終わります。よろしく御審

査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明いただき

ましたが、これより質疑を行いたいと思います。

御質疑ください。 

○委員（江口是彦）ちょっと２点だけお聞かせ

ください。 

 一つは、定住支援センター運営事業費で

３４１万ほど、この中では情報発信やホームペー

ジの更新等も行われてるということ。これはもう

ずっと継続でされてるんだろうと思います。去年

のこのホームページを見て私は聞くまで知りませ

んでしたけど、下甑に住みたいということで、こ

この相談窓口は多分支援センターだったかどこだ

ったかわかりませんが、相談をして移住して来ら

れたんです。ホームページで見たときとやっぱ住

んでみるといろいろ条件が違ったり、畑も自由に

借りれるっていうことでしてたら全然遠いとこだ

ったとか、それからその家を借りるときの制限が

いろいろあったとか、そういうそりゃもう常にあ

ると思います。そのときフォローがうまく後づけ

ですよ。例えば住んでみた方２カ月ぐらいたった

らちょっと支所からでも本庁の窓口から直接伺う

ことはできんでしょうから、支所をとおしてでも

ちょっと様子を見に行くとか、そういうのがうま

くできてるのかどうか、その辺にことについて僕

は１件しか例を甑島に来たのは例を知りませんの

でその分について、ほかではそういうことはない

のか。 

○企画政策課長（上大迫 修）江口委員のほ

うから御質問いただきましたが、下甑に移住され

た方で、実際に定住されてから畑の問題でありま

すとか、屋敷のお金の問題でありますとか、そう

いったものが少しトラブルがあったというふうに

は、私どもも後ほどお伺いしたところでございま

す。 

 その際に、私どものほうも支所の職員の方に家

主さんなりその転入された方とコミュニケーショ

ンとってくれっていうことで、連携をさしていた

だいておりますが、ほかのところで同じように、

ほかの定住者の方で同じようなことが発生してる

というにはちょっと聞き及んでおりませんが、い

ずれにしましても他の地域から本市のほうに転入

されて定住されるという形になっておりますんで

フォローといった点では支所等を介しまして、き

ちっとさしていただくように努めたいというふう

に思います。 

○委員（江口是彦）だから情報発信して、すご

く川内市は、薩摩川内市はいろいろ広いからいい

とこ住みたいところありますよって迎え入れるの

はいいですけど、やっぱりその後どうですかって

いうフォローを絶対してほしいな思います。 

 ２点目、甑はひとつ推進会議の―来年２７年

度いっぱいの活動でしょうけど、それに伴って

７６０万ほど基礎調査業務委託をされますよね。

どこにどういう形で委託されるのか、ここで言う

基礎調査ってのはどんなこと、この７６０万の内

容を教えてください。 

○企画政策課長（上大迫 修）具体的にこれ

をするので幾ら幾らっていった形のものではござ

いません。皆さんのほうと話をさして住民主体の

議論の中で、例えば病院でありますとか、支所で

ありますとか、商店でありますとか、どこにどう

いった形であったほうが皆さんが利用しやすいの

ではないか。それを前提に今また集落の人口なり

高齢化がどう進むのかといった技術的に解決しな

いといけなかったり、定性的、論理的に考えてい

かないといけないものに対して、行政がこうです

ああですっていうことだけではなくて、やはり専

門の機関なりそういうノウハウのところから資料

をつくっていただいて、一緒に見て、問題を解決

したいと思っておりますので。これにつきまして

は集落の人口でありますとか、その施設間の連携

とか、バス、交通の問題であるとか、そういった

住民の方々がお知りになりたい点を主体的な議論

の場に出せるように準備したお金であるというふ

うにとらえていただいたらありがたいです。 

○委員（江口是彦）ということまあ専門家等に

委託する部分がある、専門家にお願いするってい

うことがあるということは、甑はひとつ推進会議

で、これはもう企画政策課で中心になって集中的

に２７年度で上、下交互にでもずっと会議を開か

れてくわけですよね。そういうところでの運営費

とか、そこの会議でのいろんなあれに使うってこ

とじゃないんですね。 

○企画政策課長（上大迫 修）用意しました

委託料のほうは、会議を運営するために直接充て

るものではございません。会議につきましては、

謝金はお出ししておりませんで、移動に関します

実費のものを旅費という形で手当さしていただい
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ておりますので、あくまでもその場で求められた

技術的にもちょっと整理をすべきようなこと、

テーマとして出さないといけないもの等について

整理するための委託料でございます。 

○委員（江口是彦）この一応、平成２７年度い

っぱいで１年半かけて甑はひとつ推進会議の取り

まとめは終わるって方向ですけど、大体そういう

工程で進められるんですか。一般質問でもちょっ

と離島振興協議会の復活の問題、この甑はひとつ

推進会議の次にどうなっていくのかとか質問され

てましたけど、それはもう平成２８年度以降の問

題になるでしょうから、それ置いといてこの平成

２７年度、ほぼ予定どおり計画どおり進む予定で

すか。 

○企画政策課長（上大迫 修）地域住民主体

の会議ということでございますので、進めてく上

でもある程度の目標年次っていうんですか、期限

的なものイメージしながら作業いただいてるとこ

ろです。これからの議論によるところであります

けども、平成２７年度中に、例えば学校の問題や

商店の問題、し尿所の問題についてこういった方

向で議論を深めていく整理をしていく必要がある

ってとこで終わるのか、具体的な場所的なものな

り、やり方のところまでいくのかっていうのは言

及できませんが、ただし、イメージとしますと平

成２７年度中に今後この問題をどのような方向で

していくのかっていうところまでの整理は、平成

２７年度いっぱいでやって、議論をお願いしたい

というふうに考えております。 

 ただ、確定的に平成２８年３月がきたら、会議

所の者が云々っていった部分については、今から

の進捗いかんでございますので、明言はちょっと

避けさせていただきたいと。 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

○委員（成川幸太郎）ふるさと納税について

ちょっと教えてください。ちょっとわからない点

がありまして、本会議でいろんな論議がなされま

した。この１万円、例えば１万円しますとして、

こうして今回御礼の品を出すってことなんですが、

納税者に対しては２,０００円を除いた金額は還

付されるとありますよね。税のその還付される財

源はどっから還付されるんですか。市の財源から

還付されるのか、国のほうから還付されるのか教

えてください。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、成川委員

おっしゃられた分ですけど、１万円いただきます

とそれがその住民税、所得税あわせて納税額の

２割に至らない場合は、１万円相当が課税されな

い数字として整理されるということになりますの

で、直接１万円したから、それが自分の懐に返っ

てくるということじゃなくて、税金として控除、

税金額から控除されるということなので、それを

もっていずれ返ってくるちゅう捉え方になってお

りますけど、現金のやりとりがあるわけではあり

ません。あくまでも、したらその額が税額をはじ

いたものから控除額として引かれるという形の捉

え方でございます。 

○委員（成川幸太郎）そうしたら、これふえ

て控除される分がふえたら、本来入る市税の対象

が減るっていうことの捉え方をしていいんですか。 

○委員長（川添公貴）回答においては本市の

方が例えばふるさと納税を使えるのかどうか、こ

れ多分使えないと思うんで、その例を例えて他市

の方からの部分を比較説明をお願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）薩摩川内市の

住民の方で言うとちょっと聞こえが逆になるかも

しれませんけど、薩摩川内市の方が隣まちの阿久

根市のほうに寄附をふるさと納税されました。薩

摩川内市が住民税を課税したり所得税を課税する

ときに、阿久根市にした分の税金が控除されると

いう扱いになります。 

 逆から言うと、薩摩川内市外の方が薩摩川内市

のほうに寄附をされると、その方の所得税が居住

地の住民税のほう側が控除されるということにな

る仕組みでございます。私どもが準備しておりま

す１万円に約２,０００円相当と言いますのは、

あくまでも返礼の意味で直接物をお送りする原資

となるお金というふうに捉えております。 

○委員長（川添公貴）質問じゃなくて、その

例を例えて、いいですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）薩摩川内市民

が薩摩川内市にふるさと納税をするっていうこと

は、基本的に制度の想定外でございます。居住地

以外においては。 

○委員（成川幸太郎）それで納得できました。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか、ほか

ございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）県内自治体の実施状況を参

考に金額比較で遜色がないようにとここ書いてる

んですけど、これよそも大体こんなふうで推移し
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てるんですか。 

○課長代理兼企画総務グループ長（古里洋

一郎）ちょっとふるさと納税の返礼品について

ちょっと県内の状況をお知らせしますけども、平

成２５年度においては、４３市町村のうちに

２９団体が返礼品の制度を始めております。金額

的に申しますと、鹿児島市であれば５００円ぐら

いの１万円以上は５００円のはがきぐらいという

形なんですけど、全体的にいきゃあ２,０００円

ぐらいから２万８,０００円ぐらいの金額相当の

返礼品を出しております。 

 ただ、新聞にもきょうあったんですけども、曽

於市におきましては、平成２６年度にちょうど返

礼額の半分１００万円寄附すれば、５０万円相当

の牛肉とか、そういう曽於市はしておりますけど、

それ以外であれば大体２,０００円から３万円の

中の返礼品を設定してるところでございます。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）この前中島議員が代表質問

でされたその視察を一緒に行ったんですけれども、

鳥取市だったですかね。３人職員がこれに携わっ

て２億２,０００万円ぐらいこう納税があると。

おおむねあそこは半分ぐらい出してましたけれど

も、３人で１億１,０００万円稼ぐことになるん

です。これはすごいですねと。だからもしうちの

まちでも我が薩摩川内市でも、もしそういうこと

ができるとすれば、これはもう採用してもらえん

もんかとそういう思いがあって、中島議員が質問

してくれました。 

 これまでの納税のあれ見てみますと、あんまり

多くはないんですが、これで新しくすることによ

ってかなり納税者がふえる気がします。私ももう

何度か問い合わせを受けたんです。何で薩摩川内

市がこういう返品をなんかしないのかと、ほんの

ささやかでもいいからしてくれれば、もっと宣伝

できるんだけどというのがありましたから、こう

いうのされれば確かいいと思います。 

 だからもう金額はだから１万円以上未満

２ ,０００円、２万円以上１０万円未満が

３,０００円とか、よそもこうなんですか、本当

に。これ余りにも額が少ないような気がするんで

すけど、１０万未満も３,０００円とか。こんな

ものなんですか。 

○課長代理兼企画総務グループ長（古里洋

一郎）県内は、そういう状況です。ただ、やっ

ぱりきょうの新聞にもありましたとおり、多いと

ころは垂水市等であれば若干多いんですが、やっ

ぱり森伊蔵とかそういうめずらしい品物、伊佐で

あれば、伊佐米とかやはり金額はそう高額なもの

ではないんですけど、やはりめずらしいものとか、

そういう品物を準備されておりますので、本市と

してもスタートはいろんなそういう特産品をそろ

えてみたいと思います。 

 ただ、総務省のほうからも新聞等にありますと

おり余り高価、華美なものは控えるようにという

ことでは通知等がございますので、こういう設定

にしたところでございます。 

○委員（瀬尾和敬）鳥取市の例で言いますと、

５０万以上の方というのは、返品は余り多くなか

ったんです。これ何でこんな多くないですかちゅ

うと、市のビッグイベント、行事があるときに奇

特者として皆さんの前で表彰しますから、これで

もういいんですとか言っておられました。 

 今回はこれでいかれるけれども、この前一般質

問で宮里議員も言っておられましたけども、いろ

んな返品するにしても、趣向を凝らされれば、も

っとこの我がまちを売り込むという趣向をこらさ

れれば、まだふるさと納税に関しては、後発組で

あるけれども、その中身をうまく工夫して先発組

に負けないようなアピールできるような、そうい

う方向に取り組んでいくべきだったと思うんです

よね。今回これでしょうがないとしても、それで

いろいろと考えていただきたいと思いますがどう

でしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）今回初めてＰ

Ｒの部分に踏み込むっていうことで、踏み込む最

初の段階では横並びの分ではございますが、いろ

いろ知恵を出して、金額的なものも工夫をしなさ

いっていうことの御意見でございますので、これ

は一つずつ前に進みながらその検討も加えさして

いきたいというふうに思います。 

○委員（小田原勇次郎）結構私、瀬尾委員の

発言に関連が多くなってるんですが、済いません。

今のふるさと納税の部分について、私のひとつ考

え方。けさの朝刊では伊藤祐一郎知事は、非常に

各地域の総意工夫でやっていけばいいじゃないか

という前向きな知事の発言も載っておりましたけ

ども、本来私はこのふるさと納税っていうのは薩

摩川内市の御出身の方が、いわゆる都会に出て都

会で納税するんじゃなくて、自分の出身地のため
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に役に立つように納税できたらというのが本来の

趣旨なのかなと、個人的な考えです。 

 そうしたときに、今回のこういうふるさと納税

の全国的な今のうねりの中において、問題点はい

わゆる今後の各自治体の競争における歩どまりの

問題、要するに入ってきて換金しますから、還元

しますから、そこにおいてやっぱり物産を送るっ

ていうことは物産の元手がいるわけですから、そ

の歩どまりの問題。 

 そして全国的に競争が入ってくると、結局いわ

ゆる商売の世界ですから、商売で名産品が生き残

っていくと、名産が生き残っていって、条件のい

いところが残っていくという競争になっていくで

あろうなという見方の中で、このふるさと納税を

財政課長出身の課長が恒常的な財源として今後捉

えて取り組む、御意思があるのかどうかをちょっ

と御確認したくて、お伺いをしたところでした。 

○企画政策課長（上大迫 修）恒常的な財源

という形では、捉えるべきではないだろうなとい

うふうに思っております。志いただいて、いくば

くかの返礼をしながら、それを繰り返していくこ

とが、地域を知っていただいたり、郷土に対する

想いとか、そういった気持ちも大切にし、その販

売の促進につながるというな二兎を追う形にはな

りますけど、そういったものが筋だろうなという

に思っているところです。 

 商業振興っていうか、商品販売につきましては、

こういう寄附者を寄附いただいた方にダイレクト

でカタログを物産協会やいろんな事業者の方が送

れたり、またそういう１度受け取りになった方が

興味をもってそのサイトに入って、本市の特産品

を買っていただくようなふうに導いていくような

取り組みにおいて、作業を進めていきたいという

のが基本的スタンスであるというに考えておりま

す。 

 復唱しますけど、恒常的財源としてそれを取り

にいくというスタンスでは、なかなか難しいのか

なというふうにちょっと思っています。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか、財政

課長に聞かんでいいですか。 

ほか御質問ありませんか。答弁されたいです

か。じゃあ財政課長。これは寄附金ですよね、も

ともと。だから仮称ふるさと納税なんで、税とな

ったときには地方交付税算入額の変更等があるや

にも思ってるんですけども、その点も交えて、恒

久的財源ではないほうがいいだろうという話であ

ったんであれば、説明お願いしたいと思います。 

○財政課長（今井功司）ふるさと納税という

もの、あくまでも寄附で市としては受け入れます

ので、まず普通交付税の参入からは対象外となる

ものでございます。ただし、これにつきましては

やはり納税といいましても、寄附でございますの

で、あきらかに寄附される方の意思があっての収

入でございますので、ある一定の枠をキープした

りとか、恒常的な収入として扱うのは難しいと考

えてるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）先ほど江口議員が時間をた

っぷりとって、甑はひとつ推進会議について論さ

れましたけども、このメンバーというのは甑の人

ばっかりですか。それともこっちからも何人か入

ってやってるんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）甑はひとつ推

進会議のメンバーは、会長さんといいますか、座

長さんを除く方々は全て甑地域の方でございます。

地区コミの会長さんでありますとか、地域の女性

部、青年部、商工会、漁協さんという方々に、上

甑島、下甑島のほうから参画いただいてるという

ことで。市の職員っていいますか、事務局及び支

所の所長以下については、事務局オブザーバーと

いった形でそこに携わっていただいているという

形になってる。 

○委員（瀬尾和敬）例えば、藺牟田瀬戸架橋が

架かったときに、甑全体が一体化するためのいろ

んな話し合いをされると思うんですよね。この前

このメンバーで甑に行って、長浜に出かけたんで

すが、そのときにそのメンバーの方が言っておら

れましたけども、話し合いをしても声高にばっと

言う人の意見にみんな余りこうあらがうというこ

とができなくて、意外とそのままになってしまう

傾向もあると。だから元をただせば甑はひとつと

言いますけど、甑はひとつずつのとこにありまし

たし、結構そういう我田引水的なところが強い人

たちが集まるんですよね。これはもう失礼ですけ

れどもそうなんです。 

 だからそのメンバーの中に、やはりこちらから

もある程度行って、外からの目という感覚ていう

のもやっぱり入れ込まないと、あの人たちだけで

やるというのは、どうかいいふうな結論にならな
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いんじゃないかという気もするんです。もちろん、

市当局としては調整されたりするんでしょうけど。 

 具体的な例を言いますと、橋がつながれば、大

体真ん中は鹿島だと、鹿島の庁舎を総合病院にす

ればいいと。そうすりゃもう診療所もいらんはよ

と、こんな発言をされる人がいらっしゃると。す

るともうみんな余り文句は言えないと。自分たち

は診療所を頼りにこうやってきたのに、もうそん

なふうになってしまうのかなとか、あんまいい形

で進んでいかないような議論がですね、気もする

んです。 

 もうこれまでされてきたから、今更どうのこう

のできませんって言われても、実態に伴った、実

利が上がるような、そういうふうないい結論見出

すために、やはり外からの外部の意見とかいうの

も必要じゃないかなと気もしてるんですけど、ど

んなお考えですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）ちょっと、う

まく答えれなかった部分が今御質問いただいてる

のかなというに思っておりますが、２７年度末ま

でのスケジュール期間を持って議論していただく

中で、診療所の話でありますとか、ありましたけ

ど、診療所については何らかの方向性、要するに

集約するなり、その機能分担を考えないといけな

いというのがこの甑はひとつの会議の中で出て、

具体的な場所たるや、先ほど外部に委託をするよ

うな話もいたしましたが、そういった技術的な部

分。定量的に考えた中で、人の行動がもしくはバ

スの路線があって、消防の場所がといったものの

ロジック的な部分も見ながら、恐らく場所が落と

し込まれていくんだろうなと思っておりまして、

そういった意味では、声高の方がここだよってい

うことが先行するのではなくて、その手前の診療

所についてこういった議論が必要だ、学校につい

てはこういった議論が必要だっていうのを座長は

大学教授に入っていただいて、オールウンドって

いうか政策の方向性見ていただける方に入ってい

ただいておりますんで、そこでどこまで踏み込ん

で、どういった議論をしていくべきなのかってい

うのを操作していきたい。操作っていいますか、

アドバイスいただきながら作業していきたいと思

っております。 

 最後になりますけど、場所の問題で、声高の意

見だけで進んでいくことのないように、事務局と

しては留意しながら、地元の皆さんに注意して議

論いただくようにしてみたいというふうに思いま

す。 

○委員（瀬尾和敬）このような形で進められる

ことが望ましいと思います。せっかく皆期待して

る、私も甑島は好きですから、そういうところが

藺牟田瀬戸架橋が開通することによって、またさ

らに売り込んでいる甑島、本土とも一体化がとれ

るような甑島、やはりそこを求めなきゃいけない

という思いがありますので、どうぞよろしくお願

いしておきます。 

○委員（杉薗道朗）教えてください。甑島輸送

支援事業、輸送費の補助が出ておるんですけど、

前年度実績含めて、この２,４３５万円という数

字だろうなと思うんですが、それぞれ鮮魚、水、

焼酎、キビナゴとかマグロなんでしょうはね、海

洋深層水、甑州といった、そういった焼酎等々だ

と思います。数量的にはどのような数字になって

るんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）ちょっと細か

な数字のほうを、今持ってきておりませんが、平

成２５年度で基づきますと約半分のこの支出をし

ておりますので、補助金額ベースでいきますと

３,０００万円を少し切るぐらいのボリュームが

ございます。島から本土の港に持って来る輸送費

について、約３,０００万円近くの輸送費がかか

ってるということ。その中で大きなものを言いま

すと、マグロの部分が大きいです。それとあとは

焼酎、そして海洋深層水の運び出しといったもの

が大きな形となっているところでございます。 

 来年度につきましては、これに島から外に持っ

て行く完成品を持ち出すっていう形のものがあり

ますから、逆に本土から島のほうに完成品をつく

るための材料として、原材料を運ぶものを部長が

説明申し上げましたが、こういったものの中で、

考えておりますのは、焼酎に関してはカンショで

す。海洋深層水とか鮮魚等にあっては梱包する入

れ物でありますとか発泡スチロール、加えてマグ

ロにあたりましては餌です、こういったものがご

ざいますので、恐らく外に出すぐらいの数量に匹

敵するぐらいの逆の意味の移送費っていうのが、

本土から島のほうに動いてるというような状況で

ございます。 

 個別にマグロで幾らっていうのは申し上げられ

ればあれなんですが、感覚的にはそういうことで

ございます。 
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○委員（杉薗道朗）ようするにやっぱり離島と

いうハンデを抱えてる中で、この輸送費っていい

ましょうか、この補助というのは非常に助かるこ

とで、事業者にとってみれば、なかなか輸送費が

仮に補助がないとするならば、当然額に反映して

根が上がる状況下の中で、そういうなかなか事業

的にも厳しい状況下の中で、この支援制度ってい

うのは、非常にありがたいなと思うとろでありま

すし、今言われた材料等にかかる部分もまたそう

いうふうにして補助が受けるということであれば、

事業者にとってみてもやり甲斐が出てくるでしょ

うし、願わくばこの制度がずっと続いていくこと

を望みたい、これは離島振興を含めて、いろんな

財源、国の財源の問題もありますので、将来どう

なるかわかりませんけれども、なるべく長い時間

継続していただいて、甑の地場の産業の方々の底

支えをしていただければなと思うところでござい

ました。 

○委員長（川添公貴）数字に関しては、結構

だってことですので、はい。また後で個人的に教

えてください。ほか、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はございませんか。 

○議員（谷津由尚）済いません、２点あります。

当初予算概要の２９ページの、地域成長戦略推進

事業で６０３万２,０００円予算措置されてます。

先ほどちょっと議論になったように、なったと思

うんですが、私はこの地域成長戦略は以前から核

をつくることが重要だと言わさしてもらってきた

んですけど、この６０３万２,０００円の中で、

そのヘルスケアビジネスの事業化のモデルの実証

ということを書いてあるんですけど、この事業化

のための何を実証される目的なのかをちょっとお

伺いします。これ１点目です。 

 ２点目です。ヘルスケアビジネスというな単体

で行くよりは私はネットワーク化したほうが、効

果が５倍１０倍にもなると思うんですけど、その

ネットワーク化して機能的にするための方法とい

うのを産業支援センターのみの活用で考えておら

れるのか、全く別の方法でも考えておられるのか、

どのイメージなんでしょうか。 

 もし、ネットワーク化するつもりないとおっし

ゃるんであれば、そのように答弁いただければ結

構です。 

○企画政策課長（上大迫 修）何を実証する

のかっていうことでございます。実証につきまし

て、実はここの部分が少し説明しないといけない

んですが、分科会のメンバーで具体的な実施をし

ますのは平成２６年度補正予算の先行交付金にお

いて具体的な実施をいたします。 

 研究会のほうでは、その実証の結果をもとにし

て薩摩川内市ヘルスケアビジネスがどのような形

で動いていくべきかというのを、客観的な目でち

ょっと整理をさしていただくようにしております。 

 最初の実証の内容なんですが、健康・食事とス

ポーツ等含めたサービスを提供いたしますので、

それによってどんだけの改善効果があったかとい

う受け手のほうがきちっと見える化できるような

健康改善のチェックもいたします。 

 加えて、そこにサービスを供給される方々が、

サービスを供給するに際しまして、技術や人材が

不足してないかっていうチェック、それとそこの

お金が採算という形で回っているのかっていうこ

との三つぐらいが主な検証の柱というふうになり

ます。よって検証通じて見えてきて、コストパフ

ォーマンス的に難しい面がある。それが技術者が

いないことなのか、人がいないことなのか、もし

くは事業のロットとして受ける方々が、

１,０００人いたら、この事業は成立するのかと

いった部分まで入って、議論ができるようにして

みたいというふうに考えております。 

 それと、ヘルスケアビジネス等を動かしていく

ときに、その関係者のネットワークといった部分

でございますが、今きちっとしたことにはなりま

せんけども、ヘルスケアビジネスにかかわります

プレイヤーの方々をつなぎあわせる作業といいま

すのは、ぜひ産業支援センターのほうで作業を取

り組む形にしてみたいというふうに考えておりま

す。 

 産業支援センター以外にといった部分につきま

しては、産業支援センターの手から離れて、離れ

た先でその方々が関係事業者とネットワークを組

むとかいった部分についても、必要があればサ

ポートはかけたいと思っておりますが、まず最初、

関係の方々をつなぎあわせて技術力や資金力を上

げていくっていった部分については産業支援セン

ターが、プラットホームとしての役割を果たせる

ように作業したいというふうに考えます。 
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○議員（谷津由尚）はい、ありがとうございま

す。どのロードマップをみても大体平成２７年度

中に、この実証を先ほどのヘルスケアビジネスの

実証を見きわめるというプランになってるんです

けど、今御答弁いただいたのはだいぶ重たい話で、

相当に効率的に見きわめを進めていかないと、

１年間じゃできないと思います。 

 その辺の見きわめのための準備といいますか、

効率的に進めるための方法というのは、もう構築

は終わってますか。 

○企画政策課長（上大迫 修）今からといっ

たところが正直なところではございますが、この

平成２６年度中の作業を通じて経済産業省であり

ますとか、関係の外郭のほうから人材的な、情報

的なものをいただいておりますので、知り得たそ

のネットワーク、人材等を生かして、そこの私ど

も素人で判断できないようなところは埋めていき

たいというふうに思っております。 

 特に、今回御指摘のありました６０３万

２,０００円といったものにつきましても、外部

に出しながら、そこの持ってますネットワークを

使って、事業としてどこに問題があるのかってい

うところの整理には当たりたいというふうに思い

ます。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。

よろしいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。ここで本案の審査を

一時中止いたします。 

 次に、所管事務調査を行います。当局の説明を

お願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）企画経済委員

会資料といたしまして、まち・ひと・しごとの関

係の資料のほうを数枚の資料提出させております

ので、説明をさしていただければというふうに考

えております。 

 別冊でございます。こちらの資料になります。

パワーポイントはＡ４の横書きのものでございま

す。よろしいでしょうか。ではお手元に資料を準

備していただきまして、地方人口ビジョン及び地

方版総合戦略の策定について取り組みの概要を説

明さしていただきます。 

 １ページでございますが、１ページは昨年特別

国会成立いたしました地方創生２法案のうち、ま

ち・ひと・しごと創生法が示されております。目

的等記載してありますが、目的でございます。第

１条におきまして、少子高齢化の進展に的確に対

応し、人口減少に歯どめをかけるとともに、東京

圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地

域で住みよい環境を確保して将来にわたって活力

ある社会を維持するための施策を総合的かつ計画

的に実施するためのものとしてございます。 

 特にまちとは地域社会を、ひととは地域社会を

担う人材の確保、しごととは地域における雇用の

機会の創出といった形のキーワードでございます。

基本理念第２条に掲げてありますが７つ挙げられ

た理念のうち①、③、⑤がポイントになろうとい

うふうに我々捉えております。 

 ①の潤いのある豊かな生活を営めるよう、それ

ぞれの地域事情に応じた環境の整備を行う。③に

つきましては、結婚から育児について、希望の持

てる社会環境をつくること。飛びまして⑤でござ

います。地域の特性を生かした魅力ある雇用、就

業機会の創出を図ること。これが理念の中で大き

く位置づけられております。これに基づきまして、

国は平成２６年度９月に総理を本部長とします本

部を立ち上げ、人口に関する長期ビジョンととも

に、法の８条でございますが、法の８条に基づき

ました目標や施策を盛り込んだ総合戦略を昨年の

１２月に策定したところでございます。 

 策定の内容は、もう既に御存じかと思いますが、

都道府県、市町村に対しましても取り組み義務で

あるということを明記しながら、要請をしており

まして、市においても策定する旨作業を進めてる

ところでございます。 

 ２ページでございます。 

２ページは、地方長期ビジョン及び総合戦略

を策定した全体のスケジュールで書いてございま

すが、最前になりますが、平成２６年１２月に国

は戦略等決定いたしております。これを受け、地

方に対して国のビジョン、総合戦略等勘案しなが

ら、平成２７年度末までに地方版の人口ビジョン

と総合戦略を策定することを促し、策定の支援を

することとなっております。 

 ３ページでございます。 

ここからが人口ビジョンの内容、策定のイ

メージについて説明さしていただきますが、国の

長期ビジョンを勘案し、それぞれの自治体の人口

の現状を分析しながら、今後目指すべきべき将来

の方向性と人口の将来展望を展示するものってい

う形で求めております。 
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 ビジョンは国と同様に２０６０年とすることを

基本として示されているところでございます。

１点目の人口分析につきましては、総人口、年齢

３区分別の人口、出生数、死亡者数、転入者、転

出者数の時系列の分析に加えまして、出生率や社

会移動の移動率などを加えた推計の総人口の比較

でありますとか、将来に及ぼします生死自然増減、

また転入停止の社会増減の影響等との分析により

まして、人口の変化が地域の将来に与える影響を

きちっと検証し考察しなさいっていうことになっ

ております。 

 その上で、矢印の先になりますけども、将来展

望に必要な結婚から子育て、移住等に関する意識

希望調査を実施あるいは、既存データを活用しな

がら、目指すべき将来の方向性や住民の希望を実

現するための基本的な施策の方向性を整理、希望

出生率などに基づく出生率などから自然増減をど

う見るのか、移住希望などに基づく社会増減から

移動率から社会増減をどう見るのかっていうこと

で、最終的に総人口を３区分等の将来展望を示す

というふうにされています。 

 ４ページでございます。 

現状分析のイメージがそこに示してあります

が、同じことを私どももしいたいというふうに思

っております。現状分析の中で、性別年齢階層別

の地域間人口の分布を調査いたします。どの年齢

層がどこに転出してるのか、どのような影響を受

けているのか、さらには産業における就業の状況

や雇用状況など、人口動態に関する分析を行いま

した。 

 また、将来の人口については、現状値のままで

の推計のほか、出生率が上がったならば、また社

会転入転出人口が変動したならばという想定した

ものなど、複数のパターンを算定し、それごとに

将来の人口に及ぼす影響度を分析いたします。 

 最終的に地域の将来に当たり、影響の分析と考

察を行った上で、生活でありますとか、経済であ

りますとか地方行政ごとにその課題を整理し、例

えば関係分野におきまして、どのようなことから

どの程度の影響が予想されるのかということを共

有したいというふうに考えております。 

 次に、５ページでございます。 

 人口将来展望っていうことで、ここでは目標っ

ていう言葉があえて使われておりませんが、結婚

や出産等に関する認識や規模、地方移住の現状や

規模、大学卒業後の地元就職の現状等々につきま

して、必要な調査を行い、分析をした上で人口減

少の克服に向けた課題等整理し、人口に関して目

指すべき将来の方向性を提示してくことになりま

す。 

 解決すべき課題からどのような方向を定めるの

か等につきましては、これからの答弁になります

が、最終的に２０６０年までを期間としまして、

人口の将来展望を行うこととなります。その際に、

先ほどから出ておりますが、総人口、年齢３区分

についてその整理を行っていくことになります。 

 人口の将来展望につきましては、再三になりま

すが、人口減により影響や課題を踏まえて今後の

施策の取り組みによって、どのように人口変化さ

せていけるのか、いく必要があるのかということ

が命題となっているようでございます。 

 厳密な数値目標とはしていない、数値として将

来展望っていう言葉使っておりませんで、方向性

を示すものであるという考え方で整理をしていき

たいというふうに考えます。 

 次に、６ページでございます。 

総合戦略の内容及び人口ビジョン等の関係に

おいて、示されておりますが、国の総合戦略は人

と仕事の好循環をつくり上げ、地方に仕事を生み

出し、都会から地方に人の流れをつくるという好

循環をつくる地域づくりを進めております。 

 よって、左から二つ目の縦筋になりますけど、

四つの政策が地方における安定した雇用を生み出

し、地方への新しい人の流れをつくり、またその

先には若い世代への期待に応えられる希望が型に

なる社会をつくり、時代に合った地域づくり、安

心な暮らしを守るっていった形が人と一つの流れ

であり、ステップであるというふうに整理をして

いるようでございます。 

 また、基本目標は戦略期間５年の最終年度にお

ける成果指標として、その基本目標ごとに関係す

る複数の項目を設定しております。その上で基本

目標の実現に講ずべき政策をそれぞれ示しており

まして、例えば基本目標の一つに地方における安

定した雇用の創出をする部分でございますが、若

者の雇用創出数を基本目標の生活指標と掲げてお

ります。 

 右側に目を当てますと、具体的な施策として地

域産業の競争力の強化として、②の部分で農林水

産業の成長産業化を進め、その施策の重点指標が
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真ん中のほうにあります、６次産業市場１０兆円、

雇用者５万人創出といった形で設定する流れでご

ざいますので、目標主要施策、真ん中のＫＰＩ重

要業績指標っていうのが相互に相関し、これが組

み合わさってるっていうに御理解いただきたいと

思います。 

 基本目標を盛り込む政策ごとに、重要業績評価

指標は実数施策ごとに５年後の数値目標を掲げて

おりまして、ここを補足し見ていくことで、施策

事業の方向性をつぶさに検証し、見直しをやって

いくっていうなスキームでございます。 

 また、長期ビジョンとの関係は左側にあります

けれども、先ほど説明しました２０６０年時点に

おきます人口の展望と、これを設定する際の人口

減少問題の克服等の数値条件に対して、計画５年

間の総合戦略としての成果目標、施策がどういう

ふうに貢献して結果を生むのかっていうことを相

関さしてみていく形になっているようでございま

す。このため、長期ビジョンと総合戦略は別々に

策定するっていうことではなくて、両輪として一

緒につくっていくものというふうに捉えていると

ころでございます。 

 ７ページでございますが、これは国の総合施策

本部が総合戦略をつくるに際しまして示したもの

でございまして、決して１次で終了するものでは

なく、今後の取り組みを踏まえながら５年ごとに

策定し、常に目標等掲げた部分を検証して、整理

をしていくっていうのを求めているようでござい

ます。 

 次に、８ページでございます。 

地方への多様な支援と切れ目のない政策部分

でございますが、中段の左側にカラーでございま

す、左でございます。国は情報支援としまして、

地域経済分析システムによります情報提供をやり

ます。また、右側の人的支援としまして、地方創

生人材制度、地方創生コンシェルジュ制度により

まして、人的サポートを加えます。 

 最後にお金的な部分としますと、真ん中でいい

ます財政支援ということで流れが築かれておりま

して、今回補正で御審議いただきました地域創生

先行型については、緊急的取り組みとして平成

２６年度からスタートをしておりまして、将来新

しい新交付金制度につきましては、平成２８年度

創設っていうんですか、つくりかえっていう形の

ものがイメージされて作業進んでまいりますし、

直接的な支援のほかに税制や地方財政制度におき

ます支援等のほうもこの資金の中に入っているよ

うでございます。 

 このような状況を踏まえまして、９ページにな

りますが、本市におきます人口ビジョン総合戦略

策定の体制となっておりますが、１月８日に庁内

の本部会議を発足させ、その本部会議の中に先ほ

ど申し上げました総合戦略四つの目標の雇用から

地域づくりの部会、これ部局長からなる部会を設

置しております。 

 また右側のほうにあります、仮称総合戦略検討

委員会は外部組織として産学官金労言ということ

で話をしておりますが、幅広い方々に参画いただ

き、近日中には発足させて、アンケート調査であ

りますとか現状の把握からどこにターゲットを持

っていくべきなのかという。全体的な意見の集約

が図られるよう進めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 済いません、長くなりました、最後１０ページ

でございますが、策定のスケジュールにつきまし

て、国は平成２７年度中の策定を求めております

が、スケジュール間的には平成２８年度の予算や、

それに向けた作業と勘案しますと、上半期がたた

み込んだ作業が必要であるとして、本日示してい

るところでございます。 

 今後、まち・ひと・しごとの関係につきまして

は、内部、外部の組織を立ち上げ、るる作業を進

めていくという形になっておりますので、そう説

明させていただきました。 

 以上で、ビジョン及び総合戦略についての説明

を終わらせていただきます。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がござい

ましたが、これらを含めて所管事務全般について

御質疑願いたいと思います。御質疑ございません

か。 

 長い１０ページにわたるのを簡単に、わかりや

すく説明いただいて、大方が残ってるのか残って

ないのか厳しいところがあるんですけど。また、

いずれかの時期にまたゆっくりとそういう勉強会

でもお願いしたいとは思ってます。それは頭に入

れておいてください。 

○委員（成川幸太郎）最後の１０ページのと

ころに検討委員会が産官学金労言や、住民３４名

程度で構成っていうことで、２月２日に各種団体
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へも委員推薦依頼を出されて、２月の２５日で委

員公募をされたという、現状ではこれは既に開か

れたんでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）作業してる内

容から申し上げますと、それぞれの団体や代表の

方々等に就任依頼、推薦依頼をして既に手元に返

って来ております。一方で住民の公募によります

募集が、本日までというふうになっておりますの

で、今から最終的な意思決定をしまして、できま

すれば３月末、遅くても４月の上旬には会議を開

けるように最後の調整をしていってるところでご

ざいます。まだ開いておりません。 

○委員（成川幸太郎）ではこの予定からする

と、ちょっともうおくれてるっていう形になりま

すね。 

○企画政策課長（上大迫 修）はい、星印の

場所からしますとおくれておりますが、１週間前

後の範囲でおさまってるということで仕事をして

おります。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で企画政策課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△行政改革推進課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、行政改革推進課

の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第２０号薩摩川内市教育に関する事

務の職務権限の特例に関する条例の制定に

ついて 

○委員長（川添公貴）それでは議案第２０号

薩摩川内市教育に関する事務の職務権限の特例に

関する条例の制定についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。 

○行政改革推進課長（上戸理志）行政改革推

進課でございます。 

 議案第２０号薩摩川内市教育に関する事務の職

務権限の特例に関する条例の制定について御説明

いたします。 

 さきにお配りしております２月１３日付の企画

政策部の議会資料１ページに記載がございますが。

１ページです。教育委員会の市民スポーツ課を市

長部局の商工観光部に移管し、これまで以上に平

成３２年度国民体育大会の計画的な準備の推進、

シティープロモーションの強化、競技力の向上、

市民の健康増進を図ろうとするものでございます。 

 このため、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２４条２の規定に基づき教育委員会の職

務権限のうちスポーツに関する事務を市長部局が

管理執行することを条例で定めるものでございま

す。 

 以上、御審査方よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま当局の説明が

ございましたが、議長において紹介した教育委員

会の委員長の意見を本会議で配付してございます。

それを参考にして御質疑願いたいと思います。御

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと求め

ます。次に委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認め

ます。 

 これより、討論、採決を行います。討論はござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はないものと認め

ます。 

 これより、採決を行います。本案を原案のとお

り可決すべきものと認めることに御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

   △議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号を議題といたします。 

 まずは、部長の概要説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）行政改革推進課

の概要つきまして、当初予算概要につきましては

３４ページの下段、１件だけ記載しております。

事務事業等の評価につきましては、事務事業並び

にこれに関連します補助金との一体的な評価を行

政改革推進委員会というガイドの委員会に継続し
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て新年度もお願いする予定です。 

 このほか記載しておりませんけれども、組織の

議案につきまして、採決いただきましたが、市の

政策の動向あるいは情勢の変化によりまして、適

宜組織の見直し、その他市政改革全般に引き続い

て行政改革推進課が取り組むこととしております。

この後予算概要につきまして、課長から説明いた

します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）それでは、補足説明を

お願いいたします。 

○行政改革推進課長（上戸理志）それでは歳

出予算の説明をいたします。 

 行政改革推進課の予算は、予算調書の

１０１ページになります。 

 事項市政改革費は、市政改革にかかる経費

１,１００万７,０００円でございます。経費の主

な内容のうち全体調整を臨時職員雇上料は、当初

予測することができなかった業務量の増加などに

対応するため、臨時職員の全体調整枠分でござい

ます。 

 次の内部情報システム保守業務委託は、電子決

裁、文書管理、庶務事務、グループウェアのシス

テムや機器の保守委託料でございます。 

 その下の内部情報システム機器一式賃借料は、

今ほどのシステム機器のリース料でございます。

なお、歳入予算はございません。 

 以上で、行政改革推進課の予算について説明終

わります。御審査方よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございます。

ただいま説明がございましたが、これより御質疑

をお願いしたいと思います。御質疑ございません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認め

ます。 

 次に、委員外議員の質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認め

ます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を

行いますが、当局よりの報告はないようでござい

ます。所管事務全般について御質疑願いたいと思

います。 

○委員（江口是彦）これ一般質問でうちの会派

が出していた問題ですけど、甑はひとつ推進室が

４月から発足されるわけですが、もう繰り返しに

なりますけど、甑での担当部局は今なんか今後検

討してるってことでしたけど、いわゆる甑はひと

つ推進グループが一つできて、職員的には何人体

制になるんですか、本庁の場合。お願いします。 

○行政改革推進課長（上戸理志）組織の人数

については、現在のグループよりは、まず室にな

るということで組織は拡充されます。職員のほう

も充実させたいというとこでございます。数につ

いては、今のところ控えさせていただきたいと思

います。 

○委員（江口是彦）気になってるのが、だから

甑の一緒に現場の声を直接今度はこの推進室に上

げたりするわけですから。また推進室から支所に

指示が出たり、調査の指示が出たりするでしょう

から、そのときはどこが窓口っていうか担当にな

るのかをお聞かせください。 

○行政改革推進課長（上戸理志）現在のグ

ループから推進室できましたので、これは本庁横

断的にいろんな業務活動ございます。それから支

所、甑４支所とのやりとり、カウンターパートこ

ちらのほうも推進室でございます。業務量はふえ

ますので、もちろん人員についても現在よりも拡

充したいと思っております。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）様子を見さしてください。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○委員（成川幸太郎）本会議の中で支所の再

編ていうか見直しっていうことが出てましたけど、

そろそろこの中で支所の縮小とかセンター方式で

あるとかいろんな話が出てましたけども、具体的

なものは見えてなかったんですけども、今後どん

な感じになっていきそうなんです。 

○行政改革推進課長（上戸理志）支所再編に

つきましては、一般質問でも市長が答弁をされた

ところでございます。 

 昨年の９月、それから１２月、センター方式と

うについても議員の方々からも質問が出たところ

もございまして、市長、本会議場で発言されまし

たとおり、そういったところも含めて新しいスタ

イルも含めて、新しいセンター方式も含めて検討

していきたいというところで、私たちもそれに沿
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った形で今後検討等は進めていただければなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（成川幸太郎）今年度中につめて、あ

る程度の案がまとめるのはいつごろになると。 

○行政改革推進課長（上戸理志）スケジュー

ルにつきましては、今これまでの過去の経緯でい

きますと、平成２０年のセンター方式。平成

２４年の市民サービスセンター、そういった過去

の経緯もございます。計画的に進めてきた支所等

の再編計画もございましたが、現在の新しい市長

が答弁された見直し、支所の再編等については、

まだ計画的には白紙でございます。今のところ計

画は申し述べる段階ではございません。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）そういうのが、ある程

度の方向性とか、スケジュールとかっていうの見

えたら早目にまたお知らせをお願いしたい。 

○行政改革推進課長（上戸理志）本会議場で

市長も早期にという表現もございましたので、ま

たそういったとこはしっかりと検討しながら計画

等が立った段階で、議員の皆様にも説明させてい

ただきたいと思っております。 

○委員長（川添公貴）ほかにございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ各論でした。

今回の機構改革に伴って、４月１日からのいわゆ

る市民相談業務が包括的に保護課のほうに業務移

管されました。そういったときに以前ちょっと私

もお話は触れたんですが、市政全般に市民生活に

かかわる全ての相談業務を保護課が受けるってい

う形なんですが、いわゆる保護課と言いますと生

活保護を主体とした課になってしまうので、市民

相談に来られた方々が、あの人たちは生活保護の

相談に行きよったもんじゃがというような誤解を

招かないような、相談のいわゆる受け付け、誤解

を招かないの受け付け体制をというようなお話を

申し上げておきましたが、そこらあたりの御配慮

はどんなふうにお考えですか。 

○行政改革推進課長（上戸理志）９月、

１２月の段階で小田原委員のほうからそのような

指摘がございました。早速その件につきましては

市民福祉部長、それから担当課のほうには、こう

いう意見がありまして、その当時は名称も含めて、

まだ名称も確定しておりませんでしたので、名称

も含めて配慮お願いしたいということを申し伝え

てあります。 

 ただ、現在レイアウト等につきましても、進め

ておりますが、そういう配慮もしながらも、やは

り相談業務を効率的に回せるような体制っていう

形で今進めておりますので、明確にそこのところ

をしっかりと場所的に分けるとか、そういった段

階まではまだいっておりません。 

 以上でございます。 

○委員（小田原勇次郎）最後に一つ要望をな

んです。要望としていわゆる市民相談、市民全般

の相談を包括的に移管するということに関しまし

ては、市民の方々が、気安く相談に伺えるような

そういう体制づくりを、またぜひともお願いをし

ておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はございませんか。 

○議員（谷津由尚）所管事務全般ということで、

定員適正化方針が進む中で、御存じのとおり職員

の方の年齢別の人数のバランスが非常にアンバラ

ンスになってまして、今からこれを是正するとい

う採用基準で動かれると思うんですけど、行革、

行政改革推進課さんとして、これを是正するため

の何らかのいろんな改革ですとか方針がないと、

今のままではちょっと５年先、１０年先、５年先

ぐらいから明らかに問題出てくるだろうと思うん

です。その辺については、何か今方策をお持ちで

すか。 

○行政改革推進課長（上戸理志）今の谷津議

員からの御指摘、これも一般質問等でもございま

した。ピラミッド、職員構成ピラミッドについて、

極端に若年層については少ない、そういった形に

なっております。総務課等ともそこは連携をとり

ながら、早速今年度につきましては昨年よりも採

用枠、これはホームページに人数っていうか、合

格者のほうは出ておりますので、それを比較して

いただければ、昨年よりもまず採用の数というの

はふえております。 

 あとは年齢についても、年齢資格等についても、

また今後、どこまでそこを緩和していくか、そう

いったところも総務課等とも協議をして、なるた

け若年層、今少ない職員の年代層をしっかり拡充

できるように進めていきたいと思っています。 

 以上でございます。 
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○議員（谷津由尚）採用についてはわかりまし

た。その業務の改善という実際の事務事業の改善

とか、そういう部分に及ぶ改革案というのはない

んですか。 

○行政改革推進課長（上戸理志）定員適正化

方針にもアウトソーシング度についての記載ござ

います。これまで、敬老園、和光園、それからバ

ス、交通事業です、そういったところ、アウト

ソーシング取り組んでまいりましたけど、今後も

民間でできるものは民間に業務のほうをシフトし

て、職員のほう平成３２年に１,０００人ってい

う形で定員適正化方針掲げておりますので、こち

らのほう実現に向けて取り組んでまいりたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）支所の問題について、

わかった時期には出していただきたいんですが、

慎重にゆっくりと調査され、提出されるように希

望しておきたいと思います。 

 以上で、行政改革推進課を終わります。御苦労

さまでございました。 

 次のコミュニティ課が予算がたくさんあるんで、

ここで休憩したいと思います。ここで休憩します。

再開は１５時１０分、よろしくお願いします。 

         ～～～～～～～～～     

         午後２時５６分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後３時 ８分開議 

         ～～～～～～～～～   

○委員長（川添公貴）それでは、休憩前に引

き続き、会議を開きます。 

────────────── 

△コミュニティ課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、コミュニティ課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第２１号 薩摩川内市集会所条例の 

一部を正する条例の制定について 

○委員長（川添公貴）それでは、議案第

２１号薩摩川内市集会所条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。当局の説明を

求めます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）議案第

２１号薩摩川内市集会所条例の一部を改正する条

例の制定について、議会資料をお手元にお配りし

てありますので、それに基づき説明をいたします。

資料の２ページでございます。 

 条例改正の概要ですが、薩摩川内市公有財産利

活用基本方針に基づく財産仕分け、利活用方針に

基づき、次に掲げる集会所の財産処分を行うため、

その用途を廃止をしようとするものでございます。 

 対象施設とその内容ですが、樋脇町の総合休養

会館は下之湯公衆浴場と一緒に譲与。東郷町の三

ヶ郷地域農業活動拠点施設は、管理する地域の自

治会に譲与。下甑町の片野浦浜田地区集会所は、

老朽化のため解体としております。 

 今後のスケジュールでございますが、三ヶ郷と

片野浦集会所につきましては、平成２７年４月

１日からその用途を廃止し、譲与、解体の方針に

基づき進めていきたい。 

 （２）ですが、総合休養会館につきましては、

水道局管理の下之湯公衆浴場施設が併設されてお

りまして、一体として譲与を進めるため、平成

２８年４月１日を用途の廃止としております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ただいま当局の説明が

ございましたが、これより質疑を行いたいと思い

ます。質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認め

ます。 

 これより討論、採決を行います。討論はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はないものと認め

ます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号を議題とします。ま

ずは、部長の概要説明をお願いします。 
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○企画政策部長（永田一廣）引き続き、コミ

ュニティ課の概要を説明いたしますが、先ほど集

会所条例の一部改正条例、可決いただき大変あり

がとうございます。 

 それでは、コミュニティ課につきましては、予

算概要の３５ページ上段からになります。 

 まず、防犯灯維持管理事業、これは本市が管理

します防犯灯の維持管理、並びに自治会等防犯灯

を設置されます団体へ補助するもの。 

 中段の生涯学習推進事業は、フェスティバルの

開催、その他。次の市民活動支援補助金、これに

つきましては、共生・協働のまちづくりを進める

ため、市民活動団体の育成、または、その活動を

促進するものでございます。 

 めくっていただきまして、３６ページ、上段。

ゴールド集落活性化事業補助金は、これは第２期

の制度として、新年度２年目に入ります。記載の

四つの補助制度によりまして、ゴールド集落の活

性化を図るものでございます。 

 中段、地区コミュニティ活性化事業は、地域の

活性化あるいはコミュニティビジネスの創出、あ

るいは拡充を狙いとするもので、このビジネス

コースは、新年度２年目を迎えるものでございま

す。 

 下段、コミュニティマイスター事業、これは継

続事業、地域にお住いの技術者、マイスターのボ

ランティアによりまして、市の施設あるいは地区

コミ、自治会所有の施設を改修、改善していただ

き、安全性、利便性を高めていただくものでござ

います。 

 ３７ページになります。パソコン更新は５年を

経過します４８の地区コミセンに配置しておりま

すパソコンを、新年度更新するもの。次の自治会

活動支援事業と一番下の地区コミュニティ支援事

業、この２件は共同参画、市民参画のまちづくり

の観点から交付金という形によりまして、それぞ

れ自治会、地区コミの活動を支援するものでござ

います。なお、後ほど説明いたしますが、集会所

譲渡に伴います交付金についても、新年度におき

ましては、この二つの交付金に加算しております。 

 次に、３８ページになります。ボランティアセ

ンター事業運営補助金、継続事業でございますが、

関係団体の市民活動の交流連携の促進とリーダー

等の人材育成のため、社会福祉協議会のボランテ

ィアセンターの運営に対し、補助するものでござ

います。 

 最後になります。男女共同参画推進、これは例

年どおり、講座やフォーラムの開催などを通じま

して、男女共同参画社会形成の推進を図るもので

ございます。なお、当５０人委員会につきまして

は、５期１０年を経過しておりまして、これまで

の実績をふまえまして、新年度におきましては、

その会の名称、構成人員などを模様替えする予定

でございます。また、新年度では成川委員のほう

から御質問いただきましたが、第２次の基本計画

策定を予定しておりまして、現在その準備作業を

進めているところでございます。 

 以上、私のほうからは説明を終わりますが、予

算概要につきまして、課長から説明いたします。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）それでは、補足説明を

お願いします。 

○コミュニティ課長（十島輝久）それでは、

初めに歳出から説明をいたします。 

 予算調書の１０２ページをお開きください。 

 上の表からですが、２款１項２目事項、文書発

送事業費は、市広報紙等を自治会へ発送する事務

に係る経費で、事業費７１２万１,０００円の内

訳は、文書発送の準備を行う際に雇用する臨時職

員の賃金及び自治会への文書発送業務委託が主な

ものでございます。 

 次に、下の表でございます。 

 事項、男女共同参画政策費は、男女共同参画社

会の推進に係る経費で、事業費３９３万

４,０００円の内訳は、男女共同参画審議会委員

１６人の報酬ほか、各種委員講師等の謝金、男女

共同参画フォーラムの開催にかかわります経費と、

平成２７年度は第２次の男女共同参画基本計画策

定の年となっておりますので、計画の印刷等に係

る経費が主なものでございます。 

 次に、１０３ページです。 

 事項、生涯学習推進事業費は、生涯学習フェス

ティバルの開催、生涯学習の推進に係る経費で、

事業費５９５万２,０００円の内訳は、生涯学習

推進にかかわります委員等の謝金のほか、フェス

ティバル、コミュニティマーケットに係る業務の

委託料が主なものでございます。 

 次に、同ページの下の表でございます。 

 事項、防犯灯管理費は、市が管理しております

防犯灯の維持管理費、自治会等による防犯灯設置
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への補助に係る経費で、事業費１ ,２０４万

１,０００円の内訳は、防犯灯の電気料、修繕料

などの経費と自治会がＬＥＤなどの設置のために

必要な補助金が主なものでございます。 

 次に、１０４ページでございます。 

 事項、自治会育成費は、自治会の活動を支援す

る交付金及び自治会長運営説明会開催に係る経費

で、事業費１億２,６４５万４,０００円の内訳は、

自治会長の永年勤続表彰の記念品代や自治会の活

動を支援するための自治会への交付金が主なもの

です。 

 ここで、先ほど部長の説明でもありました集会

所譲渡に係る交付金について、委員会資料で御説

明をさせていただきます。 

 資料の１０ページでございます。 

 コミュニティ課では、資料に記載の１９集会所

について、自治会またはコミュニティ協議会に集

会所を譲渡する予定で、地域と現在、調整を行っ

ているところでございます。これまで、ほとんど

の集会所において、平成２３年度から平成２７年

度までの５年間の無償の貸し付けを行い、平成

２８年度の譲渡に向けて進めてまいりました。譲

渡に向けて、地域と調整をする中で、施設の維持

補修の要望が数多く出されております。この補修

要望の取り扱いについて、各集会所ごとに個別で

補修対応していては、対応のばらつき、また地域

による不公平感が生じるとのことで、公有財産利

活用検討委員会で対応を検討していただきまして、

それぞれの集会所の譲渡時に維持補修費として交

付金を支払うことといたしました。その交付金に

つきましては、下に示してありますとおり、均等

の交付金として８０万円、築年数交付金として築

年数に５万円を掛けた上限を３０年、１５０万円

としております。 

 また、エアコンのない集会所につきましては、

エアコンの設置費用を加算しているところでござ

います。また、そのほか、建物の所有権移転登記

に必要となる登録免許税につきましても、市のほ

うで負担することとしております。 

 今後のスケジュールでございますが、ほとんど

の集会所の譲渡は、平成２８年度からを予定して

おりますが、一部に早期の譲渡ができそうな自治

会もあることから、できる集会所につきましては、

前倒しして平成２７年度中の譲渡を進めていきた

いと考えております。 

 なお、今回の予算で自治会に譲渡する分につい

ては自治会育成費で、コミュニティ協議会へ譲渡

する部分については、コミュニティ推進費のほう

に予算を計上しているところでございます。 

 以上で集会所にかかわります譲渡の予算の説明

は終わらせていただきます。 

 それでは、また予算調書に戻っていただきまし

て、１０４ページの下の表でございます。 

 事項、自治会館施設整備補助費は、自治会が整

備する自治会館の新築、補修等への補助金に係る

経費で、事業費１,３００万１,０００円の内容は、

吉野山自治会館の新築補助金３６０万円ほか各地

域の自治会館の屋根、外壁などの補修等に係る補

助金でございます。 

 次に、１０５ページです。 

 事項、集会所管理費は、集会所の維持管理に係

る経費で、事業費２,０９８万３,０００円の内訳

は、市で管理する集会所の光熱水費や修繕料など

の維持管理に係る経費が主なものでございます。 

 同じく下の表のコミュニティセンター管理費で

ございます。コミュニティセンター維持管理に係

る経費で、事業費７,８８３万円の内訳は、セン

トピア及び亀山地区コミュニティセンターを初め、

３８の地区コミュニティセンターの管理代行委託、

または修繕料、改修工事等の維持管理経費のほか、

全国市長会市民総合賠償補償保険、また先ほど部

長の説明にもございましたコミュニティセンター

のパソコンの更新のための備品購入の経費が主な

ものでございます。 

 次に、１０６ページの上の表でございます。 

 事項、コミュニティ推進費は地区コミュニティ

協議会、市民活動団体等の活動支援及び共生、協

働の推進に係る経費で、事業費２億４,７３４万

２,０００円の内訳は、まず８名の地区コミュニ

ティ協議会での直接雇用の主事を除く、コミュニ

ティ主事４０人分の報酬と市民活動情報サイトに

かかわります経費、また、コミュニティマイス

ター事業、地区コミュニティ活性化事業補助金と

しては基本コース、新たに２６年度から設けまし

たビジネスコースの２コース、また、市民活動支

援補助金につきましては、スタートアップコース

とステップアップコースの２種類の補助金を設け

ております。 

 また、財団法人自治総合センター宝くじの普及

広報事業として地区コミへの備品費助成金の一般
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コミュニティ助成事業補助金、最後に４８地区に

交付しております地区コミュニティ協議会運営交

付金等が主な内容でございます。 

 次に、同ページの下でございます。 

 事項、ゴールド集落活性化事業費は、過疎、高

齢化が進むゴールド集落の活性化を支援する補助

に係る経費で、事業費２,５４５万円の内訳は、

高齢化率６０％以上の自治会へのゴールド集落重

点支援地区補助金、ゴールド集落の自主活動を支

援します補助金、また、ゴールド集落支援地区コ

ミュニティ協議会活動補助金及びゴールド集落の

支援市民活動補助金の四つの補助金でございます。 

 ここで、ゴールド集落の状況について、資料で

説明をいたします。 

 先ほどの委員会資料の１１ページをお開きくだ

さい。１１ページと１２ページになります。 

 ゴールド集落につきましては、１月１日現在

６５歳以上の者の割合が５０％以上の自治会で、

平成２７年度の該当自治会は３８地区コミの

１２５自治会で、昨年度より１６自治会がふえて

いる状況でございます。また、網かけをしてある

自治会につきましては、高齢化率６０％以上の重

点支援地区の４６自治会で、昨年度より１３自治

会がふえております。周辺自治会の高齢化が進ん

でいるということが伺えるようでございます。 

 また、資料の右端の欄でございますが、これは

特例ゴールド集落として、平成２７年度から非該

当となった自治会で５自治会ございますが、この

自治会につきましては特例ゴールド集落として、

平成２７年度に限り自主活動支援補助金について

は申請がある自治会については、補助することと

しております。 

 以上で、ゴールド集落の状況につきましては説

明を終わります。 

 再度、予算調書をお願いいたします。

１０７ページでございます。 

 ９款１項６目事項、災害予防応急対策費４０万

円につきましては、災害時における自治公民館敷

地内等の崩土除去に係る経費の特別災害復旧補助

金でございます。 

 次に、１１款４項１目事項、現年公用・公共施

設災害復旧事業費７０万円は、台風等の災害によ

る施設補修に係る経費で、地区コミ、集会所など

の公共施設の災害復旧修繕料でございます。 

 引き続き、歳入について説明をいたします。 

 予算調書の１７ページでございます。 

 １４款１項１目使用料は、予算額３５１万円で

地区コミュニティセンター、集会所、セントピア

の施設使用料、冷暖房使用料等が主なものでござ

います。 

 次に、１４款２項１目手数料は、予算額５千円

で自治会等への地縁団体証明書交付手数料でござ

います。 

 次に、１６款３項１目県委託金は、予算額

１３８万８,０００円で県の広報紙、県政かわら

版配布に伴います事務委託金と、ＮＰＯ法人の認

証事務等の権限移譲に伴います事務委託金でござ

います。 

 次に、１７款１項２目財産運用収入は、予算額

１３万９,０００円で市民活動支援基金の利子収

入でございます。 

 次に、１９款１項６１目基金繰入金で、予算額

２,１６１万１,０００円、これにつきましては、

コミュニティ推進費の地区コミュニティ活性化事

業補助金、市民活動支援補助金、環境保全対策費

の快適環境づくり補助金、花いっぱいまちづくり

推進事業及び公園管理事業費の緑化整備事業の財

源として、市民活動支援基金からの繰り入れに伴

うものでございます。 

 最後に、２１款５項４目雑入でございます。次

ページにかけて記載してありますが、予算額

１,１２２万４,０００円で、コミュニティセン

ター、集会所の電気料実費収入、また、全国市長

会市民総合賠償補償保険、一般コミュニティセン

ター助成事業助成金として、自治総合センターの

宝くじ普及広報事業としている地区コミの備品購

入等の助成金などでございます。 

 以上、コミュニティ課分に関する平成２７年度

当初予算についての説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がござい

ましたが、これより質疑を行いたいと思います。

御質疑ありませんか。 

○委員（杉薗道朗）１点だけ、防犯灯設置費補

助金の関係です。前年度に希望調書をとられて、

それに基づいて、一応予算措置をしてあるという

ふうに理解をいたしますが、中身について、ほぼ

ＬＥＤ灯等に変わりつつあるんじゃないかと思う

のですが、把握されている基数等々、わかれば教

えてください。 



－50－ 

○主幹兼コミュニティ・生涯学習グループ

長（田中英人）要望につきましては、平成

２７年度８６の自治会で、地区コミが４地区コミ、

通り会等が２件ございます。内訳につきましては、

蛍光灯が２４基、ＬＥＤが２８０基、永久昼光管

が４２本、木柱が８本となっております。 

 以上でございます。 

○委員（杉薗道朗）冒頭申しました蛍光灯から

だんだんとＬＥＤのほうに、だいぶ移ってきてい

る状況もありますし、ＬＥＤですと器具１万

２,０００円補助が出るわけで、今後もそのよう

にだんだんそちらのほうが多くなってくるかなと

いう思いの中で、この４００万円という数字が、

前年度はあれしませんでしたけれども、平成

２７年度これから先、また少し上がっていく可能

性もあるのかなと、もうちょっと補助率というか、

要するに金額が増してくるのではないかなと、Ｌ

ＥＤに変わっていくことによって、そこあたりの

予算組みは、平成２７年度はこれでいきますけれ

ども、将来に向けてはどのように推移を検討され

ているか、お考えがあればお示しいただきたいと

思います。 

○主幹兼コミュニティ・生涯学習グループ

長（田中英人）平成２６年度当初２５０万円の

補助金を当初予算していたのですけれども、杉薗

委員がおっしゃるように、ＬＥＤの要望等が多く

て、１２月補正で１００万円の補助をして

３５０万円にしております。前年度と比較しまし

ても、１５０万円の今回、増という形でさせてい

ただいております。ただ全部が今後、まだそこが

普及するということになれば、平成２８年度につ

いてもまた再度検討しなければならないと考えて

おります。 

 以上です。 

○委員（杉薗道朗）はい、これはそういう方向

で推移していくんだろうなというふうに思います。

先だって、近くの自治会の防犯灯が器具が不良と

いうことで、交換ということで、もう既に３月に

入ってからでしたから、当然予算は全部消化して

もらって、もうどうしようもないということで、

自治会の自己負担というふうになったのですけれ

ども、それらも含めれば、やはりこれからふえて

いく可能性もあると思いますので、そこらあたり

は、また重々配慮しながら、次回の予算組みに生

かしていただければなと思うところで、要望的な

部分でございました。はい、わかりました。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）集会所の譲渡についてを、

ちょっとお聞かせください。 

 １９施設をバッと眺めてみると、新市でできた

のは二つだけですかね。あとは全部、合併前に各

市町でつくられたんだと思います。そのときのつ

くられた設置目的等いろいろあったと思うのです

けれど、集会所としてつくられているのはどれぐ

らいあるのか。それと、集会施設をもう譲渡する

から、無償で譲渡するといわれても、あくばって

ちゃおかしいですけれど、身の丈にも、なかなか

２階建ての鉄筋のあれなんかもあるんでしょうか

ら、その自治会の規模との関係もありますけど、

そういう非常にあくばってらっしゃるところもあ

るんじゃないかなと予想するんですが、その辺の

話し合いはうまくいきそうなのか。 

 それとも一つ、こういう集会所というのは、投

票所だとか、人権相談とか、いろいろな健康相談

とかのときの相談場所とか、もちろん避難施設と

して使っているところもあるでしょうし、行政が

どうしても使うような場合がありますよね。投票

所なんかも、多分、相当対象になっているんじゃ

ないかと思うのですけど、そういう場合はどう。

逆に言うと、そこを無償で譲っているとすれば、

そこの自治会の所有なんでしょうから、そこに借

りて、例えば使用料を払って、行政が使わせても

らうとなるのか。そういうことも含めて、ちょっ

と一般的なことを教えてください。 

○コミュニティ課長（十島輝久）３点ほどあ

ったかと思いますが、まず集会所目的で建てた建

物なのかどうかということですが、補助先はいろ

いろなところの補助先ですが、使用しているとこ

ろが自治会、または地域のそういう地区コミとか

そういうところということで、合併後コミュニテ

ィ課が所管するようになっております。いろいろ

な意味で、補助先が違いますので、それまではそ

れぞれの課が所管していたことだと思いますが、

コミュニティ課ということで、自治会担当という

ことで、集会所が数多く移管されているのが実情

ではございますが。進め方としたら、これから自

治会と話をする上では、うちの課が主体的にしな

いといけないのかなということで、利用法として

も当然自治会が今まで使っていた、または市の集

会的な部分も含めて、自治会に管理をお願いをし
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た施設が全てでございます。 

 あと、大きな集会所とか、そういうのもあるが、

自治会に譲渡をして大丈夫かという質問だったか

と思います。先ほどちょっと説明いたしましたと

おり、いろいろなやはり大きな箱を管理すること

になりますので、いろいろな意味で当面の維持補

修の諸経費を、こちらで当初は改修しようと考え

ていたのですが、要望もばらつきがあったり、対

応も当然、行政の対応もばらつきが出てくる可能

性がありましたので、こういう形で交付金を払う

ことで、各自治会で今後計画的に整備をしていく

ということで、平成２７年度にこういう形で予算

をお願いしたところでございます。 

 あと３点目、投票所や行政が使う施設として、

今後も大丈夫なのかということでしたけど、自治

会がこれを受けないとなりますと、集会所機能は

一応閉鎖するという方針でございます。ですが、

一般質問でもありましたとおり、投票所なんかは、

どうしてもすぐ変えられませんので、その辺は当

面、存続していくべきだということで、選管とは

協議をしております。ただ、自治会が受けた場合

は、自治会から借り上げる形で行政も使用はさせ

ていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）これからのことなんでしょ

うけど、１９施設でどうしてもやっぱり閉鎖せざ

るを得ない。諸事情で、例えばここの自治会は、

ほかに代替の小さいけど、そこの集会所を自分た

ちは利用するとか、他の施設を利用するとかとい

うこと等があって、閉鎖せざるを得ない施設とい

うのは出てきそうなのですか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）本年の１月

の末から２月にかけて、各自治会の役員の皆さん

に、しっかり説明に回りました。なぜかと言いま

すと、総会で実際協議をしていただかないと、今

までも端々では説明はしているのですけれど、そ

の辺が迫ってきましたので、説明をしております。

そういう中で、皆さんに問いかけた中で、結論は

出てくると思いますが、今の感触では、皆さんは

受ける方向で、前向きに話はしていただいている

ところです。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）はい、わかりました。 

○委員長（川添公貴）ほかにございませんか。

質疑はない、尽きたと…。早く挙げてください。 

○委員（小田原勇次郎）済みません。ちょっ

と遅かったですけど。 

 ２点ほど。１点目は、コミュニティ課の皆さん

方も非常に、土日も休日返上で一生懸命取り組ん

でおられる地域資源の利活用事業という。いわゆ

る地区コミ単位で活性化するように、いろいろと

ノウハウを、事業ができるようなノウハウを覚え

て、いろいろと勉強していただくという形で、平

成２６年度もＮＰＯへの委託事業２５０万円計上

されておりましたが、本年度予算措置がされてい

ないものですから、ここあたりはもう事業として

取りやめにされるのか。そこあたりの考えをお聞

かせください。 

○コミュニティ課長（十島輝久）この地域資

源利活用事業につきましては、平成２５年度から

モデル事業ということで、２地区を選定して、

２６年度までの４地区を実施したところでござい

ます。当初の計画から２年をモデル事業として、

その２年間の間に職員が一緒になって事業を行う

中で、３年目以降につきましては、職員の直営で

地域に入って、これまで２年間はＮＰＯに委託を

して、事業をやっておりましたので、３年目、こ

としにつきましては、職員が地域に入って、同じ

ような事業を進めていきたいというふうに考えて

おります。それにつきましては、予算的に７０万

円ほど、ちょっと溶け込んでいるので出てきてお

りませんが、いろいろな費目に分けて要求をして

いるところです。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）職員の皆さん方も、

非常にこの地域の中に入って、地域の皆さん方が

事業を実際にできるようにということで、一緒に

なって取り組んでおられることに、まず敬意を表

したいと思います。そうしましたときに、ことし

もコミュニティ主事が２名減になっているのです

が、予算措置として、やっぱりそういうノウハウ

を各地域のコミュニティ主事さんに伝授していっ

ていただいて、自主的に職員の方がさらにコミ主

事さんが自主的にそういう活動を取り組んでいけ

るような、そこあたりのＯＪＴじゃないんでしょ

うけれども、そういうノウハウを伝授していって、

御指導いただければなと、そのためのコミ主事さ

んの役割かなと思っておりますので、そうしない

と皆さん方が４８地区ずっと回って指導して回ら

なければいけませんから、そういう働きかけをぜ
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ひお願いをしたいなというところで、これは要望

です。 

 １点は、ちょっと小さい予算でした。男女共同

参画政策費の中に、ことしは新規予算で日本女性

会議負担金というのが上がってきていたものです

から、急にポッと上がってきたので、これは理由

をお聞かせ願いたいなと思ったところです。 

○課長代理（上口敬子）御説明いたします。 

 急に出てきたわけではございませんで、昨年度

も開催されていたんですけれども、ちょうど本市

の１０月１９日に男女共同参画フォーラムを実施

したのですが、ちょうど日にちが重なりまして、

参加できないのがあらかじめわかっておりました

ので、本年度は計上しておりませんでした。来年

度は、公募委員も含めて、女性のスキルアップを

図っていきたいと考えております。 

○委員（瀬尾和敬）集会所のことについてお伺

いしたいのですが、ここに１９施設について譲渡

ということが出ています。５８０余り自治会があ

るわけですが、自分たちのところで、昔から自分

たちの手でつくって、自分たちの手で守っている

というところも大半だと思うのです。ここにある

１９というのは、それぞれ市や町の都合によって、

ときの自治体がつくって提供したということなん

ですか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）ほとんどが

そういう形になりますが、中には補助事業の中で、

地元も負担した集会所というのも幾つかございま

す。そういった意味では、先ほどちょっと委員長

も言われました。取り上げた感があるという部分

も、地元で怒られた、譲渡に来ましたって説明を

したら怒られたケースもございました。 

○委員（瀬尾和敬）私事で恐縮なんですが、私

のところの自治会館は昭和４年にできた自治会館

なんです。平成じゃなくて、昭和４年なんです。

８６年目を迎えているのですが、これまで自分た

ちの手でこそくったり、何回か、私が覚えている

範囲では、市から助成をもらって、中を改造とい

うか、したことがあります。８６年でありますの

で、可能ならば、これを９０年、１００年と続け

ることができればいいなと思っているのですが、

１回、例えば助成を受けてやりくりしているので

すが、今後もう一回、もちろんクーラーもありま

せんから、今後またさらにこの部分をこうして手

直しをしたいとかというときには、そういうやり

方というのは、この予算の中であるわけですか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）自治会館整

備費というのがありますけれど、そこで３分の

２の補助で上限６０万円という補助がございます。

それをぜひ活用していただくという形が一番いい

のかなと。それともし昭和４年ですので、新築さ

れたいなというのであれば、世帯規模によります

が、３００万円以上の新築補助もございますので、

そういう御要望があれば、御相談に来ていただけ

ればと思います。 

 あと、言い忘れましたけど、どうしても前年度

に要望をとりますので、そのときに予算獲得をし

ないといけませんので、要望時に必ず要望を出し

ていただかないと、新年度の予算に反映しないと

いうことがございますので、ことし２７年の夏場

ごろに要望調査をしますので、そのときに平成

２８年度の予算に乗せるための要望を行っており

ますので、お願いします。 

○委員長（川添公貴）課長、あわせて宝くじ

もあったでしょう。そこ辺の説明も一緒に、そう

いう情報。 

○コミュニティ課長（十島輝久）宝くじ助成

ということで、平成２７年度は該当がなかったの

ですが、５分の３で上限１,５００万ですかね。

それだけ高額のやつですが、宝くじ助成事業とい

うことで、宝くじみたいでなかなか当たらない。

全国的に申込みがございますので、ただ要望をし

続ければ、結構、薩摩川内市は毎年当たっており

ますので、平成２６年度も野首が９６０万円でし

たか、補助をもらって新築しております。その辺

もあわせて御相談いただければと思います。 

○委員（江口是彦）参考のために、集会所を持

たない自治会というのも結構多いんじゃないかと

思う。ここ一番大きい大坪自治会なんかというの

は、集会所を持たないのです。だから、全部役員

会も総会も、三筋を借りて総会もするんですけど、

そういうものの補助はないんですよね。いつも借

りてするんですけど。 

○コミュニティ課長（十島輝久）確かに持っ

てらっしゃらない、大体３割近くが自分の自治会

館を持ってらっしゃらない。個人の家でされたり

とか、よそを借りたりとかしてされているという

ことで伺っていますが。新築をされるというので

あれば、その補助金は適用できると思いますが、

借り物の自治会館はちょっと補修、補助は厳しい
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かと思います。 

○委員（小田原勇次郎）予算でちょっと小さ

なことですけど、もう一つ聞くのでした。自治会

育成費の中で、自治会再編推進協議会の補助金と

いうのが、昨年３万円の予算に対して、ことし

１５万円、５倍の予算をつけてあります。一般質

問等でもあったのでしょうか。いわゆる自治会が

体をなさなくなってきているという自治会がふえ

ている中で、この予算組みは再編に少し前向きに、

行政として踏み込んで、再編にいこうというあら

われなのかなと感じたのですが、そこあたりはい

かがでしょうか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）実を言いま

すと、前向きというか、やはり自治会再編はまだ

行政のほうから積極的に入っていないというのが

現状です。ただ、地域でやはりこういう話がそれ

ぞれ進んでおりまして、平成２６年度も鹿島地域

が七つあるのが三つにまとまるということで、今

もそういうことでスタートするということで話は

聞いております。 

 また、ほかの地域においても、なかなかその地

元でそういう話が出てはいるのですが、私どもも

行って説明をしたりもしております。なるべくそ

ういう小さい自治会が減るように、組織を大きく

するようにということで、働きかけていきたいと

いうことで、毎回会長会とか、そういうところで

は説明しているところです。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）最後にさせていただ

きます。自治会が以前、運営の補助金だった時代

から、いわゆる事務処理のいろいろな部分の中で

交付金に変わったということですから、交付金に

変わったということは、そのまま満額、いわゆる

精算処理が必要なくなるわけですから、そうした

ときに私の認識では、ある地域によっては、交付

金だけで自治会を運営しておられて、ほとんど会

費収入がなくて、自治会の体をなしておらないと

いうところもある小規模の自治会があるというふ

うに認識をしております。そうしたときに、やっ

ぱり何もしていなくても、役員さんを決めたり、

いろいろな部分が出てきますから、やっぱり再編

して、ある程度自治会活動ができるような運営形

態を御指導されたほうがいいのかなと、あまり強

い要望はしませんけれども、されるという意思表

明でしたから、そこあたりも念頭に入れて、取り

組んでいただければなと思うところでありました。 

 以上です。 

○委員（杉薗道朗）済みません。１点だけ。こ

の自治会運営の手引き等印刷ということでありま

すが、この自治会運営の手引きは、二、三年に一

遍なのか、毎年印刷されるのか、まずそこを教え

てください。 

○コミュニティ課長（十島輝久）毎年内容は、

詳細を変えて出しております。 

○委員（杉薗道朗）部数を何部ぐらいかなとい

うのもあるのですけれども、なぜ聞くかというと、

自治会長さんあたりやら、一年一年で変わる人も

いらっしゃるし、２年、３年継続でされる方もい

らっしゃいましょうし、当然ベテランの方もいら

っしゃいましょうし、初めての方もいらっしゃる。

そうなっちゃうと、当然、自治会長さんを集めて

の毎年あるわけです、市のほうで、いろいろ業務

についての説明会等々あります。中には、なりた

ての方とか、もしくは一般の自治会の中から、今

のこの自治会の運営に係る部分について、私なん

かも聞かれる部分があるのです。制度もいろいろ

変わってくる中で、今、会長がおらんもんじゃけ

聞きに来たと言われたときに、パッと即答ができ

ないものだから、何が言いたいかと言ったら、で

きたらこの議会の議員の方々にも、その手引きを

配付というか、できないものかな。自治会長さん

も議員の中にも何名かいらっしゃるんですけれど

も、非常に虎の巻的な部分もあったりして、即答

に困る部分があるものだから、余分に、予備があ

るということであれば、個人的にもらいたいなと

いうのもあるのですけど、そこあたりはどうなの

でしょうか。 

○委員長（川添公貴）配付していただけるか

どうかを、お答え願いたいと思います。 

○コミュニティ課長（十島輝久）今もう発注

をする。今しているころで、ちょっと予算的にど

うかなというのがあるのですけれど、原稿がござ

いますので、それらをちゃんと製本して、一応冊

子にして自治会長さんには配るのですが、そうい

う形だったら、すぐにでも対応はできると思いま

す。 

○委員（杉薗道朗）自治会長のためにきれいな

製本というのは厳しいでしょうから、原稿等々が

あれば、ちょっとパッと綴じたのでも結構ですか

ら、ぜひ。次年度あたりから、ちょっとまた考え
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ていただければいいのかなと、助かるのですが。 

○コミュニティ課長（十島輝久）これからの

対応になりますので、自治会長さん、部数的に足

りるようでしたら、ちゃんとしたのを配ろうかな

と思います。済みません。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を

行います。当局からの報告はないようですが、所

管事務全般について、御質疑願いたいと思います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認め

ます。 

 以上で、コミュニティ課を終わります。御苦労

さまでした。 

────────────── 

△情報政策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、情報政策課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を一時

中止してありました議案第３９号を議題とします。

部長の概要説明。 

○企画政策部長（永田一廣）情報政策課につ

きまして、説明いたしますが、３８ページの一番

下段に記載しております。 

 まず、地域情報化計画策定につきましては、こ

のＩＣＴ、情報化につきましては、集落活動の低

下とか医療、福祉、防災などの地域課題の解決策

といった面、あるいは企業誘致といった面におき

まして、このＩＣＴ技術の活用普及の重要性は高

いというふうに考えております。こうしたことに

鑑みまして、今般第２次の総合計画を、新たな総

合計画をつくったところですけれども、六つの政

策、２８本の施策がございますが、この施策体系

に沿いました情報化推進計画を新年度におきまし

て策定し、次年度以降、計画的に進めようとする

ものでございます。 

 次に、３９ページです。社会保障税番号制度、

これも一般質問、代表質問等で質問いただきまし

たが、平成２８年の１月から導入予定でございま

す。いわゆるマイナンバー制度に関しまして、市

民課は市民課でも進めますが、情報政策課のほう

ではシステムの改修といった業務を新年度、平成

２７年度において進めるものでございます。 

 以上、私の説明は終わりますが、予算概要につ

きましては課長から説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（川添公貴）それでは補足説明をお

願いします。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）情報政策課で

ございます。 

 初めに、歳出から説明いたします。予算調書の

１０８ページをお開きください。 

 まず、上段になります、事項、地域情報化推進

事業費は、地域情報化の推進及び整備した光ファ

イバー等施設の維持管理に係る経費１億１６４万

９,０００円です。経費の主な内容は、本土、甑

島間海底光ケーブル保守点検委託などの維持管理

経費のほか、合併時に策定した地域情報化計画が

本年度で終了することから、新たな地域情報化計

画を策定するための経費につきましては、最後に

委員会資料で説明いたします。また、負担金につ

いては職員研修や県電子自治体運営委員会等の運

営負担です。 

 次に、同ページの下の段になります、事項、情

報管理費は、行政情報システムの安定運用に係る

経費２億７,４４９万２,０００円であります。経

費の主な内容は、基幹システムの運用に係る委託

料のほか、個人、法人ごとに番号を付番し、複数

の機関に存在する情報確認することにより、社会

保障、税分野等の効率性を高め、国民にとって利

便性の高い公平、公正な社会を実現するための基

盤を整備しようとする社会保障・税番号整備事業、

マイナンバー制度導入に係る委託料等の経費及び、

地方公共団体情報システム機構等負担金や職員研

修負担金などです。 

 次に、歳入について説明いたします。 

 予算調書の１９ページをお開きください。 

 １行目、国庫補助金、１目総務費補助金

４,８００万円は、総務管理費補助金で、社会保

障・税番号整備制度補助金、マイナンバーに対す

る補助金であります。 

 ２行目、財産運用収入、１目 財産貸付収入

７６万２,０００円は、移動通信用鉄塔施設伝送
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路の貸付収入であります。 

 最後に、新たに策定します地域情報化について

説明いたします。 

 委員会資料の１３ページをお開きください。 

 目的、背景につきましては、先ほど部長が予算

概要で説明しましたとおりであり、第２次総合計

画の情報化、ＩＣＴの部分について新たに計画を

策定するものです。経費の主なものは、策定に係

る委託料であります。２番の委託料であります。 

 次に、３番、策定スケジュールとしまして、地

域情報化策定委員会を設置し、９月と１２月に議

会報告を予定しております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございまし

た。これより質疑に入ります。御質疑願いたいと

思います。御質疑ございませんか。 

○委員（江口是彦）光ケーブル、相当経費もか

かるし、保守点検でもかかっているわけですが、

正直、支所でテレビ会議を見たときは、やっぱり

役に立っているんだなと、非常に思いながら、か

つ今度は自分の家に帰ると、光接続インターネッ

トまだできませんよね。できないのです。あれは、

将来そういうのに個人というか、可能性はあるの

ですか。広がっていく。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）はい、敷設し

てあります光ケーブルは、甑につきましては、Ｎ

ＴＴと折半で６心ずつ持っております。行政の施

設には全て光がいっております。個人の家につき

ましては、ＡＤＳＬができるわけですけれども、

こちらも再三、通信事業者にお願いしております。

しかし、通信事業者も枠組みがありまして、なか

なか上げているんですけど、九州管内で２団体と

いう形で、徐々にはふえてはきているのですけれ

ど、まだなかなかそこが進んでいないところであ

ります。ですから、その光は使うことはできない

のですけれど、先ほども言いました情報化計画の

中で、今、携帯が非常に高速化されてきておりま

す。東京オリンピックに向けまして、まだ高速化

されてくると思います。ですから、個人向けにつ

きましては、その携帯利用を情報化計画の中でも

うたいながら、市民に周知していきたいと思いま

す。ただ、介護事業者とか、そういうところは、

支所なんかは、周りに課題を抽出しているんです

けど、やはり光の要望もあるところもあります。

そこは、情報化計画の中で、整理をしてみたいと

思います。 

○委員（江口是彦）民宿さんなんかが情報発信

するのに、光だったらいいのになと、相当写真と

いうのですか。そういうのをあれをするのに時間

がかかったり、取り入れるのに時間が、どうして

も光でないものだから、ＡＤＳＬはもうほとんど

島内全域大丈夫なのですか。私もＡＤＳＬに変え

ましたけど。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）ＡＤＳＬにつ

きましては、甑が西山地区が、ちょっと内川内が

厳しいです。それと、やはり本土につきましても

山の中、距離に限りがありますので、山間部にな

ると、ちょっと厳しいところがある。しかし、西

山もこの前、試験でタブレットといいますか、モ

バイルでしたところ、かなり高速です。ですから、

そういうところは民宿関係も、携帯なんかを使う

ように、周知できていないところがあると思いま

す。ですから、情報化計画の中で周知していきた

いというふうに考えます。 

○委員（成川幸太郎）私がよく理解できてい

ないと思うのですけど、マイナンバー制度の導入

の事業で９,７００万の予算計上なんですが、こ

っちのほうではマイナンバー制度導入業務委託が

１億３,４５２万９,０００円、事業費に何かが加

わるということなのですか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）情報政策課で

の９,７００万になります。市民課等がその残り

になっております。済みません。間違えました。

説明します。 

 その委託料につきましては、基幹系システムの

保守委託、それとＯＡ化につきますサーバー関係

の補修、それとマイナンバーなどになります。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）この整備事業にプラス。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）委託が７件ご

ざいます。その中の一つが、マイナンバーになり

ます。 

○委員（成川幸太郎）わかりました。 

○委員長（川添公貴）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 



－56－ 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を

行いますが、当局よりの報告はないようでござい

ます。所管事務全般について、御質疑願いたいと

思います。 

○委員（瀬尾和敬）このマイナンバーというの

は制度が始まると、今までの住基カードの分も、

これに包含されるというか、そういうことになる

のですか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）住基カードは、

市民課のほうになるんですけど、同等のカードが

できるということになります。ですから、今まで

の住基カードも同じ機能で１０年間は使えます。

ことしの１０月に通知がきますので、１月からま

た新たなカードの申し込みが始まるという形で、

市民課のほうから通知がくるかというふうに思い

ます。 

○委員長（川添公貴）質問の意図は、住基

カードとこれが併用して、同じシステム上で１枚

のカードで使えるのかという質問です。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）併用ですか。

一緒にあわせて。 

○委員長（川添公貴）併用というか。わから

んかな。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）使えます。住

基カードの機能が使えます。 

○委員（瀬尾和敬）どっちか一方にするために、

マイナンバーのほうに切りかえるのかということ

を聞いている。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）切りかえると、

同等で使えます。だから、一気には切りかえない

と思います。市民の判断で、住民の人で。一人

１枚どちらかです。２枚持つことはできません。 

○委員（瀬尾和敬）住基カードがあれば、マイ

ナンバーカードには、せんでもいいということで

すか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）住基カードは、

１０年間使えます。ですから、新たにですね、今、

国のほうで検討されています。活用策を。ですか

ら、例えばそれがもし社会保障の保険証に変わる

とか、そういう形になってくれば、そちらにシフ

トしていく必要はあるかとか思います。 

○委員長（川添公貴）その両方使えますとい

うのは、わかるんです。だから、住基カードの機

能とマイナンバーの機能、税金を申告するときに、

住基カードに個人認証番号を入れてあるのです。

住基カードに。これが１６桁なんです。マイナン

バーはマイナンバーで、また確定申告がｅ─Ｔａ

ｘができるようになっているので、説明を見ると、

マイナンバーを使うのか、住基カードを使うのか

という選択肢はあるということになっているので

すけど、瀬尾委員の質問は、これをセットにした

形で１枚のカードになるのかという意味。だから、

マイナンバーは税の管理と社会保障の管理なので、

住基カードは住民票、戸籍謄本等の管理で、重複

してデータは入っていないはずなんです。だから、

それは使えるのか。 

○主幹兼行政情報グループ長（堂元光信）

済みません。マイナンバーカードの御質問ですが、

先ほどから住基カード、どちらかを持つというこ

とになります。両方持てません。機能は、今の住

基カードの機能をそのままマイナンバーカードも

持たせます。ですから、サービスは同じように使

えるということになります。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）今、説明を受けたのは、

さっき言ったように、住民票の取得とか、戸籍等

の取得とかというのを全て、一切合財移行できる

ということですか。 

○主幹兼行政情報グループ長（堂元光信）

そのとおりでございます。 

○委員（瀬尾和敬）ということは、例えばｅ─

Ｔａｘとかをされようとするときも、そのマイナ

ンバーカードで事足りるというわけ。カードリー

ダーライターとか住基カードを差し込むための、

わざわざ購入したのは、そのまま使えるという。

そういうことだね。 

○委員長（川添公貴）ほかにありませんか。 

○委員（小田原勇次郎）今の確認で、前、一

般質問でもいろいろと論議があったので、認識し

ておかなきゃいけないのは、例えば住基カードの

場合は、写真が入って身分証明としての利活用が

図られた分がマイナンバーカードになると、写真

を入れたりして、身分証明的な機能としては使え

ないという認識でおればいいわけですね。違いま

すか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）同じです。 

○委員（小田原勇次郎）写真も入れるんです

か。ああ、わかりました。 

○委員長（川添公貴）なるべく自由討議は、
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避けていただくようにお願いしときます。 

○委員（小田原勇次郎）済みません。ありが

とうございました。 

○委員長（川添公貴）もうよろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、情報政策課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△広報室の審査 

○委員長（川添公貴）次に、広報室の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を一時

中止してありました議案第３９号を議題とします。

まずは部長、概要。 

○企画政策部長（永田一廣）広報室の概要に

つきまして、予算概要３９ページ、中段以降、

２件記載しておりますが、広報室業務といたしま

しては、広報、広聴に関する業務を所管しており

ます。 

 まず、広報薩摩川内は、市民の皆さんに広く行

政情報などをお知らせするために、月２回発行し

ているもの。次の意見交換会開催、これは市民の

意見や要望を市政に反映させますために、市長み

ずからが２年に１回ですけれども、各地域に出向

き、意見交換を行うものです。この後、予算概要

につきまして、室長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）それでは、補足説明を

お願いいたします。 

○広報室長（屋久弘文）広報室でございます。

歳出予算から説明をいたします。 

 広報室の予算は、予算調書の１０９ページにな

ります。 

 まず、上段の事項、広聴活動費は、市政モニ

ター制度やまちづくり懇話会などの広聴活動に要

する経費５８万６,０００円であります。経費の

主な内容としましては、市政モニターの出会謝金

と出会旅費になります。なお、平成２７年度のま

ちづくり懇話会につきましては、川内地域の６中

学校区と里、上甑地域、そして、平成２６年度に

開催できなかった鹿島、下甑地域の合計８会場で

の開催を予定しております。これに要する旅費

１６万６,０００円を同じく計上いたしておりま

す。 

 次に、下段の事項、広報管理費は、広報薩摩川

内の発行や駅ビル情報表示板の管理など広報業務

全般に係る経費でございます。内訳として、広報

員会等旅費の８万３,０００円は、市民目線の広

報紙を目指すことを目的としまして、公募による

６名の広報委員で年３回開催します広報委員会の

経費でございます。 

 次の広報薩摩川内等印刷製本費２,００３万

５,０００円は、月２回の広報薩摩川内と広報薩

摩川内お知らせ版に要する経費が主なものでござ

います。 

 次に、広報紙等作成ＤＴＰ業務委託等の

１,１７０万２,０００円につきましては、広報紙

の構成デザイン等をするＤＴＰ業務に係る経費の

ほか、駅ビル情報表示板のコンテンツ制作業務委

託並びに、ＦＭさつませんだいへのラジオ広報業

務委託などでございます。このほか、ＤＴＰ用パ

ソコンの賃借料や、日本広報協会への負担金を計

上してあります。なお、補助金につきましては、

予算計上はございません。 

 次に、歳入予算の説明をいたします。予算調書

の２０ページになります。 

 広報室所管の歳入予算の主なものにつきまして

は、科目、雑入の広報紙等広告掲載収入の

１４０万８,０００円でございます。これは広報

薩摩川内１０日号に掲載をしてあります広告の広

場と市ホームページのバナー広告に係る広告料収

入でございます。 

 以上で、広報室所管の歳入歳出予算についての

説明を終わります。御審査方よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がござい

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑ござ

いませんか。 

○委員（成川幸太郎）一つ、この広報紙が本

市の特産である竹パルプを原料とするということ

で、予定として書いてある。これは恐らく一般の

普通の紙から竹紙にすると、ちょっとお金も上が

るんじゃないかと思うのですが、その差額はどれ

ぐらいあるのでしょうか。 

○主幹兼広聴広報グループ長（坂下克博）
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以前は、差があったのですが、見積もりをとった

結果、ほとんど額が一緒ということで、竹紙、竹

紙と言いましても、１０％入った竹紙を採用して

いるところでございます。 

○委員（小田原勇次郎）済みません。説明を

聞き漏らしていたら、ごめんなさい。本年度は、

ＦＭさつませんだいへの広報予算はどの程度確保

されて、前年度並みなのか、そこあたりの。今、

広報媒体として非常に有効な媒体でありますので、

予算措置をどの程度、御計画なのかをちょっと教

えていただきたいのですが。 

○広報室長（屋久弘文）ＦＭさつませんだい

への委託料、ラジオ広報の委託料につきましては、

前年度と同額で１８２万４,０００円を計上いた

しております。 

○委員（杉薗道朗）この広報紙を発行されて、

いろいろ周りにも編集に携わる方やら含めて、大

変努力をされて、見やすい。そういう努力もされ

ていますし、また読んでもらえるような紙面づく

りに、一生懸命やっていらっしゃるというのは理

解できます。ただしながら、いろいろ私なんかも

よく聞くのは、各自治会等々を通して、各家庭に

配付をされるんですけれども、いろいろな行事と

か、ときどき問い合わせがあって、広報紙載っち

ょったどが、そえんた見たことがなかというのが、

残念ながら現実は多いのです。だから、十分努力

はわかります。いかに見てもらうかという。見や

すい紙面づくりというのも十分理解できますし、

広報紙の中に市民の声的な部分も、中にあるよう

な記憶をしているのですけれども、ある意味、取

り組みをされて、少しでもやっぱり読んでいただ

くための、そういう取り組みを今後続けていって

ほしいなという要望と。例えば、広報紙の中にち

ょっとクイズ欄的なものがあったかな。ちょっと

わからないんだけれども、ちょっと今記憶にない

んですけど、あれば、ちょっとした読む気になる、

ちょっと何かをさせる気になるような取り組みを

して、例えばクロスワードパズルでもいいですが、

ちょっとした川内市内のことに、史跡等に関する

そういうクイズ的なところを載せて、欲を言えば、

それにプラスちょっと何か景品といったらあれな

んでしょうけど、予算もかかってきますから、何

か一般のそういうところが提供されたような部分

も、お返しというか、景品で出すような形で、何

かできないのかな。ちょっと詳細を見ていないか

ら言えませんが、そういう取り組みというのはど

うでしょうか。 

○広報室長（屋久弘文）実際には、そういっ

たクイズ的なものは掲載はしておりません。関連

しまして、読者の広場というコーナーがあります。

市民から寄せられたいろいろな情報を、大体毎回

３件程度、掲載しているのですが、それにつきま

しては、木佐貫投手であったり、杉内投手であっ

たりからいただいたサインとか、あとそのサイン

に当たらなかった人については、ノートとか、そ

んなものを、いわゆるお礼としてお返しはしてお

りますが、ほかの市の広報紙も私も見せていただ

いているのですが、いろいろ思考こらせてほかに

市もやっていますので、そういったのは参考にし

ながら、今いただいた意見も参考にしながら、ク

イズになるかどうかはわかりませんけれど、そう

いったいわゆる住民が目を引いてくれるような紙

面づくりというものには、取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。 

○委員（杉薗道朗）ありがとうございます。や

り方はいろいろあるだろうなというふうに思いま

すので、検討方していただければ。それと、広報

ですから、何も大人だけが見るということじゃな

くして、やっぱり老若男女いろいろな方々がみら

れると思いますので、そういうことも含めて、で

きることがあれば、検討していただければという

ふうに要望しておきます。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）広報室としては、こういう

広報紙をつくるためだけのことなのですか。例え

ば、テレビでコマーシャルみたいなのですが、薩

摩川内市のです。そういうことには、関係してい

ないのですか。広報室は。 

○広報室長（屋久弘文）テレビ広報というの

も、以前はありましたけれども、財政運営プログ

ラムの策定される段階で削られまして、広報室と

しては、そういう予算は今は持っていませんが、

例えば、観光・シティセールス課であったり、そ

ういったところの各課予算の中でテレビ広報とい

うのは、されている課はございます。そういうこ

とです。広報室としては、今はテレビ広報はやっ

ていません。 

○委員（瀬尾和敬）私は、広報という形であれ

ば、例えばシティセールス課から要請があったも

のを、広報室で取りまとめてやるとか、広報に関
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するものは全て一元化されたほうがいいんじゃな

いかなという思いできたところだったんですけど、

今後はもうそういうことにはならないのですか。

部長。 

○企画政策部長（永田一廣）市としての広報

の一元化の提言だと思います。同様な趣旨につい

ては、小田原委員からも監査を通じていただいて

おります。基本的には、そういった姿に体制を持

っていければいいんですけれども、これまで長い

間、合併後１０年やっていますけれど、一元化す

るまでには、ちょっとまだ仕組み的にはなってい

ないのかなと思っています。全て広報室を通す。

それが、例えば決裁とか、いろいろな手続等があ

りますので、タイムリーです。そこら辺、今すぐ

広報室で全部まとめて打って出るというのは、仕

組み的には今の時点では難しいと思います。ただ、

一元化というのですか。広報と広聴を一元化する

という考え方もあります。例えば、秘書室と広報

室を一元化して、積極的に打って出るというのも

理想的な姿としてはありますので、今後の研究課

題とさせていただきたいというふうに考えており

ます。申しわけございませんが、現状は以上です。 

○委員（小田原勇次郎）部長から、私のお名

前も出されましたので、一応私もこれに関連して、

監査の時に申し上げた部分、今部長が御説明しま

したように、以前旧川内市時代は、秘書広報課と

いう時代がありまして、広報機能が秘書室直結の

時代でありました。その時には、広報が一元化さ

れて、非常に強い。行政側のスポークスマン的な

働きが、非常に機能を果たせられていたのかなと

いうふうに思うのですが、これは行革にもかかわ

ることなので、強くは申し上げませんけれども、

現機能の中において、広報が非常に機能として弱

くなってきている部分を感じざる。要するに、予

算の分配もそうでしょうから、予算の分配も、例

えばシティセールスとか、次世代エネルギーも独

自の番組をつくっておられますから、そこらあた

りの機能が非常に弱くなっているのかなと思うの

で。前、私申し上げました、広島県の例で、積極

的広報機能というものを御説明したと思いますけ

れど、ぜひとも広報が真っ先になって、行政の広

報活動、広聴活動の最前線で力を発揮していただ

けますようにということで、一応、御意見だけ申

し上げておきます。 

 以上です。 

○企画政策部長（永田一廣）現体制で関係課

と連携をとりながら、今できる限りの事業の進め

方はやっていると思いますが、さらに改善すべき

点があるというふうに認識はしておりますので、

広報室長も今一生懸命旗を振ってやっていますの

で、しばらく時間をいただきたい。 

 なお、組織としての一体化については、我々、

今後の課題として受け止めています。新たな組織

図をお示ししておりますけれども、現時点では広

報と秘書室というのですか。広報、広聴の一体化

には至っておりませんけれど、今回の組織見直し

にあわせて、これはまだ最終決定には至っていま

せんけれど、現在６階に広報室がありますが、

４階のほうに場所を動かして、秘書室との連携、

あるいは私の部ですので、企画政策部との連携も

場所的に、より連携をとれるような方向で今考え

ておりますので、一歩前進ということで、御理解

いただければありがたいと思います。よろしくお

願いします。 

○委員長（川添公貴）以上で、質疑が尽きた

と思います。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を

行いますが、当局からは報告はないようでござい

ます。先ほど、予算の中でも質問されたようです

ので、それ以外に何か質問がありましたら、よろ

しくお願いします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないと認めます。 

 以上で、広報室を終わります。御苦労さまでし

た。 

────────────── 

△新エネルギー対策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、新エネルギー対

策課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第５４号 平成２６年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を一時

中止してありました議案第５４号を議題といたし

ます。当局に説明を求めます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）議案第

５４号、第８回補正の新エネルギー対策課の歳出
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予算につきましては、予算に関する説明書の

１０ページにございます。 

 新エネルギー対策課の補正は、国のまち・ひ

と・しごと創生法に関する補正予算３件でござい

ます。１０ページのほう、ごらんください。 

 ２款１項６目企画費の中の補正予算４億

５,５１７万６,０００円のうち、新エネルギー対

策課分は、上の段の地域活性化地域住民生活等緊

急支援交付金の事業費のうち、地球にやさしい環

境整備補助金７,１５５万円の増額補正するもの

でございます。国の緊急経済対策の速やか、かつ

着実な実施を図ることを目的とした施策にのりま

した交付金を活用するものでございます。 

 次に、下のほうの地域活性化地域生活等緊急支

援交付金、地方創生先行型と申しますが、それの

うち、新エネルギー対策課分は、一番下の

６,０００万円でございます。これらにつきまし

て、補正予算の概要のほうで簡単に御説明いたし

ます。簡潔に御説明します。 

 ３ページのほうにございます。一番上のほうの

１の１が地球にやさしい環境整備補助金でござい

ます。 

 続きまして、７ページのほうにございます。

７ページが先行型になりますけれども、２の３と

２の４の３,０００万円二つがメイドイン薩摩川

内ＬＥＤ灯と、竹バイオマス産業都市構想事業と

いう二つの事業でございます。これらにつきまし

て、御面倒ですが、補正予算の説明につきまして、

詳細に企画経済資料で御説明いたしますので、企

画経済資料の１４ページをごらんください。 

 まず、メイドイン薩摩川内ＬＥＤ灯販路開拓事

業について説明いたします。 

 （１）事業概要は、平成２６年度に企業連携協

議会と川内商工・ポリテクカレッジなど産学官連

携により開発し、設置しております独立型ＬＥＤ

灯を、さらなる販路開拓を推進するため、例えば、

高齢者や子どもの見守りの充実による安全、安心

の確保、観光振興や過疎地域振興を図ることなど、

新たな機能を付加価値をつける。技術開発を支援

するものでございます。 

 （２）の具体的な事業内容でございますが、①

販路開拓として、産学官連携して強みを前面に打

ち出す。展示会出品や効果的は情報発信により積

極的に販路開拓を行うものでございます。写真に

つきましては、これは唐浜で行っている自然暴露

の試験状態のものでございます。これは、過酷な

海風によっても大丈夫かどうかどうかというよう

な試験を今やっているところでございます。 

 次に、②の街路灯高度化・付加価値化の追求と

しまして、無線チップによります識別、管理機能

やＷｉ─Ｆｉルーターとしての付加価値を付加す

るなど、製品の競争力強化と同時に、高齢者と子

どもの見守り体制の充実による安全、安心の確保

を図る。もしくは、観光振興や高速通信網が通じ

るといったような過疎地域振興など地域課題の解

決を目指すものにしていこうというものでござい

ます。 

 販路開拓につきましては、競争力強化のために、

自治体発信のＬＥＤ街路灯としての付加価値を、

これをたくさん量をさばくことによるコストの低

廉化を図って、競争力を強化すること。製造ライ

ンなどの雇用創出を図り、コスト競争だけではな

く、大手メーカーや海外製品に負けてしまうこと

のないように、町の困りごとを解決する高度化・

付加価値などを図ることで、他にないものをつく

り出すことを目的としております。 

 補正予算額は、市場性等調査業務委託等を含め

ました委託費３,０００万円を計上しているもの

でございます。 

 次に、１５ページをごらんください。 

 ２ポツでございますが、竹バイオマス産業都市

構想推進事業について説明します。 

 （１）事業概要は、竹は本市のみならず、鹿児

島県、南九州の地域資源であると同時に、放置竹

林など地域の社会問題にもなっております。真ん

中の上のほうにあります図にありますように、左

側のほうを見ていただきますと、竹につきまして

は、資源として豊富にありますが、今は細い線と

いいますか、紙にするとか、名刺にするとか、そ

れから竹炭にするというような十分に活用されて

いないという状況でございます。 

 しかしながら、上流の竹山から下流の名刺、竹

炭への活用につきましては、日本中で薩摩川内市

は唯一２,０００人規模の人がエネルギー利用を

含めて、地域のシステム確立を目指しているとい

うところがございます。これにつきましては、

２行目に戻っていただきますと、この既存の竹の

収集、処理システムを再構築しながら、エネル

ギー利用を含めまして地域システムの確立を目指

すとともに、新たな産業、生活資材等への可能性
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を探るものであります。 

 ２ポツになりますけれども、地域資源や既存の

竹収集システムを活用しながら、エネルギー利用

や竹紙、竹炭等の既存の用途はもとより、この絵

にありますように、非常に多様な出口を広げると

いうようなことを考えています。例えば、このた

び中越パルプが実用化に成功しました。セルロー

ス・ナノファイバーというような高度な技術のほ

か、健康、抗菌、食品、それから医療といったよ

うなもの。それから、生活資材等への広範な用途

を見出すことで、地域の課題解決とあわせて、内

発型の産業振興の両方を解決していけないかとい

うことでございます。 

 上流から下流の流れを、たくさん見出すことで、

今、竹を十分に使い切っていないところを、多様

に使い出すということで、循環型社会の構築、地

域課題解決、それぞれの雇用を創出するというイ

メージであります。書いてありませんが、もちろ

ん上流部分には、タケノコの生産、放置竹林によ

る鳥獣被害の解決と言ったようなものが、後半が

その用途が見出せると思います。私どもは、エネ

ルギー課でございますので、例えば、多様化する

ことで、園芸ハウスへの重油代替というようなこ

とも考えられるというふうに考えております。 

 今回、一番下の星印にありますように、セル

ロース・ナノファイバーというのが何かというこ

とになりますので、そのセルロース・ナノファイ

バーというのは、軽くて強いとういことで、こう

いう紙をさらに細かく砕いていくと透明になって

いく。ずっとこの粒子を小さくしていくとすると、

透明になっていきます。これは、いろいろなもの

に混ぜられるというふうなことになってきますの

で、例えばこれをプラスチックと混ぜますと、炭

素繊維よりも強くて、同等といいますか、軽くて

強いという素材になるということで、今後は環境

負荷を軽減するメリットがありながら、自動車と

か航空機とか、そういったものにも使えるという。

非常にこの最先端の技術が確立されていくという

芽が出てきております。そういったものを着目し

ながら、出口の企業を集めていきながら、このた

び竹を中心にしまして、健康食品など衛生産業の

マッチングによる内発型産業創出を生み出そうと

いうものでございます。 

 （２）の補正予算による具体的な内容でござい

ますが、①の現状把握、可能性調査による調査分

析。②のテーブルテスト及び施策開発による製品

としての可能性を追求する。③でございますが、

新たな展開の研究として、大学、県、工業試験場

など公設試等によるネットワークを構築しまして、

コンソーシアム等の運営により新たな研究により、

出口の商品を企業と一緒につくりながら、雇用を

生み出していこうというものでございます。 

 （３）の補正の額につきましては、今回

３,０００万ということで要求しております。 

 次に、繰越明許について説明いたしますので、

予算に関する説明書の５ページをお開きください。 

 表の２にありますとおり、消費喚起型１事業、

地方創生型２事業につきましては、全額繰越補正

するものでございます。 

 以上で、議案第５７号新エネルギー対策課分の

補正予算について、説明を終わりたいと思います。

よろしく審査賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございまし

た。今、議案第５７号と言ったせんけ。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）３９号

です。失礼しました。５４号でした。済みません。 

○委員長（川添公貴）ただいま懇切丁寧な説

明がございました。これより質疑に入りたいと思

います。御質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないようですの

で。 

○委員（小田原勇次郎）また手が遅く上げて

済みません。 

 メイドイン薩摩川内ＬＥＤ灯について、一応お

聞かせください。この前のエネルギーフェアでも

いろいろとお話を聞かせていただいて、多くの市

内企業の方々が関与して、メイドインをつくって

いかれる。そのお覚悟は十分に聞かせていただい

たところでした。今から販路拡大とか、いろいろ

と積極的に行っていくのですが、今のところ１台

８０万程度というようなお話を以前委員会の中で

お伺いしておりました。一つの目標としては、ど

のぐらいまで下げていけたらいいなという希望的

な観測はお持ちでいらっしゃいますか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今おっ

しゃるとおり、８０万ぐらい。大手のメーカーに

つきましては、１００万から１２０万ということ

ですので、大手のメーカーの半分程度、５０万か

ら３０万の間ぐらいを狙って今やっているという
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ところでございます。 

○委員長（川添公貴）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、議案第５４号平成２６年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につい

て、質疑が全て終了いたしましたので、これより

討論、採決を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はないと認めます。 

 これより採決いたします。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号を議題とします。ま

ずは、対策監に概要説明をお願いします。 

○新エネルギー対策監（松枝賢治）それでは、

平成２７年度一般会計当初予算中、新エネルギー

対策課分の概要につきまして、御説明させていた

だきます。 

 新エネルギー対策課関連予算につきましては、

これまでも平成２５年３月に策定いたしました次

世代エネルギービジョン・行動計画実施のために、

予算計上してまいりました。平成２７年当初予算

の展開の方向性でございますが、これまでと同様

に、次世代エネルギービジョン・行動計画に掲げ

られております市民生活関連事業、産業活動関連

事業、都市基盤整備関連事業を、今議論いただい

ております市の新しい総合計画中の施策の２生活

環境の政策４次世代エネルギー技術の市民生活へ

の浸透。政策３の産業振興中、施策２、地域の強

みを生かしたビジネス展開と連携による商工業の

振興。政策４社会基盤中施策の⑤次世代インフラ

の普及促進と活用の推進に、それぞれ位置づけま

して、平成２７年度に必要な予算を計上させてい

ただいているところでございます。 

 次世代エネルギーを切り口といたしました市の

課題解決を図りながら、まちづくりを行い、その

課題解決の手段といたしまして、地元企業様が参

画する成長戦略事業等を創出しながら、雇用につ

ながるような予算を主に計上しているところでご

ざいます。 

 平成２７年度当初予算の特徴でございますが、

平成２６年度に着手いたしました成長戦略事業を

引き続き、確実に実施するために計上した予算で

ございます。また、普及啓発、防災機能強化、成

長戦略など各分野に配慮した予算計上となってお

ります。 

 平成２７年度当初予算の総額でございますが、

２億５,０００万８,０００円でございまして、平

成２６年度当初予算４億９,０６０万５,０００円

と比較しますと、２億４,０６０万５,０００円の

減、率にいたしまして４９％減の予算計上となっ

ております。これは、地球にやさしい環境整備事

業７,０００万ほどございますが、こちらを地方

創生先行型交付金を活用するために、当初予算か

ら補正予算へ振りかえたこと、また平成２６年度

に川内駅ゼロエミステーション化実証事業２億

１,５００万円の事業でございますが、このよう

な巨大な工事予算が平成２７年度は計上されてい

ないためでございます。 

 平成２７年度当初予算の主な事業でございます

が、市の新しい総合計画中の生活環境次世代エネ

ルギー技術の市民生活への浸透に係ります事業と

いたしまして、次世代エネルギー普及啓発事業、

総合運動公園防災機能強化事業、甑島蓄電池導入

共同実証事業、見守り支援サービス共同実証事業

の予算を計上しております。また、市の新しい総

合計画中の産業振興、地域の強みを生かしました

ビジネス展開と連携による商工業の振興に係る事

業といたしまして、ＬＥＤ街路灯導入事業、次世

代エネルギー事業推進補助事業の予算を計上させ

ていただいているところでございます。 

 平成２７年度一般会計当初予算中、新エネル

ギー対策課分の概要は以上でございます。 

○委員長（川添公貴）補足説明をお願いしま

す。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）議案第

３９号新エネルギー対策課分の歳出予算につきま

しては、予算調書の１００ページになります。 

 ２款１項６目事項、次世代エネルギー推進費

２億５,０００万８,０００円は、次世代エネル
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ギーの推進に係る経費であります。右欄にありま

す行政事務嘱託員は、次世代エネルギーＰＲ業務

に係る雇用でございます。委託料につきましては、

産業振興プロジェクト支援、これは産業振興プロ

ジェクトホームページ、次世代エネルギーフェア

等の委託業務等でございます。１ ,４６８万

５,０００円であります。 

 それから、見守り支援サービス実証等というこ

とで、各種実証スマートハウスであったり、超小

型モビリティ、それかららせん水車といったよう

な実証事業等５,６５９万７,０００円でございま

す。工事請負費につきましては、運動公園の防災

機能強化において、未整備でありました蓄電池に

つきまして、環境省のニューディール基金を受け

まして、整備するものでございます。予算額は

３,５００万円でございます。 

 それから負担金としましては、鹿児島県小水力

利用推進協議会負担金及び産学官連携デジタルグ

リッド実証実験、それから甑島蓄電池導入実証負

担金４,５００万円が主なものでございます。積

立金につきましては、次世代エネルギー推進基金

積立金を計上してございます。 

 次に、歳入について御説明しますので、予算調

書の１６ページをお開きください。 

 １５款２項１目国庫補助金８５０万円は、小規

模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯等導入促進

補助金。これも環境省の補助金でございまして、

ＬＥＤ灯につきまして、１００％の補助金で導入

の可能性について調査するという補助金でござい

ます。 

 ２行目、１６款２項１目県補助金３,５００万

円は、再生可能エネルギー等導入推進基金であり、

３行目、１７款１項２目財産運用収入１１万

６,０００円は次世代エネルギー基金の利子収入

であり、４行目、１９款１項６５目次世代エネル

ギー推進基金繰入金９,０００万円は、次世代エ

ネルギー推進基金繰入金でございます。５行目、

２１款５項４目雑入３,７７５万円は総合運動公

園、スマートハウス、甑島蓄電地導入事業の太陽

光売電収入と小鷹井堰小水力発電の余剰売電収入

でございます。 

 以上で、平成２７年度薩摩川内市一般会計予算

について、説明を終わらせていただきたいと思い

ます。よろしく審査賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○委員長（川添公貴）どうもありがとうござ

いました。ただいま説明がありましたが、これよ

り質疑に入りたいと思います。御質疑願います。

御質疑ございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）先ほどの、ごめんな

さい。ＬＥＤの街路の部分を再度、確認をさせて

ください。先ほどもう可決された３,０００万円

の補正予算は、委託事業でありました。最終的に

今回は３,９００万円の街路導入事業で、リース

料という形で予算措置がしてあるのですが、これ

は要するに、最終的にはというか、製造責任とな

ると、いろいろ説明の中には、企業連携協議会会

員となっていますが、最終的な品物の製造責任、

いわゆる管理部分は、岡野さんあたりがもって、

リースの相手先ですよ。そこの製品とどこと契約

するかとなると、そういう流れになるのかだけ、

ちょっと確認させてください。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）企業連

携協議会のほうで製作されたものを私どもは一旦、

リース会社を通して買うということになりますの

で、責任につきましては、リース会社が完全に保

守、それから壊れたときの、つかなくなったとき

のということにつきましては、一切面倒をみてい

ただく。あとは、リース会社と岡野エレクトロニ

クスさんを中心としました企業連携協議会の中で、

サポートしていただくというふうな形になってい

ます。お金の流れはそういうことになります。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）そのほか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、議案第３９号平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算のうち、本委員会付託分について、

質疑が全て終了しましたので、これより討論、採

決を行います。討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はないものと認め

ます。 

 これより採決いたします。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと
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決定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を

行いますが、当局からの説明事項はないようでご

ざいます。所管全般にわたって、御質疑はござい

ませんか。 

○委員（瀬尾和敬）フェイスブックでスマート

ハウスのことがよく取り上げられております。例

えば、この委員会が所管のところであるわけです

が、ちょっとした会合をしたりとかというときに

も、そこは対応可能なのですか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）基本、

見学施設という形になっていますが、なので見学

をしながらと、そこで会合をするというのは、全

然問題はございませんし、事前にこういった会合

をしたいということであれば、休館という形にし

まして、会合することは可能です。ただし、我々

のエネルギーに関する説明を一回受けていただく

ということとしております。 

○委員（成川幸太郎）確認だけ。小鷹井堰の

小水力は、一回視察をさせていただきましたけど、

その後順調にいっているのでしょうか。予定では

いつできるのでしょうか。その分だけ。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）５月の

半ばぐらいを完成という形に今計画しております。 

○委員（小田原勇次郎）一応、私も先ほど広

報室のときに聞いていらっしゃっていたので、お

断りをしとかなと思って。当初予算でＦＭせんだ

いの番組のまた予算がありましたので、決して私

は次世代エネルギーの予算で、しちゃいけないと

思っていないのです。ただ、広報室あたりがス

ポークスマンとして戦略的に、やっぱりそういう

表に出て広報するときには、ある程度こうやった

ほうがいいよという助言ができるぐらいの広報機

能を持った形で、一元でみんなでいっていこうや

ぐらいの形で思っているので、今、皆さん方が金

曜日の朝、次世代エネルギーの番組で取り組んで

おられることがおかしいという考え方も持ってい

ませんし、今後とも大いにＰＲしていっていただ

きたいなと、非常に楽しく番組も拝聴しておりま

すので、頑張っていただきたいなという思いであ

ります。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、新エネルギー対策課を終わります。御

苦労さまでした。 

 当局の皆さんは、御苦労さんでした。退席、結

構です。ありがとうございます。 

────────────── 

△委員会報告書の取りまとめ 

○委員長（川添公貴）以上で、日程の全てを

終わりましたが、委員会報告書のとりまとめにつ

いては、委員長に御一任いただくことに御異議ご

ざいませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣について 

○委員長（川添公貴）次に、閉会中の委員派

遣について、お諮りいたします。 

 現在のところ、閉会中における現地視察等の予

定はありませんが、今後必要となった場合の委員

派遣の手続については、委員長、副委員長に御一

任いただきたいと思います。ついては、そのよう

に取り扱うことで御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。 

○委員（小田原勇次郎）済みません。閉会中

の審査の部分で共通認識で、議運では説明はあっ

たのですが、市民スポーツ課に関する部分は、共

通認識を持っておかれなくていい。もうみんなわ

かってらっしゃいます。 

○委員長（川添公貴）市民スポーツ課が先ほ

ど条例を皆さんに可決していただきましたので、

所管が移動しました。ただし、４月１日なので、

総務委員会で当然もう所管しないので出さない。

でも、企画経済委員会では、まだ所管していませ

んので、出せないということになっています。そ

れは、もう単なるスポーツに関するところだけで

す。ですので、今、委員派遣を先ほど諮りました

ように、まだ予定していませんので、予定すると

きになったときには、また御報告申し上げますの

で、そのときまた説明できると思います。 

○委員（小田原勇次郎）はい、よろしくお願

いします。 

────────────── 
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△閉  会 

○委員長（川添公貴）以上で、企画経済委員

会を閉会いたします。長時間大変御苦労様でござ

いました。 
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